
令和７年度第２回日光市総合教育会議次第 

 

日 時：令和７年１１月１４日（金）午後１時３０分～ 

場 所：本庁舎３階 大会議室 

１ 開会 

 

２ 市長あいさつ 

 

３ 会議の運営事項について 

 

４ 議事録署名人の選任について 

 

５ 報告事項 

 (1)  日光市総合計画（基本構想・前期基本計画）原案について 資料１ 

    所管課：企画総務部 総合政策課 

 

６ 協議事項 

(1)  日光市教育施策の大綱について 資料２ 

    所管課：企画総務部 総合政策課 

 

７ その他 

 

８ 閉会 
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ともに描く、しあわせのかたち 

つながる力が、まちを変える 

令和８年（２０２６年）３月 

 日光市長 

  瀬髙 哲雄 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

日光市民憲章 
 

日光市は、四季折々の豊かな自然や歴史を語る文化や産業の遺産など、世界に誇る多くの 

財産を有し、先人たちが守り育んできたまちです。 

私たちは、この貴重な資源と先人に感謝し、心が通いあい、愛し続けることができる、世 

界に開かれた、あたたかい市民自治のまちをつくります。※１ 

 

私たちは 

１ まちづくりに参画し、市民が主役のまちをつくります。※２ 

１ スポーツに親しみ、心身ともに健康で元気なまちをつくります。※３ 

１ 郷土を愛し、自然を守り、安全で住みよいまちをつくります。※４ 

１ 国際観光文化都市としての教養と品格を高め、文化を創造するまちをつくります。※５ 

１ 心を大切にし、夢と希望と活力にあふれるまちをつくります。※６ 

 

※１ 日光市は、先人たちが大切に育んできた四季折々の豊かな自然や世界遺産などの貴重な財産を有してい 

ます。私たちは、これを守り繋いでいかなければなりません。市民一人ひとりが積極的にまちづくりに参 

画し、日光市をさらに発展させるために、日光市の最高規範である「まちづくり基本条例」の主旨に基づ 

き市民憲章を定め、人と人との絆を大切にする「心が通うあたたかい市民自治のまち」、そして、みんな 

が未来にわたって愛し続けていける、世界に開かれた国際的なまちを目指すものです。 

※２ まちづくり基本条例の基本理念は、共有、参画及び協働のもとに、市民自治の振興を図るとしています。 

共有、参画及び協働を総じて「参画」とまとめ、市民自治を「市民が主役」と位置付け、まちづくり基本 

条例の主旨を示しています。 

※３ 優れた人格を形成するためには、スポーツに親しみ、心身を鍛えることが大きな要素となります。心身 

の健康は、人と人との絆を育み、思いやりのある健全なまちづくりの活力となります。ひいては、一人ひ 

とりの元気の源となるものです。 

※４ 自然の恵みに感謝し共生することで、郷土への愛着を持つ豊かな心を育みます。また、お互いの立場や 

考えを尊重し認め合うことで、地域社会の形成や地域福祉である高齢化対策や防災・防犯など、自助と互 

助の精神が養われ、真に暮らしやすい地域を築けるよう、生活の質の向上を目指すものです。 

※５ 生涯をとおして平等に学習の機会を持ち、世界に通じる教養と品格を身に着けることにより、一人ひと 

りの個性や能力が発揮できる社会とさらなる文化を創造する国際観光文化都市のまちづくりを目指すもの 

です。 

※６ 相手を思いやり、人を尊重することで豊かな心が育まれます。日光市を訪れる多くの人々におもてなし 

の心で接することで、心が通う温かいまちが生れます。次世代の子どもたちにその心を継承し、活力ある 

産業と、夢をもち希望にあふれるまちづくりを目指すものです。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市の花・木・鳥・魚  
 

 

 

 

 

 

 

  

市の歌 
作詞：松島賢一 補作詞：喜多條忠 作曲：船村徹 

 

１番 ２番 ３番 

男体山は 陽に映えて 

若い生命
い の ち

が 息吹いてる 

風が導く 行
ゆ

く手には 

明日への道が 続いてる 

豊かな実り 夢抱いて 

未来へ翔び立つ 日光市 

世界の遺産 受け継いで 

深いみどりの 杉並木 

ちから合わせて 伸びてゆく 

こころを合わせ 伸びてゆく 

希望が光る 空目指し 

未来を育む 日光市 

紅葉
こうよう

燃える 山や川 

笑顔こぼれる 湯のけむり 

愛がふれ合う 人の輪に 

大地の恵み 湧き出てる 

やさしい人が 創る町 

未来があふれる 日光市 

 

朝方に開花し、夕方には

しぼむ一日花です。霧降

高原などに群生し、初夏

には山吹色のじゅうたん

のように、美しい景色が

見られます。 

ニッコウキスゲ 

手のひらのような形をし

た葉は、秋になると赤や

黄色など鮮やかに色づき

ます。市内に多く自生し、

秋には日光の山地や社寺

を鮮やかに彩ります。 

モミジ 

コバルトブルーの色鮮や

かな外見から、「渓流の宝

石」と呼ばれています。清

流の多い市内に生息して

います。 

カワセミ 

背中がオリーブ色の小さ

な鳥です。市内に多く見

られ、美しい鳴き声で日

光に春を告げます。 

ウグイス 

鮮やかなピンク色で、春

一番に咲き競う花です。

日光の山地を中心に広く

分布し、弥生祭などの祭

りと共に、日光に春の訪

れを告げます。 

ヤシオツツジ 

樹皮が白色の美しい木で

す。小田代原には、「貴婦

人」と呼ばれる有名な樹

木もあります。 

シラカンバ（シラカバ） 

 

鮮やかな銀白色の魚で

す。市内の生息地として

は、中禅寺湖のほか川俣

湖が有名です。 

ヒメマス 

清流にしか生息しない魚

で、オレンジ色の斑点が

特徴です。日光の地名が

ついた「ニッコウイワナ」

という亜種も存在しま

す。 

イワナ 
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Ⅰ 序論 
 

第１章 総合計画について 
 

第１節 計画策定の趣旨 

 

 日光市総合計画（以下「第１次総合計画」という。）は、平成２０年度から平成２７年度までを計画

期間とし、市町村合併に関する新市のマスタープランである「新市建設計画」を包含する、新市の総合

的な行政計画として策定されました。 

 

  第１次総合計画 将来の都市像               

  四季の彩りに 風薫る ひかりの郷 

  ―自然と歴史と産業が響き合う こころ豊かな輝く未来へー 

 

 第１次総合計画では、地域の自然環境や文化を活かし、「早期の一体感の醸成」や「各地域の均衡あ

る振興・発展」に取り組みました。将来の都市像の実現に向けて、新市の一体感の醸成を図る中で、新

しいものを創り出し、新しい日光を創造することで独自性を打ち出そうという「日光創新」の考えの下、

地域資源の活用や観光振興に向けた施策を展開し、市民との協働によるまちづくりを推進しました。 

 このような中、日光市を取り巻く環境は、人口減少や少子高齢化の急激な進行をはじめ、就業者数の

減少、市民ニーズの高度化・多様化など、大きく変動してきました。市町村合併に伴う国の財政支援の

終了や、公共施設の維持管理費用の増大など、様々な課題が顕在化する中、新たな日光市の将来像を描

き、人口減少対策や地域経済活動の再生等に取り組む必要があったことから、第２次日光市総合計画（以

下「第２次総合計画」という。）を策定し、地域における総合的かつ計画的な行政運営を図ることとし

ました。 

 

  第２次総合計画 将来の都市像               

  ｆｅｅｌ ｓｏ ｇｏｏｄ！！ 

  暮らして満足 訪ねて納得 自然と笑顔になれるまち 

 

 平成２８年度から令和７年度までを計画期間として策定された第２次総合計画は、地域の魅力を再発

見し、地元への愛着を醸成し、日光市に関わる全ての人々が笑顔になることを目指しました。日光市に

在住する定住人口に加え、日光市と多様に関わる交流人口や関係人口、さらには、日光市に対し誇りや

愛着を持ち、共に地域づくりを行う活動人口を包含した「まちづくり人口」を増やすことで、元気で、

価値ある地域づくりに取り組みました。また、人口減少対策の柱として「ＳＵＫＩＤＥＳＵ（好きです）
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日光」を掲げ、定住促進対策、雇用対策、少子高齢化対策、交流人口の拡大の４つの視点で、重点的に

施策を展開することで、まちづくり人口の日光市に対する関わり方が多様化し、様々な人々が日光市の

まちづくりに参画するようになりました。 

一方、新型コロナウィルス感染症の蔓延や物価高騰等に加え、人・物・情報などのグローバル化やＡ

Ｉ※１に代表される最先端技術の急速な進展など、社会情勢は大きく変化しました。ＶＵＣＡ※２時代と

呼ばれる予測不能な環境において、人々の生活様式や価値観などの変容に伴い、それぞれの地域の課題

が多様化・複雑化する中、依然として人口減少が進行しており、日光市は、これらに対応するための大

きな変革が求められています。 

 

 このような経緯を踏まえ、未来に向けて持続可能な地域社会を構築するため、日光市の現状や課題、

目指すべき将来像を共有し、日光市が進むべき道筋を照らすための指針として、令和８年度から令和１

７年度までを計画期間とする第３次日光市総合計画（以下「第３次総合計画」という。）を策定します。 

 第３次総合計画では、「日光市まちづくり基本条例」で定めた「共有・参画・協働」を基本理念とし

て、引き続き人口減少を最大の課題と捉え、地域の自然環境や文化を守りながら、女性や若い世代を中

心とした賑わいのある地域づくりを進めるとともに、より効果的な施策を「選択」し、限られた資源を

「集中」させることで、日光市に関わる全ての人々が楽しく健やかに過ごせる社会の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 「Artificial Intelligence（人工知能）」の略で、人間のように考え、学び、判断することをコンピュータに代

替させる技術 

※２ 「Volatility（変動性）」、「Uncertainty（不確実性）」、「Complexity（複雑性）」、「Ambiguity（曖昧性）」の頭文

字を取ったもので、技術革新や国際情勢、社会構造の変化などにより、将来の見通しが困難になっている現代の状

況を指す言葉 
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第２節 総合計画の概要 

 

（１）性格 

① 総合計画は、日光市のまちづくりの長期的なビジョンを示す最上位計画であり、地域の発

展や市民生活の向上を目指す基本的指針です。 

 ② 総合計画では、日光市の将来像の実現に向けた主要な施策の体系を明らかにし、個別の分

野における施策や事業計画は、この総合計画に基づき策定され、整合性を持たせることで、

効率的な資源配分と施策の実施を推進します。 

 ③ 市民参画を重視し、地域のニーズや特性を反映させながら、まちづくり人口全体での協働

のまちづくりを推進し、地域の活力を高めることを目指します。 

 

（２）構成・期間 

  総合計画は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」の３つで構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本構想 基本計画 実施計画 

特徴 

日光市の将来像及びこ

れを達成するための施

策の大綱（基本施策）を

明らかにするもの 

基本構想に掲げた将来

像などを実現するため

に施策の体系を明らか

にするもの 

※前期と後期に分けて

策定 

基本計画に掲げられた

施策の体系に応じて、

それらの方向性を具現

化する主要事業及びこ

れらを効果的に実施す

るための個別事業を明

らかにするもの 

構成 
日光市の将来像、施策の

大綱 

施策の体系、重要施策、

主要事業、成果指標など 

主要事業、個別事業な

ど 

期間 

１０年間 

令和８～１７年度 

５年間（前期・後期） 

令和 ８～１２年度 

令和１３～１７年度 

２年間（毎年度見直し） 

※主要事業５年間（基

本計画と連動） 

 

 

日光市の将来像、施策の大綱 
 

 
施策の体系、重要施策、主要事業、 

成果指標など  

 

主要事業、個別事業など 
 

基本計画 

前期【５年間】令和 ８～１２年度 

後期【５年間】令和１３～１７年度 

基本構想 

【１０年間】 

令和８～１７年度 

実施計画 

個別事業【２年間】 

※毎年度見直しを行うローリング方式 
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第２章 総合計画策定の前提 
 

第１節 時代の潮流 

 

 日光市の将来を展望する上で、国の新しい動向や社会経済情勢の変化などの「時代の潮流」の把握が

不可欠です。将来の見通しが不透明な現代において、第３次総合計画の策定にあたり、長期的・総合的

な観点から踏まえるべき主な要素を、以下のとおり整理しました。 

 

（１）少子高齢化と人口減少の進行 

  日本全体で進行する少子高齢化と人口減少は、日光市においても深刻な課題であり、令和２

年の国勢調査における日光市の高齢化率３５．９％は、全国２８．０％、栃木県２８．７％と

比較して高い水準であることに加え、２０代から３０代の女性の転出超過という社会減が主な

要因となり、国県を上回る早さで人口減少が進行しています。国立社会保障・人口問題研究所

の「日本の地域別将来推計人口」によると、２０２０年には７７，６６１人であった日光市の

人口は、２０３５年には６０，０００人を下回る見込みであり、生産年齢人口（１５～６４歳）

の減少、地域コミュニティの弱体化など、多方面で深刻な影響が懸念されています。 

  このような状況を踏まえ、まち・ひと・しごとの観点から、移住・定住施策や子育て・教育

環境の充実、働く場の確保など総合的な地方創生の取組が不可欠であるとともに、市民が健や

かに安心して生活し続けられるよう、健康・福祉施策の充実やまちづくり活動の活性化などが

求められています。 

 

  （２）ＶＵＣＡ時代の価値観の変化 

    ＶＵＣＡ時代において、地域社会の持続可能性を確保するためには、多様な価値観を受け入れ、

誰もが尊重し合い、認め合う社会の構築が不可欠です。世界経済フォーラムによる「ジェンダー・

ギャップ指数２０２４年版」において、日本の指数は、女性の政治参加や管理職登用率の低さか

ら１４６か国中１１８位と低位に留まっており、衆議院の女性議員の占める割合が１割程度であ

ることなど、意思決定の場における多様性の確保が喫緊の課題です。 

    ＶＵＣＡ時代の不確実性に対応するためには、多様な人材の力を最大限に引き出すことが必要

であり、特に、女性や若い世代の視点が入ることで、異なる問題意識やそれに対応する新しいア

イデアが生まれます。女性や若い世代の活躍の場を創出するためには、就業機会を増やすことの

みならず、結婚や出産などのライフイベントとの両立支援、柔軟な働き方の推進、社会参画機会

の創出など、多面的な取組が求められています。 

人口減少・少子高齢化が進む日光市においては、女性や若い世代を始めとするすべての人が

尊重され、挑戦できる社会基盤づくりを重要な施策として位置づける必要があります。 

 

 

 



第２章 総合計画策定の前提 

5 

（３）ウェルビーイング（Ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇ）の向上 

  近年、社会の目標は単なる「経済成長」から「一人ひとりが幸福を実感できる社会」へと大

きく変革しています。ウェルビーイングとは、「身体的・精神的に健康な状態かつ、社会的・経

済的に良好で満たされた状態」であることを指し、日本は、他の先進国と比較して、経済的な

豊かさに比べ、心の豊かさが十分に満たされていないとされています。さらに、地方は、都市

部に比べ自然環境や人間関係が豊かである一方、医療や教育、働き方の選択肢が限られている

ことが幸福の実感を妨げているとも言われています。 

  日光市は、その広大な面積と多様な地理環境から、特に、中山間地域における医療・介護サ

ービスの安定的な確保が懸念されているほか、観光都市に特有の季節変動による就業の不安定

さもあり、若い世代の地元定着率の減少につながっています。このため、市民が心身の安定を

感じにくく、都市部への人口流出の要因の一つとなっています。 

  ウェルビーイングの向上を図るためには、健康寿命の延伸や、年齢や状況に応じた生きがい

づくりなど、心身の健康保持の取組に加え、女性や若い世代が憧れる仕事の創出や、まちづく

り活動への参加促進、文化・スポーツ活動の機会拡充、子育て・教育分野における互助・共助

など、あらゆる分野を横断した包括的な取組が必要です。また、市民一人ひとりが主体的に役

割（＝居場所）を持てる社会を構築することも重要です。 

 

  （４）２０３０年ＳＤＧｓの期間終了後の世界の目標 

    ２０３０年を期限とする持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）は、国連加盟国が達成を目指してき

た世界共通の課題解決指針です。国連の「２０２４年持続可能な開発目標報告書」によれば、全

体目標のうち進捗が良好とされるものはわずか１７％にとどまり、気候変動、貧困削減、教育の

質向上など多くの分野で遅れが指摘されています。新型コロナウイルス感染症の世界的な流行や

国際紛争、経済格差の拡大が大きな影響を与え、２０３０年までの完全達成は困難との見通しが

強まっています。 

このような中、国際社会では「ポスト２０３０」の次期枠組み案として「ＳＤＧｓ２．０（仮

称）」の検討が本格化しており、特に「気候危機への即時対応」「格差是正」「生成ＡＩ※１やデジ

タル社会の倫理的な問題」など新たな課題が重点分野とされています。また、「ウェルビーイン

グ社会」や「災害等に強く回復力のあるレジリエント※２な地域社会づくり」という理念が、こ

れまで以上に強調されています。 

日光市においても、各分野における政策実装と成果の可視化が求められています。観光や自然

資源を活用しながら、「脱炭素」「防災・減災」「地域福祉」「誰一人取り残さないデジタル化※３」

などに取り組み、日光市の持続可能性を高めるとともに、日光市のブランドとして国内外に発信

していくことが期待されます。 

 

※１ 既存のデータからパターンや特徴を学習し、会話、ストーリー、画像、動画、音楽などの新しいコンテンツやア

イデアを生成できるＡＩの一種 

※２ 人や組織、システムなどが、外部の刺激や圧力を受けた際、元の状態に復帰したり、変化に適応したりすること 

※３ 誰もがデジタル技術を安全かつ自由に利用し、その恩恵を受けられるようにすること 
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  （５）安心して働き、暮らせる地方の創生 

２０２４年に内閣府が示した地方創生２．０の「基本的な考え方」は、人口減少や生産年齢人

口減少を前提としつつ、人口規模が縮小しても経済成長し、社会を機能させることを基本姿勢と

しています。このため、「人を大事にする地域」「楽しく働き、楽しく暮らせる地域」を創ること

を目標として、地域の独自価値を高め、外部との多様な関わり（関係人口）を持つことで、地域

の稼ぐ力と自立性を高める取組を推進することとしています。 

日光市においても、この潮流を踏まえ、人口減少下においても地域の活力を維持・向上させる

ための施策の方向性を明確に示すとともに、豊富な地域資源や観光都市としての特性を活かしつ

つ、地方創生２．０の政策の柱である多様な働き方や暮らし方の実現、関係人口の創出・拡大、

デジタル技術の活用による社会変革、産官学金労言士※１の連携などに取り組む必要があります。 

 

  （６）社会インフラの老朽化とスマート化 

日本の社会インフラは高度経済成長期に集中的に整備されたものが多く、現在、その多くが耐

用年数を超え、深刻な老朽化問題に直面しています。地方自治体にとって、これらの維持・更新

コストは極めて大きな財政負担であり、深刻な課題の一つとなっています。 

一方で、デジタル技術の進展により、ＡＩによる劣化予測やドローン点検など、インフラの維

持管理方法は大きく変わりつつあります。広大な市域を有する日光市も、多数の公共施設や道

路・橋りょう、上下水道施設等を抱えており、老朽化対策は喫緊の課題であるため、これまでの

「目視・人海戦術中心」から、「デジタル技術を活用した効率的・精緻な管理」へ転換するなど、

財源や人的資源を効果的、効率的に運用することが求められます。 

 

  （７）デジタル化と技術革新の加速 

    ＡＩ、ＩｏＴ※２、ロボティクス※３などの技術革新が急速に進展しており、行政運営や市民生

活、産業構造に大きな影響を与えています。特に、行政サービスについては、デジタル化による

効率化や利便性向上が求められることに加え、デジタル格差の拡大や個人情報保護への対応など、

新たな課題も生まれています。このため、デジタル技術の導入が難しい中小企業やデジタル環境

に不慣れな高齢者等に対し、デジタル社会に適応できるよう、教育・啓発活動に取り組む必要が

あります。また、日光市においては、世界遺産を抱える日本有数の観光地として、スマート観光

の推進や多言語対応、キャッシュレス決済など、デジタル技術を用いた付加価値の向上が求めら

れます。 

 

 

 

※１ 企業などの産業界、行政、大学や研究機関などの学界、銀行や信用金庫などの金融界、労働組合や労働者などの

労働界、マスコミなどの言論界、弁護士や中小企業診断士などの士業を指す言葉 

※２ 「Internet of Things（モノのインターネット）」の略で、家電、車、センサーなどのあらゆる「モノ」をインタ

ーネットに接続し、データを収集・交換する技術 

※３ ロボットの設計、製作、制御を行うロボット工学全般を指す言葉 
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  （８）気候変動対策とグリーントランスフォーメーション（ＧＸ）※１ 

    気象庁の観測データによれば、栃木県ではこの３０年間で年平均気温が約１．４℃上昇してお

り、日光市においても、高温化や降雨量の増加など、気候変動に伴う自然災害のリスクが増大し

ているため、地域防災力の強化や気候変動に適応した都市づくり、観光地における自然環境の保

全と利活用が求められます。 

また、世界的に脱炭素社会への転換に向けた取組が急務であることから、日光市は、令和３年

１２月に温室効果ガスの実質排出量をゼロにする「２０５０年ゼロカーボンシティ」を目指すこ

とを宣言し、公共施設への再生可能エネルギー設備導入、脱炭素の観光地づくり、森林の適正管

理によるＣＯ２削減などに取り組んできました。今後も、地域特性を活かしたカーボンニュート

ラルに取り組むとともに、地域全体で持続可能な脱炭素社会の実現に向けたＧＸを推し進める必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 温室効果ガスの排出削減と経済成長の両立を目指す社会変革の取組を指す言葉で、化石燃料から再生可能エネル

ギーへの移行などを通じて、脱炭素社会の実現を目指すこと 
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第２節 定住人口 

 

（１）人口・世帯数 

  現在までの人口推移を見てみると、１９９５年に９９，９８８人であった日光市の人口は、急

速に減少を続け、２０２０年には７７，６６１人となりました。２５年間で２２．３％にあたる

約２２，０００人が減少しています。 

一方、世帯数は横ばいとなっており、１世帯あたりの人数は減少傾向にあります。 

 

      《人口と世帯数の推移》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国勢調査、日光市統計書） 

 

年齢３区分別人口の推移を見てみると、総人口に占める６５歳以上（老齢人口）の割合が多く

なっています。一方、１４歳以下（年少人口）は減少傾向にあり、２０２０年には総人口に占め

る割合が１０％未満となっています。 

 

       《年齢３区分別人口の推移》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             （出典：国勢調査） 
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（２）人口動態 

① 自然動態 

出生数は、２０１８年までは４００人台、２０２２年までは３００人台と減少傾向にあり、

２０２３年に初めて２００人台となりました。死亡数は、２０２２年には１，３００人を超え、

出生数から死亡数を差し引いた自然増減は、死亡数が出生数を上回る自然減が続いており、出

生数の減少により、その減少幅は拡大しています。 

 

    《自然動態の推移》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：地域経済分析システム） 

 

② 社会動態 

転入数は、２，０００人程度で推移している一方、転出数は、２，３００人程度で推移して

おり、転入数から転出数を差し引いた社会増減は、転出者が転入者を上回る社会減の状態が続

いています。しかし、２０２２年からは、転入者の増加もあり、その減少幅は縮小しています。 

 

      《社会動態の推移》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        （出典：地域経済分析システム） 
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また、２０２４年の男女・年齢５歳階級別社会増減数の推移をみると、転入・転出に伴う社

会増減は、１０～３４歳までは男女ともに転出超過の状態で、特に、女性については、一部の

年代を除き、ほぼ全ての年代で転出超過となっています。また、男女ともに２５～２９歳の社

会減が最も大きく、特に女性の転出が著しいことが特徴です。 

 

     《２０２４年男女・年齢別社会増減数の推移》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：住民基本台帳に基づく都道府県及び市区町村別詳細分析表） 
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第３節 日光市の可能性と課題 

 

（１）現状 

    日光市に関わる人々の幸福度や重点を置くべき施策分野、まちづくりに対する意識などを整理

し、日光市の強みと弱みを把握するためのアンケート調査を実施しました。 

アンケート調査では、地域幸福度を測る指標として、デジタル庁が提唱するウェルビーイング

指標※１に基づく項目を設定し、中学生を除く市内在住者（以下「一般」という。）、市内在住中

学生（以下「中学生」という。）、市外在住で日光市に関心や関わりのある方（以下「市外」とい

う。）の区分ごとに、「暮らしやすさ」と「幸福感」を数値化・可視化しました。 

 

移住・定住意向（一般・中学生・市外） 

地域幸福度を測る前提として、日光市への移住・定住意向を調査しました。 

まず、市内在住者に関し、日光市への愛着を調査したところ、一般、中学生共に「愛着を感じ

る／好き」が６割を超えており、多数の方が日光市に愛着を感じている一方、「どちらとも言え

ない」中間層が３割近く存在しています。 

 

 

 

次に、市内在住者には定住意向、市外在住者に移住意向を調査したところ、中学生は、一般に

比べ「住み続けたい」の割合が少なく、さらに、中学生を男女に分けて比較すると、女性の「住

み続けたい」との回答は３割程度となっており、男性と比べて割合が低い傾向となりました。 

 

※１ 出所：一般社団法人スマートシティ・インスティテュート「地域幸福度（Ｗｅｌｌ－Ｂｅｉｎｇ）指標」 

  公開先：デジタル庁 https://well-being.digital.co.jp 



第２章 総合計画策定の前提 

12 

市外については、「住んでみたい」と回答した方が２割程度存在するほか、「どちらとも言えな

い」中間層が半数を占めていることから、潜在的な移住の可能性がある方は多い結果となりまし

た。 

 

 

 

重点を置くべき施策分野（一般・中学生・市外） 

日光市の施策分野（２８分野）について、施策の重要度を調査した結果、子育て支援、学校教

育、保健・医療の重要度が高い結果となりました。対象別にみると、中学生は、一般や市外と比

較して国際化や人権尊重・男女共同参画社会、資源循環などの結果が高くなりました。また、市

外は、一般や中学生と比較してシティプロモーションが高い結果となり、アウタープロモーショ

ンへの注目度が高い結果となりました。 
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ウェルビーイング指標（一般・中学生・市外） 

地域幸福度を測るため、最も幸せな状態を１０点としたとき、現在の幸福度が何点かを調査し

ました。その結果、回答の９０％を５点以上が占め、平均で７．１点となり、県内他市と比較し

て地域幸福度は高い水準にあるといえます※１。 

 

 

 

ウェルビーイング指標のカテゴリー別レーダーチャート（一般・中学生・市外） 

アンケート調査による満足度（主観データ）と、学校や病院の数といった統計データによる暮

らしやすさ（客観データ）について、２４のカテゴリーに分け、全国の自治体と比較した偏差値

として数値化しました。 

偏差値５０を全国的な平均水準としてカテゴリー別に比較すると、満足度を示す主観データが

全般的に高い水準となりましたが、医療・福祉、買物・飲食、遊び・娯楽、初等・中等教育、雇

用・所得の分野では、偏差値が５０未満、かつ主観データが客観データを下回っており、暮らし

やすさに対し満足度が低い結果となりました。 

 

 

※１ 県内１１市（矢板市、那須烏山市はデータが無いため集計から除外）の平均値６．４との比較 
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アンケート調査から見える強み 

住宅環境、自然の恵み、地域とのつながりの分野は、主観データ及び客観データの偏差値が共

に５０を上回り、全国の自治体と比較して、市民の満足度が高く、暮らしやすい、日光市の強み

となる分野です。また、子育て、多様性と寛容性、自然景観の分野では、客観データの偏差値が

５０未満であり、全国の自治体と比較して暮らしにくさはあるものの、満足度が得られている状

態にあるといえます。 

 

《主観・客観散布図》（主観の偏差値５０以上） 

 

 

アンケート調査から見える弱み 

医療・福祉、買物・飲食、移動・交通、雇用・所得の分野は、主観データ及び客観データの偏

差値が共に５０を下回っています。これらの分野は、全国の自治体と比較して、市民の満足度が

低く、暮らしにくい状態にあると言えます。また、遊び・娯楽、初等・中等教育の分野では、客

観データの偏差値が５０以上であり、全国の自治体と比較して暮らしやすい状態にも関わらず、

満足度が低い状態にあるといえます。 

 

 《主観・客観散布図》（主観の偏差値５０未満） 

 

客観（暮らしやすさ） 

 

主
観
⺺
満
足
度
⺻ 

客観（暮らしやすさ） 

 

主
観
⺺
満
足
度
⺻ 
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市外在住の関係人口から日光市への要望 

アンケート調査で、市外の方から寄せられた日光市への要望を、次のとおり整理しました。 

 

① 若い世代の定住促進 

市内に大学や企業を誘致し、進学や就職による若い世代の市外転出を防ぐことが提案されて

います。また、子育て支援の強化やこどもが遊べる場所の整備も求められています。 

② 観光施策の強化 

日光市の自然資源や観光資源を活かし、観光施設や宿泊施設の充実が必要との意見が多くあ

りました。特に、観光客にとって魅力的な食事や体験の提供が重要視されています。また、温

泉街の活性化や渋滞対策、交通網の整備も指摘されています。 

③ インフラと生活環境の改善 

駐車スペースの確保や道路整備など、生活環境の向上が求められています。特に、自動車優

先ではなく歩行者優先のまちづくりが強調されています。 

④ 広報とＰＲの強化 

日光市の魅力を国内外にもっとＰＲし、観光客や新しい住民を誘致するための戦略が必要と

の意見があります。マーケティングへの注力や日光市のまちづくり方針の周知が求められてい

ます。 

⑤ 市民参加と地域活性化 

地域住民や関係人口が共に地域の課題解決に取り組むことが重要とされ、まちおこしや交流

の場の設置が提案されています。また、観光目的以外で、ワーケーションの再訪を希望する声

もあり、幅広い層との連携が期待されています。 
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 「第１節 時代の潮流」「第２節 定住人口」及びアンケート調査の結果を踏まえ、日光市の更なる

発展が期待される要素と、今後改善すべき課題を「日光市の強み」「日光市の弱み」として捉えるとと

もに、第３次総合計画における重要課題を明らかにします。 

 

  （２）日光市の強み 

 

世界に通用する知名度とブランド力 

「日光」（＝ＮＩＫＫＯ）の名は、世界遺産「日光の社寺」を始めとする豊富な観光資源や豊

かな自然環境などにより、国内はもとより、海外においても広く知られています。多くの自治体

が、地域の魅力を発掘し、発信することに多大な労力を費やす中、この世界的な知名度は、極め

て大きな無形の資産です。このブランド力は、観光誘客における強みに留まらず、日光産品の販

路拡大、企業誘致におけるアピール、移住・定住先としての関心を引きつけるフックなど、あら

ゆる分野で活用できる可能性を秘めています。 

世界の「ＮＩＫＫＯ」というブランドを最大限に活用し、観光地としてだけでなく、日光市の

新たな魅力をブランドイメージに紐付けることで、移住者や企業の獲得につなげることが期待で

きます。 

 

豊かな自然と歴史・文化を背景とした多様な可能性 

雄大な自然環境や歴史と文化が育んだ落ち着いた雰囲気は、健康的な暮らしや、創造性を活か

したスモールビジネスを志向するライフスタイルと高い親和性を持ちます。また、こどもたちが

歴史や文化を五感で感じながら学ぶためのフィールドとしても最適な環境です。 

東京圏へのアクセスが比較的良好なため、都市との交流を保ちながら、心豊かな生活を送りた

いと考える人たちの潜在的なニーズに応えることができる環境を活かし、「日光でなら、仕事も

生活も、自分らしさを叶えられる」という新たなブランドを確立することで、未来を担う人材を

育むとともに、定住人口・関係人口の増加につなげることが期待できます。 

 

自然災害に強い地理的環境 

近年、気候変動の影響により、自然災害が全国各地で頻発・激甚化する中、個人や企業が居住

地や立地場所を選ぶ上で、「災害リスクの低さ」は重要な判断基準の一つとなっています。栃木

県の内陸部に位置する日光市は、大規模な水害リスクが比較的低く、文部科学省地震調査研究推

進本部の地震動予測においても、震度６以上の地震発生確率が３％未満という、地理的な優位性

を持っています。この災害に対する強さは、市民の安全・安心な生活や、企業の事業継続性を確

保する上で、極めて有利な強みです。 

「災害に強く、安心して住み続けられるまち」という地理的優位性を重要なセールスポイント

として積極的に発信し、移住・定住や企業誘致につなげ、さらには自分たちの住むまちの強みを

再認識してもらうことで、郷土愛の醸成につなげることが期待できます。 
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自然環境を活かした環境政策 

日光市は、最初期の国立公園を抱える自治体として、環境保全への意識が高い土壌があります。

特に、奥日光地域においては「雲の上のサステナブルリゾート・奥日光」を掲げ、再生可能エネ

ルギーの導入やＥＶバスの運行などを進める脱炭素先行地域に選定されており、環境意識の高い

観光客や企業を引きつけ、環境技術に関連する新たな産業や雇用の創出にもつながる可能性を秘

めた強みとなっています。 

脱炭素先行地域として、官民連携で再生可能エネルギーの導入等に取り組むとともに、市内全

域で食品ロス削減やごみの減量化、省エネ等の活動を推進し、市民一人ひとりが持続可能なまち

づくりに参加する機運を醸成することで、環境価値をブランドに昇華させ、都市競争力を高める

ことが期待できます。 

 

（３）日光市の弱み 

 

   若い世代を引きつける就労環境の不足 

日光市では、若い世代の転出が人口減少の大きな要因となっています。その背景には、市内に

おける雇用の選択肢が特定の産業に偏重し、多様な分野で専門性を活かせる職場が少ない傾向に

あるため、若い世代が将来を見据えて定住する上で、安定した所得を得られる雇用の受け皿が十

分でない実情があります。このような現状は、消費の低迷、地域コミュニティの活力低下、さら

には将来的な税収減といった複合的な問題を引き起こす原因の一つとなります。 

    このため、観光業を基幹産業としつつも、それに依存しない複線的な就労の場を創出すること

が必要であり、計画的な産業団地の造成や地元企業の事業拡大などを通じて、若い世代が魅力を

感じる就労環境を整備し、仕事の「質」と「量」の両面から環境を改善していく必要があります。 

    

  市街地における賑わいの希薄化 

全国の地方都市で共通して見られる課題として、モータリゼーション※１の進展や郊外型大型

店の進出、人口減少などが複合的に絡み合い、空き店舗の増加や歩行者通行量の減少といった市

街地の空洞化が進行しています。市街地の活力が低下することは、単に買い物が不便になるだけ

でなく、地域の魅力や「住みたい」という求心力を削ぐ大きな弱みとなり、地域コミュニティの

交流機会が失われ、防犯面の不安が増大するなど、市民の暮らしの質全体を低下させる問題とな

ります。 

このため、民間企業の活力も活用しながら、歩いて楽しいまちなか空間の整備や新たな賑わい

拠点の創出、定期的なイベント開催など、市民が集い、交流が生まれる魅力的な市街地の再生に

取り組む必要があります。 

 

 

 

 

※１ 自動車が人々の日常生活に欠かせないものとなり、広く普及した状態 
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過大な公共施設とその老朽化 

全国で、高度経済成長期に建設された多くの公共施設が一斉に更新時期を迎え、その維持・管

理・更新費用が地方自治体の財政を圧迫する深刻な社会問題となっています。日光市においても、

合併前の旧市町村がそれぞれに整備した多数の公共施設が存在し、人口規模に見合わない過大な

施設数を抱えています。その過大な施設の維持補修や老朽化への対応が大きな負担となっており、

対策を講じなければ、施設の安全性への懸念が高まるのみならず、未来への成長投資に回すべき

貴重な財源が、施設の維持管理費に費やされてしまうことになります。 

このため、公共施設マネジメント計画に基づき、施設の統廃合や機能の複合化を計画的に推進

し、施設総量の圧縮を図るとともに、民間企業の活力を活用するなど、既成概念にとらわれない

手法で、持続可能な公共施設のあり方を検討していく必要があります。 

 

地域コミュニティ活動の担い手不足 

少子高齢化とライフスタイルの多様化を背景に、自治会への加入率低下や、地域の祭り・イベ

ントの担い手不足など、地域コミュニティの活力低下が全国的な課題となっています。日光市に

おいては、特に中山間地域において高齢化が著しく、これまで地域の絆を支えてきた自治会活動

や伝統行事の維持が困難になる事例が増えています。地域コミュニティの活力低下は、防犯・防

災における互助・共助機能の弱体化や、地域での社会的孤立などを誘引し、市民の安全・安心な

暮らしを脅かす弱みとなります。また、「地域の一員である」という意識が低下し、まちづくり

への無関心層の増加にもつながります。 

このため、自治会等の地縁組織だけでなく、ＮＰＯや趣味のサークル、子育てグループなど、

多様な主体が地域活動の担い手となれるよう支援するとともに、若い世代や多忙な人々が参加し

やすい仕組みを整える必要があります。 

 

（４）重要課題の位置付け 

少子高齢化やそれに伴う人口減少が確実に進展しており、この問題が様々な分野で弱みとなっ

て表れています。特に、生産年齢人口の減少は、地域や産業を支える担い手の減少につながり、

地域経済の縮小を招くとともに、市民生活を支える行政サービスの維持にも影響を与えています。

この潮流は、今後更に加速することが予測され、社会、経済、財政のあらゆる面で、日光市の持

続可能性を脅かす、喫緊かつ最大の課題となっています。 

このような認識の下、第３次総合計画では、「人口減少への対応」を全ての施策の根幹に据え

る重要課題と位置づけることとします。 

この重要課題に対応するため、日光市の知名度とブランド力をはじめとする多くの強みを活か

し、定住人口の増加や人口減少の緩和はもとより、人口が減少する社会にあっても、市民一人ひ

とりが健やかに心豊かな生活を送り、未来に希望を持てる、魅力ある地域社会を構築することを

目指します。 

 



第１章 日光市の将来像 

19 

Ⅱ 基本構想 
 

第１章 日光市の将来像 

 
「日光市の将来像」は、まちづくりの目標となる「日光市の都市像」を始め、骨格的な枠組みとなる

「まちづくり人口」、行政経営の基盤となる将来予測として「行財政運営」、資源活用として「土地利用」

及び「水利用」の５点について、その方向性を明らかにします。 
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第１節 日光市の都市像 

 

 第３次総合計画では、市民一人ひとりが健やかに心豊かな生活を送り、未来に希望を持てる社会の実

現を目指し、「ずっと住み続けたい」という日光市への愛着や、日光市に関わった人が「ここに住んで

みたい」という憧れを持つ、魅力的なまちづくりに取り組むため、１０年後の日光市の都市像を次のよ

うに定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰誰ももがが楽楽ししくく  

 

「誰もが楽しく」には、年齢や性別、国籍、障がいの有無といった違いを超え、全ての人が心から笑

顔になれるような日光市を目指すという思いが込められています。地域の魅力である豊かな自然や歴

史・文化を活かし、人々が心豊かに快適な生活を送れる環境を創出します。また、多様な価値観を受け

入れる寛容さを醸成し、日光市が多くの人にとって「楽しさ」を分かち合える場所となることを目指し

ます。 

 

健健ややかかにに暮暮ららすす  

 

「健やかに暮らす」は、市民一人ひとりが、心身の健康に加え、社会的に孤立せず、人と人とのつな

がりの中で満たされ、安心して生活できる日光市を目指すものです。暮らしの安心感を高め、生活の質

の向上と地域の人々が互いに支え合うコミュニティの活性化に取り組むことで、「健やかな暮らし」を

実現します。日光市ならではの健康的で穏やかなライフスタイルを通じて、誰もが、日々の生活の中で

確かな安心と喜びを感じながら、愛着を持って、住み続けたい、住んでみたいと願う、魅力あるまちを

築きます。 

 

新新ししいいままちち  

 

「新しいまち」とは、これまでの日光市が培ってきた歴史と伝統を大切にしつつ、新たな時代に求め

られる変化に対し、柔軟に対応するまちを表しています。世界に誇る景観と市民の確かな生活の営みが

調和し、未来を担うこどもたちの顔が輝く新しいまちを創るため、女性や若い世代を始め、誰もが意欲

を持って挑戦できる環境の整備を進めます。これにより、未来に向けた新しい価値観や可能性を広げ、

幸福感に満ちた、活力ある地域社会を築きます。 
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第２節 まちづくり人口 

 

 第３次総合計画では、日光市に在住する定住人口に、まちづくりを考える上で定住人口と同様に扱う

べき次の人口を加えて「まちづくり人口」と定めます。 

 

交流人口・・・観光客など、日光市に興味や関心を持ち、一時的に訪問・滞在する人々 

関係人口・・・特別なつながりや愛着など、日光市に様々な形で継続的な関わりがある人々 

活動人口・・・日光市に強い想いや愛着を持ち、主体的にまちづくりに関わる人々 

 

 定住人口は、生活環境などの基本的な枠組みを構築していく上で重要な指標であるとともに、全国的

に人口減少が進展する中、日光市と何らかの関係を持ち、日光市とともに地域づくりを行う活動人口を

一定規模確保することは、日光市を将来にわたり存続・発展させていくために不可欠な取組です。 

 

 （１）人口の将来予測 

   国立社会保障・人口問題研究所は、令和２（２０２０）年の国勢調査を基点として、日本全域

の出生、死亡、国際人口移動の傾向に基づいた将来の人口予測を「日本の将来推計人口（令和５

年推計）」として公表しました。しかしながら、日光市は、全国平均と比較して６５歳以上の人

の割合が高く、人口減少のスピードが速いなど、推計の前提条件と実態との間に乖離があること

から、日光市の出生、死亡、人口移動の傾向を用いて独自に人口推計を行いました。 

    令和２年の国勢調査の結果を基に人口推計を行った結果、令和７（２０２５）年の人口見込み

７０，６９８人は、第３次総合計画の最終年度である令和１７（２０３５）年までの１０年間で

約１３，８００人減少し、５６，８４０人となることが予測されます。このうち、自然減による

人口減少が約１０，４００人、社会減による人口減少が約３，４００人と見込まれます。 

 

   《定住人口の見通し》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国勢調査、日光市人口推計）    
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 （２）定住人口の目標値 

    人口減少、特に出生率の低下などに起因する自然減への対策は、全国的な課題として国を中心

とする長期的な取組が必要であることに加え、取組の結果に即時的な効果が期待できるものでも

ありません。このため、第３次総合計画では、女性や若い世代の社会減を緩和し、転入超過に転

換することを目指して、新たな産業の創出や地域の魅力を高める取組など、まちに賑わいと活力

を生み出す施策を展開することで可能な限り人口減少の緩和に努めることとし、令和１７（２０

３５）年の定住人口の目標を６０，０００人に設定するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

  （３）まちづくり人口の創出 

    定住人口の減少は、基幹産業である観光業への影響をはじめ、地域コミュニティの担い手不足

や税収入の減少による公共サービスの質の低下など、様々な課題を生み出す原因となります。こ

れらの課題に対応し、地域の活力を維持・向上させるためには、日光市を訪れる交流人口や、継

続的に関わりを持つ関係人口を、まちづくりの新たなパートナーとして巻き込むことが重要です。 

地域外の多様な人材が持つ新しい発想や専門的なスキルは、地域課題の解決や新たな魅力の創

出に不可欠であるとともに、地域外の人材との協働は、将来的な移住・定住に繋がる可能性も秘

めています。このため、日光市に関わりを持つ全ての人々の想いを高め、主体的にまちづくりに

参加する活動人口へ関係を深めることで、持続可能な地域社会の構築を目指します。 

 

  《まちづくり人口の概念図》 
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第３節 行財政運営 

 

１ 行政運営 

 

（１）公共施設の適正化 

    日光市が保有する庁舎や学校、公園をはじめとした多くの公共施設について、将来の人口減少

や財政規模の縮小などを見据えて、施設保有量の最適化や効率的な修繕の実施による長寿命化な

ど、保有する公共施設を資産として適切に管理し、有効に活用するための方向性を示します。 

 

   ① 背景 

     これまで、日光市では、社会環境の変化や行政需要の多様化に応える形で様々な施設を整備

してきました。その多くは、昭和４０年代から平成の初めにかけて整備した施設であり、今後、

経年による施設の老朽化や設備の機能低下などに伴い、本格的な大規模改修や建替えが集中す

る時期を迎えます。 

一方で、厳しい財政状況の中、現状の公共施設を維持するための財源を確保することは、行

財政運営にとって大きな負担となり、他の必要な行政サービスまで影響を及ぼしかねない状況

が予測されます。 

また、人口減少や少子高齢化の進行は、公共施設に求められるニーズ、規模等にも影響を及

ぼしています。 

 

   ② 現状と課題 

     日光市は、市民一人当たりの公共施設の保有面積が全国平均を上回っており、公共施設の有

効活用と改善に向け、平成２７年度に「公共施設マネジメント計画」を策定（令和４年改訂）

し、施設の統廃合を進めると同時に、民間活力の導入により公共施設の適正化を進めてきまし

た。 

しかしながら、予想を上回る人口減少により、目標とした施設保有面積には至っておらず、

持続可能な維持管理体制の構築は図れていない状況にあります。 

 

   ③ 今後の方向性 

      実行にあたっては、「公共施設マネジメント計画」や令和６年度に策定した個別施設ごとの

方向性をまとめた「公共施設マネジメント計画実行計画（第２期）」に基づき、より効率的な

保有と維持管理コストの低減を図ります。 

また、人口動態の変化に対応し、市民のニーズにあった施設の機能やサービスを提供するた

め、施設そのものの抜本的な見直しを行い、将来的にも持続可能な公共施設管理を目指します。 
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（２）デジタルトランスフォーメーション※１ 

   全国的な少子高齢化やそれに伴う人口減少が急速に進む中、日光市が持続可能な形で行政サー

ビスを提供していくためには、デジタル技術の活用により業務の効率化を進めることで、人的資

源の適正配置を促し、市民の利便性の向上に、迅速かつ柔軟に対応することが不可欠です。 

   

   ① 背景 

     総務省の令和６年版情報通信白書によると、デジタルを活用する際に必要となる、インター

ネットなどに接続するための情報通信機器の普及率は、「モバイル端末全体」が９７．４％で、

そのうち「スマートフォン」が９０．６％を占めています。一方、「パソコン」の普及率は６

５．３％となっており、パソコンからスマートフォンやタブレット端末への移行が進んでいる

ことがうかがえます。情報通信機器は、今や市民生活や企業活動に欠かせないツールの１つと

なっており、これらの端末を利用したデジタルサービスが急速に進展しています。 

 

   ② 現状の取組 

     このような背景から、国は令和２年度に「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」を

策定し、デジタル技術を活用した行政事務の高度化や効率化など、デジタルトランスフォーメ

ーション（ＤＸ）を推進しています。日光市においても、令和４年度に「日光市デジタル戦略」

を策定し、持続可能な行政経営の実現に向け、市民サービスの向上と行政事務の効率化に取り

組んできました。具体的には、地方創生人材支援制度を活用したデジタル専門人材の配置や全

職員を対象としたＤＸ研修の開催、オンライン申請システムの導入、ＢＰＲ※２などに取り組

み、行政のＤＸ化を積極的に推進してきました。 

 

   ③ 今後の方向性 

     ２０４０年頃には団塊ジュニア世代が６５歳以上となり、若年層の労働者が不足すると見込

まれています。このため、限られた経営資源の効率的かつ効果的な運用に向け、職員の業務範

囲の見直しや業務の自動化・省力化を進め、労働生産性を向上させる必要があります。新たな

行政サービスの提供体制を構築するため、職員の意識改革を促すとともに、デジタル技術を活

用したＢＰＲなど、ＤＸの更なる推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

※１ デジタル技術を活用し、業務プロセス、市民サービス、働き方などを根本的に変革し、競争優位性を高める取組 

※２ 「Business Process Re-engineering」の略で、業務の目的を達成するために、既存の業務体系や組織構造などを

根本から見直し、再構築する改革 
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（３）２０５０年ゼロカーボンシティ 

   「２０５０年ゼロカーボンシティ宣言」に基づき、カーボンニュートラルの実現に向けた方向

性を示します。 

   

   ① 背景 

     地球温暖化の進行に伴い、記録的な高温、豪雨、洪水が発生するなど、世界中で気候変動が

問題となっています。この問題の解決に向け、平成２７年にパリ協定が採択され、世界各国で

温室効果ガス削減の取組が進んでいます。 

国においては、令和２年１０月に、２０５０年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにす

るカーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。これを受け、日光市においても、令和

３年１２月に「２０５０年ゼロカーボンシティ」を宣言し、温室効果ガス排出量の実質ゼロを

目指して取組を進めています。 

 

   ② 現状と課題 

     日光市のＣＯ２の排出量は、平成２５年度と比較して減少しつつあるものの、依然として高

い水準にあり、業務部門、家庭部門、運輸部門、廃棄物部門における削減が課題となっていま

す。また、公共施設や事業者等に対する再生可能エネルギーの導入を推進していますが、令和

４年度の市内消費電力量に対する導入量の割合は４８．５％であり、引き続き、導入促進を図

る必要があります。さらに、森林によるＣＯ２吸収量の確保についても、近年の木材価格の低

迷や所有者の高齢化により放置私有人工林が増加するなど、森林循環の低下が課題です。 

地球温暖化や環境問題については、多くの市民や事業者等が高い関心を示しているため、今

後は、関心から具体的な行動へと転換を図る取組が必要です。 

 

   ③ 今後の方向性 

     市民、事業者、行政等が協働し、一体となって、ＣＯ２排出量の削減やクリーンエネルギー

への転換を推進し、カーボンニュートラルの実現を目指します。 

・再生可能エネルギーの拡大 

地域特性や自然環境に配慮しながら、太陽光や温泉熱の利用促進を図るとともに、地域分

散型のエネルギー供給体制を整備します。 

・森林循環によるＣＯ２吸収量の確保 

森林の適切な整備と保全に努めるとともに、木材の利用促進などに取り組み、森林循環を

高めます。 

・市民等の行動変容の促進 

日常生活や事業活動における省エネ等の取組を普及させるため、環境教育の充実やエコラ

イフの周知啓発などを通じて、市民や事業者等の行動変容を促します。 
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２ 財政運営 

 

   日光市の都市像を実現し、健やかで希望に満ちた日光市を創り上げるためには、持続可能で安定

した財政基盤を確立しなくてはなりません。賃上げや物価高騰などの影響により、行政経費が増大

することが懸念される中、将来を見据えた財政運営を行う必要があります。 

   

  （１）財政の状況 

    第２次総合計画においては、「健全な行政経営を確立する、行政改革の視点」を位置づけ、歳

入歳出両面の改善による健全な財政基盤の確立を目指しました。 

    平成３０年度には、厳しい財政状況の中、持続可能な行政経営を進めるための指標として、「長

期財政の収支見通し」を策定し、歳入歳出両面から財政健全化に取り組みました。 

    歳入においては、受益者負担の適正化やふるさと納税による増収など、歳出においては、補助

事業の見直しや公共施設マネジメントの推進など、一定の財政効果を得ることができました。 

 

  （２）財政の特徴と課題 

    日光市は、県内他市と比較し、人件費や物件費の割合が高い傾向にあります。特に物件費は、

賃上げや物価高騰の影響から増加しており、維持管理費の削減に向けた一層の公共施設マネジメ

ントの推進が求められます。また、扶助費が年々増加傾向にあり、その割合も増えています。人

口減少に加え、少子高齢化が続く日光市にとって、社会保障関連経費の増加への対応が課題とな

っています。 

    これらにより、近年の財政規模は拡大していることからも、歳入に見合った歳出とする財政構

造とする必要があります。 

 

  （３）今後の方向性 

    インフレ傾向が続く社会情勢を見据えながら、日光市の未来への成長投資に必要な財源を確保

するためには、これまで以上に、歳入の確保、歳出の削減に取り組まなければなりません。 

    今後は、令和１７年度までの長期財政の収支見通しを指標とし、持続可能な行政経営の礎とな

る安定した財政基盤の確立に向けて、財政健全化の取組を確実に推し進めることとします。 



第１章 日光市の将来像 

27 

第４節 土地利用 

 

 日光市は、総面積の約８６％を森林が占めるなど豊かな自然を有する一方で、少子高齢化や人口減少

が進み、将来的にインフラ施設の維持などに大きな影響を及ぼすおそれがあります。 

今後のまちづくりにおいては、この現状と課題を踏まえ、持続可能な都市経営、地球環境・自然環境

の保全と活用、安全・安心な生活環境の確保を一体的に進める必要があります。 

 

持続可能な都市経営の視点 

人口減少・少子高齢化が進行する中で、都市に必要な機能を適切な箇所に集約配置し、公共交通等

でこれらをつなぐ都市構造の形成が重要となります。これにより、土地利用の機能分担を図るととも

に、都市機能の効率的な利活用や、インフラ施設の維持管理の効率化に取り組み、将来にわたり持続

可能な都市経営を目指します。 

 

地球環境、自然環境保全の視点 

市域の大部分を占める豊かな森林や、日光国立公園などの優れた自然環境は、将来にわたり保全し

継承すべき貴重な資源です。日光市は、２０５０年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指すこ

とを宣言しており、脱炭素社会の実現に向けた取組を推進しています。自然環境と調和した土地利用

を図り、水と緑の循環ネットワークを保全するとともに、再生可能エネルギーの活用など、環境負荷

の低減に努めることが大切です。 

 

安全・安心な生活環境の視点 

  近年、全国的に水害や土砂災害が激甚化・頻発化しており、日光市においても、市民が安全・安心

に暮らせる生活環境を守るため、これらの自然災害への備えを充実させる必要があります。災害に強

いまちづくりとして、災害発生時にも機能する都市構造や、速やかな復旧・復興を可能とする防災・

減災対策に取り組まなければなりません。 

 

これらの視点を踏まえ、今後のまちづくりにおける土地利用については、限られた資源を集中的かつ

効率的に活用するため、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の都市構造を基本とし、都市機能や生

活機能が集積した拠点を形成するとともに、各拠点を公共交通等の軸で結ぶことで、便利で暮らしやす

い都市を目指します。市域の特性を踏まえ、自然的土地利用、都市的土地利用、農林業的土地利用それ

ぞれの持つポテンシャルを最大限に引き出し、地域資源を保全・活用しながら、調和の取れた土地利用

への誘導を図ります。 
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 １ 自然的土地利用の方向性 

 

① 開発を抑制すべき区域を明確にし、貴重な自然環境や優れた景観の保全を基本とします。 

② 自然公園法や森林関連法規等の趣旨を踏まえ、自然と触れ合えるレクリエーションの場や、

環境学習の場としての適正な利用を図ります。 

③ 土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域など、自然災害のリスクが高い区域においては、開発

抑制や建築制限、防災施設の整備等により、災害に対する安全性の向上を図ります。 

④ 日光杉並木街道などの歴史的に重要な緑の軸や大谷川などの水の軸を保全・育成し、生態系

の維持や良好な景観形成に繋げます。 

⑤ 再生可能エネルギー導入について、自然景観や生態系への影響を最小限にする配慮を行いな

がら、適地への誘導を図ります。 

 

 ２ 都市的土地利用の方向性 

 

① 鉄道駅周辺などの既存市街地や、今後、都市機能を集約・誘導する拠点においては、居住、

商業、観光といった多様な都市機能が連携し、利便性の高い都市空間の形成を目指します。 

② 用途地域の特性に応じた土地利用を促進し、建築物の誘導等により、賑わいのある街並みや

良好な居住環境を創出します。 

③ 空き家・空き店舗・空き地が増加傾向にある中心市街地等では、これらの既存ストックの解

消・有効活用を促進し、既存インフラを最大限に活かした効率的な都市経営を図ります。 

④ 郊外部においては、無秩序な市街地の拡大を抑制し、都市計画区域外における開発行為につ

いても、周辺環境への影響や必要なインフラ整備等を考慮した適切な誘導を行います。 

⑤ 災害に向けては、市街地内の主要な避難経路の確保、避難場所・避難所の機能強化、公共施

設の防災拠点化を進め、都市空間全体の強靭性の向上を図ります。 

 

 ３ 農林業的土地利用の方向性 

 

① 優良な農用地の保全や、林業の持続的な経営を可能とするための基盤を強化します。 

② 農業振興地域制度や林地開発許可制度等に基づき、農林業生産活動に必要な土地利用を適切

に誘導します。 

③ 観光資源としての農山村景観や、地産地消、アグリツーリズム、森林セラピーといった新た

な活用方法も推進し、農林業が持つ多様な価値を地域振興につなげます。 

④ 農林業地域の集落における生活環境については、都市的土地利用区域とは異なる地域特性を

踏まえ、必要な生活機能の維持や、高齢化に対応した地域内での移動手段の確保など、地域の

実情に合わせたきめ細やかな対応を行います。 

⑤ 災害に向けて、農地や林地の持つ防災・減災機能（保水、土砂崩壊抑制等）の維持及び向上

に努めます。 
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第５節 水利用 

 

水は、限りある貴重な資源であり、市民生活や産業活動にとって必要不可欠な資源です。一方で、人

口減少や施設の老朽化、気候変動による影響など、水を取り巻く社会情勢は変化しており、将来にわた

り持続可能な水利用を実現するため、水の有限性とあわせて、良質な水資源の情報を市内外に発信する

とともに、有効かつ合理的な利用について方向性を示します。 

 

① 生活用水については、ＩＣＴ技術を活用し、老朽化した施設の計画的な更新を図るとともに、継

続的な水質監視と検査体制を徹底し、安全・安心な水の安定供給に努めます。 

 ② 工業用水については、恵まれた地下水を有効活用しながら、企業の節水技術導入や再生水利用な

ど、効率的な水利用を促進します。 

 ③ 農業用水については、水田や用水路が持つ、洪水防止、生態系保全、景観形成といった多面的機

能を高めつつ、農業用水の安定供給と施設の適切な維持管理に努めます。 

 ④ 日光市の豊かな水資源を、観光振興や地域活性化、再生可能エネルギー源として、積極的に活用

するとともに、清流や湖沼に関する環境学習を推進し、市民の環境保全意識を高めます。 
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第２章 施策の大綱 

 

第１節 基本戦略 

 

 日光市は、長期にわたる人口減少、とりわけ若い世代の転出超過という深刻な課題に直面しています。

この現状を克服し、持続可能な未来を築くためには、抜本的な意識と行動の変革が不可欠です。 

このような認識の下、過去の慣例や既成概念にとらわれることなく、あらゆる分野で新たな挑戦を試

みるとともに、市民、団体、民間企業、行政など多様な主体が想いを共有し、新たなまちづくりに向け

て共に行動するという基本姿勢を示す必要があります。 

 そこで、第１章「日光市の将来像」で掲げた都市像を実現するための基本戦略を次のように定め、施

策の大綱として「まちづくりの重点施策」「まちづくりの基本施策」「まちづくり推進の視点」を位置づ

けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｓｏｃｉａｌ Ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇ：地域における個々人の幸福がつながり、社会全体で良好な状態となること 

変変わわるる。。がが始始ままるる  

 

 「変わる。が始まる」は、日光市が目指すべき理想の都市像に向かい、柔軟な姿勢で能動的に行動を

起こすという、市政の基本姿勢を表しています。 

「変わる。」とは、市民一人ひとりが心身ともに健やかで、豊かな生活を送り、意欲を持って活躍で

きる「新しいまち」への変革を指し示します。理想の都市像を実現するまでの具体的な道程を明らかに

し、従来の手法にとらわれない革新的な取組に挑戦していきます。 

また、「始まる」という言葉には、重点的に取り組む施策の「選択」と、限られた資源の「集中」に

より、人口減少をはじめ、日光市が抱える様々な課題に対し真正面から向き合うことで、現状維持では

なく、未来に向かい確かな一歩を踏み出すという意思が込められています。 

 

ＳＳｏｏｃｃｉｉａａｌｌ  ＷＷｅｅｌｌｌｌ－－ｂｂｅｅｉｉｎｎｇｇ  ＣＣｉｉｔｔｙｙ  

 

 ソーシャル・ウェルビーイングとは、１９４６年に設立された世界保健機関（ＷＨＯ）憲章に掲げら

れた「健康とは、（中略）肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、全てが満たされた状態にある

変変わわるる。。  がが始始ままるる  

～～  SSoocciiaall  WWeellll--bbeeiinngg  CCiittyy  ～～  
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ことをいう。」※１に由来し、個の自律（個人のウェルビーイング）を担保しつつ、そのつながりから集

団や社会として良好な状態であることを指します。 

 地方自治体における人口減少対策というと、従来は雇用創出や住宅整備、子育て支援といった「生活

条件（経済的価値）の整備」が中心的な施策とされてきました。しかし、近年、国においても研究や調

査が進む中で、人口の流出入や定住意向に大きな影響を与えているのは、必ずしも経済的条件だけでは

ないことが明らかになってきています。 

 内閣府の「地域における幸福度に関する調査」（令和２年度）では、地域に住み続けたい理由として

「人とのつながり」「地域への愛着」「安全・安心」といった非経済的な価値が上位に挙げられており、

地域の持続可能性を支える要素として、健康・つながり・地域参加・多様性への寛容さといったソーシ

ャル・ウェルビーイングの向上が重要視されています。 

 

 こうした背景を踏まえると、地方自治体にとっての人口減少対策は、単に「人を呼び込む」こと以上

に、市民が「この地域に住み続けたい」と思える環境を整えることが不可欠です。 

このことから、日光市においても、人口減少対策を進めるにあたり、多様性とそれを受容する寛容さ

のある地域環境の醸成を通じて、「誰もが楽しく 健やかに暮らす 新しいまち」への変革に挑戦してい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 原文「Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence 

of disease or infirmity.」の日本ＷＨＯ協会による和訳 
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バックキャスティング（逆算思考）の考え方 

 これまで、計画策定における未来へのアプローチとして、過去から現在に至る実績や現状の課題を分

析し、その延長線上に将来を推計する「フォアキャスティング（未来予測）手法」が広く用いられてき

ました。この手法は、社会情勢が比較的安定している状況下で、短期的な見通しを立てる上では有効で

す。しかし、社会情勢が複雑さを増し、将来の予測が一層困難となっている現代において、従来のまま

の考え方では、当面の課題解決にとらわれ、理想とする未来の実現に向けた施策の展開が困難になりつ

つあります。 

そこで、第３次総合計画では、理想とする未来を起点に、そこから振り返って今何をすべきか、どの

ような道筋をたどるべきかを考える「バックキャスティング手法」により、施策の大綱を展開していく

ものとします。 

 

 《バックキャスティング手法のイメージ》 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 この手法の最大の利点は、現状の制約や既成概念にとらわれることなく、長期的な視点に立った柔軟

かつ創造的なアプローチを可能とする点にあります。また、市民、団体、民間企業、行政など多様な主

体が理想とする未来を共有することで、その実現に向け、それぞれの立場におけるまちづくりへの具体

的な関わり方が明確にできるという強みもあります。 

 日光市に関わる一人ひとりが未来を創造するとの意識を共有し、日光市の都市像の実現に向け主体的

な取組を行えるよう、この手法を用いて、施策の実効性を高めます。 
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第２節 まちづくりの重点施策 

 

 まちづくりの重点施策は、まちづくりの基本施策を横断的に展開し、日光市の都市像を実現するため

に、重点的に取り組んでいく施策です。 

 

 重点施策では、「誰もが楽しく 健やかに暮らす 新しいまち」を実現するため、基本戦略の下、ソー

シャル・ウェルビーイングの向上に取り組むこととします。この地域・社会全体のソーシャル・ウェル

ビーイングを向上させるためには、まず、社会を構成する家族や働く職場のコミュニティなど、集団の

ウェルビーイングを高める必要があります。さらに、集団のウェルビーイングを高めるには、個人のウ

ェルビーイングを尊重することが不可欠です。 

 このように、理想とする未来から、バックキャスティングの考え方により重点的に取り組むプロジェ

クトを設定し、地域・社会全体でウェルビーイングが高い状態＝ソーシャル・ウェルビーイング・シテ

ィへの変革を促します。 

 なお、ＶＵＣＡ時代における変化の早い社会経済情勢に柔軟に対応するため、重点施策として取り組

む具体的なプロジェクトは、中期的な施策として、基本計画において明確化するものとします。 
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第３節 まちづくりの基本施策 

 

 まちづくりの基本施策は、分野ごとの施策の基本として位置づけ、日光市の将来像を実現するために

取り組んでいく基本的な施策です。 

 

１ 地域の未来を担う人を育てる、教育のまちづくり 

    

   歴史や文化、自然など地域の資源や特色を活かした学びを展開することで、こどもから大人まで

幅広い世代の市民が地域とつながり、地域への愛着と誇りを持ちながら、個々の特性や能力を活か

した主体的な学びができる環境づくりに取り組みます。 

また、市民の誰もがスポーツに親しむことができるよう、多様なニーズに対応した地域のスポー

ツ活動を推進します。 

  

２ やさしく、支え合う、福祉と健康のまちづくり 

    

   年齢や性別、障がいの有無などにかかわらず、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが役割

をもって支え合いながら暮らしていくことができる地域共生社会の実現を目指します。 

子育てにおける切れ目ない支援、高齢者が自分らしく活躍できる体制づくり、障がい者の社会参

加の促進、そして健やかな生活を支える健康づくりや医療提供体制の確保などに取り組み、誰もが

安心して、いつまでも自分らしく暮らせるまちづくりを進めます。 

   

３ 雇用創出と地域経済発展を進める、産業のまちづくり 

    

   地域資源を最大限に活用しつつ、産業分野での取組を通じて、女性や若い世代が憧れる雇用機会

を創出し、地域経済の持続的な発展を目指します。地域経済循環を意識した産業振興により、誰も

が魅力を感じる活気あるまちづくりを推進し、日光市が将来にわたって活力ある都市であり続ける

ための基盤を築きます。 

   

４ 便利で住みよい、居住環境のまちづくり 

    

   全ての市民が住みよさを実感できる居住環境の整備を目指し、多様なニーズに応える便利なまち

づくりに取り組みます。利用しやすい地域交通体系の実現や空き家の利活用を促進して地域の活性

化を図るとともに、ウォーカブルなまちづくりを推進します。 

また、デジタル技術を活用し、道路や上下水道施設の維持管理を効果的かつ効率的に維持管理す

ることで、便利で住みよい居住環境の実現を目指します。 
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 ５ 強靭な地域社会を構築する、安全・安心のまちづくり 

    

   災害や犯罪に強く、安全で安心して暮らせる地域社会を実現するため、救急救命士の養成や消防

団の維持・体制強化、市内の防災・防犯活動に取り組む団体等を支援します。 

   また、防災リーダーの育成や、各種教室の開催など、市民の防災・防犯に関する意識の醸成に努

め、強靭な地域社会の構築を目指します。 
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第４節 まちづくり推進の視点 

 

 まちづくり推進の視点は、まちづくりの基本施策を効果的、計画的に推進していくために取り入れて

いく視点です。 

 

１ その次の価値と共感を追求し続ける、シティプロモーションの視点 

    

   市民それぞれが新たに生み出した魅力や、再認識した隠れた魅力を、日光市内外の多くの方から

共感を得られる価値に高めて発信する。こうした視点を持ち、市民と日光市が一体となって取り組

むことにより、これまでの日光市のイメージをアップデートし、市外の方から選ばれるまちを目指

して、シティプロモーションを展開します。 

 

２ まちの元気を共に創る、地域づくりの視点 

    

   若い世代をはじめ、市民がまちづくり活動へ参画する機運の醸成や機会を創出し、地域への関心

や愛着を高めるとともに、まちづくりの担い手として活動できる環境づくりを推進します。 

   加えて、市民、団体、民間企業、行政など多様な主体の連携により、地域が自主的に活動できる

よう支援することで、地域課題の解決やコミュニティの活性化を図り、地域とのつながりを感じな

がら、安心して暮らせるまちの実現に取り組みます。 

   

３ 多様な価値観を尊重し、協力し合う社会づくりの視点 

 

   人権尊重及び男女共同参画は、多様な価値観を持つ人々が互いに理解し支え合う社会づくりの礎

です。誰もが輝き活躍するまちを実現するため、世代や性別を問わず、多様な人々の意見や価値観

を尊重し、協力し合う包容力のある社会づくりを推進します。 

 

４ 共に地域社会を創る、多文化共生・国際理解の視点 

 

国際化の進展に伴い、日光市でも国際交流の機会や移住者の増加による市民の多様化が進んでい

ます。地域コミュニティの維持や活性化を図るため、多様な背景を持つ市民が共に安全に安心して

暮らせる環境を整え、相互理解と絆を深める取組を通じて、多文化共生社会の実現を目指します。 

 

５ 新しいまちの創造に向けた経営基盤を確立する、行政経営の視点 

 

   目標を明確にすることで施策の方向性を定め、その目標までの道程を具体化する行政経営の視点

に転換を図るため、財政健全化の取組と業務効率化や職場環境の整備等を共に進めることで持続可

能な行政サービスを提供し、安定した経営基盤の確立を目指します。 

 



第２章 施策の大綱 

37 

６ 総合計画の着実な推進の視点 

 

第３次総合計画は、「日光市の将来像」の実現に向け、基本戦略の下、まちづくりの重要施策や

主要事業を計画的かつ着実に実施します。あわせて、進捗状況の把握や成果の検証を行い、その結

果を市民に共有するとともに、実施計画において検証結果に基づき柔軟に主要事業を見直すことで、

実効性の高い計画運営を図ります。 
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第３次日光市総合計画の策定経過 

 

 

＊議案提出時に挿入します。 
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日光市総合計画策定審議会委員 

 

 

＊議案提出時に挿入します。 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３次日光市総合計画 
 

【前期基本計画】 

（原案） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月 
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第１章 日光市の将来像 
 

 第３次日光市総合計画（以下、「第３次総合計画」という。）における「日光市の将来像」は、これか

らの日光市の目標となる「日光市の都市像」を始め、骨格的な枠組みとなる「まちづくり人口」、「行財

政運営」、「土地利用」、「水利用」の５項目から構成されています。 
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第２章 日光市の都市像と都市フレーム 
 

第１節 日光市の都市像 

 

 第３次総合計画では、市民一人ひとりが健やかに心豊かな生活を送り、未来に希望を持てる社会の実

現を目指し、１０年後の日光市の都市像を次のように定めています。 

 

 

 

 

 

 

全ての人が、心から笑顔で、安心と喜びを感じながら暮らす、幸福感に満ちた新しいまちの創造に向

け、年齢や性別、国籍、障がいの有無といった違いを超え、心身ともに健やかで、社会的に孤立せず、

人と人のつながりの中で安心して生活できるまちづくりに取り組みます。日光市に関わった人が「ここ

に住んでみたい」という憧れと愛着を持つ、可能性と幸福感に満ちた活力ある地域社会を構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人口減少対策を進めるにあたり、多様性とそれを受容する寛容さのある地域環境の醸成を通じて、都

市像に掲げる「誰もが楽しく 健やかに暮らす 新しいまち」への変革に挑戦します。 

 

〇心豊かで快適な生活の実現 

〇多様性と寛容性の醸成 

〇楽しさを分かち合える場の創出 

〇心身の健康の増進 

〇社会的つながり・コミュニティの充実 

〇郷土愛着の醸成 

〇誰もが意欲的に挑戦できる環境の整備 

〇新しい価値観・可能性を広げる機会創出 

〇幸福感に満ちた活力あるまちの創造 

誰もが楽しく 

健やかに暮らす 

新しいまち 

変わる。が始まる 

～ Social Well-being City ～ 

基本戦略 
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第２節 まちづくり人口 

 

 第３次総合計画においては、地域社会の基盤となる「定住人口」のほか、地域の賑わいを創出する「交

流人口」、日光市に様々な形で継続的に関わる「関係人口」、日光市に強い思いを持ち、まちづくりに主

体的に関わる「活動人口」を総称して「まちづくり人口」と定めています。 

 人口減少を可能な限り抑制し、一定規模の定住人口を確保するためには、人々の日光市への関心を高

め、日光市内の様々な人や活動との結びつけを深めることで、関係人口の増加を図ることが重要です。

また、地域社会の維持や賑わいの創出に向け、日光市に関わる人々の日光市への思いや愛着を強め、主

体的にまちづくりに関わる活動人口となるよう働きかけることは、限られた人口で将来にわたり日光市

を存続・発展させてくために不可欠な取組です。 

 

（１）定住人口の将来予測 

１９９５年に９９，９８８人であった日光市の定住人口は、急速に減少を続け、２０２０年に

は７７，６６１人となりました。２５年間で２２．３％にあたる約２２，０００人が減少してい

ます。 

令和２（２０２０）年の国勢調査を基点として将来の人口予測を行うと、令和７（２０２５）

年の人口見込み７０，６９８人は、第３次総合計画前期基本計画の最終年度である令和１２（２

０３０）年までの５年間で約７，０００人減少し、６３，７２１人となることが予測されます。 

 

《定住人口の見通し》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （出典：国勢調査、日光市人口推計）  

 

 （２）社会動態の動向 

年齢階級別純移動数を見ると、ほぼ全ての年代で転出超過となっており、特に、生産年齢人口

である１５～６４歳の転出が顕著です。社会増減の詳細を分析すると、男女別では、２５～２９

歳の女性の減少が突出しているほか、転入元・転出先の内訳では、いずれも隣接する宇都宮市や

鹿沼市など、県内他市町が上位を占めています。 

99,988

98,143

94,291

90,066

83,386

77,661

70,698

63,721

1995年

2000年

2005年

2010年

2015年

2020年

2025年

2030年

【実績値】 

【推計値】 

2025 年⇒2030 年推計 

自然減 5,145 人 社会減 1,832人 
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《年齢階級別純移動数》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：地域経済分析システム）   

 

 

 

 

《２０２４年男女・年齢別社会増減数》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：住民基本台帳に基づく都道府県及び市区町村別詳細分析表）   
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《２０２３年Ｆｒｏｍ－Ｔｏ分析》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：地域経済分析システム）  

  

（３）定住人口の見通し 

第３次総合計画では、「人口減少への対応」を重要課題と位置づけ、令和１７（２０３５）年

の定住人口の目標を６０，０００人に設定しています。 

このため、新たな産業の創出や地域の魅力を高める取組など、まちに賑わいと活力を生み出す

施策を展開することで、女性や若い世代の社会減を緩和し、転入超過に転換することを目指しま

す。 

1 位 宇都宮市 355 人 

2 位 鹿沼市 86 人 

3 位 栃木市 48 人 

4 位 横浜市 46 人 

5 位 真岡市 40 人 

6 位 仙台市 30 人 

7 位 さいたま市 29 人 

8 位 川口市 29 人 

9 位 小山市 28 人 

10 位 那須塩原市 22 人 

11 位 佐野市 20 人 

12 位 板橋区 18 人 

13 位 さくら市 17 人 

14 位 高根沢町 17 人 

15 位 船橋市 17 人 

16 位 下野市 15 人 

1 位 宇都宮市 491 人 

2 位 鹿沼市 128 人 

3 位 横浜市 74 人 

4 位 栃木市 53 人 

5 位 小山市 49 人 

6 位 那須塩原市 41 人 

7 位 さいたま市 37 人 

8 位 真岡市 31 人 

9 位 川崎市 29 人 

10 位 足利市 26 人 

11 位 佐野市 26 人 

12 位 壬生町 25 人 

13 位 大田原市 22 人 

14 位 下野市 21 人 

15 位 足立区 21 人 

16 位 矢板市 18 人 

17 位 江戸川区 18 人 

転入元内訳 転出先内訳 

転出先上位 転入元上位 
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（４）交流人口の見通し 

    日光市では、観光客入込数※１を、関係人口や活動人口（以下「関係人口等」という。）の基盤

となり、地域の賑わい創出に欠かせない交流人口とみなしています。 

新型コロナウイルス感染症の流行により、大幅に減少した観光客入込数は回復傾向にあるもの

の、いまだコロナ禍前の水準に戻っていません。 

このため、自然や歴史、文化などの地域資源を生かし、観光産業の振興や関係人口等の創出な

どに取り組むことで、令和１２（２０３０）年の交流人口１，２００万人を目指します。 

 

《日光市観光客入込数の見通し》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（出典：日光市観光客入込数・宿泊数調査）     

 

（５）関係人口等の創出 

   関係人口等の地域との関わり方には、消費活動等による地域経済への貢献、ボランティアや仕

事を通じた地域の担い手としての貢献など、それぞれのスタイルに応じた様々な態様がある一方

で、そのような人々の活動の規模や関係性などが不透明で可視化できていないことが課題となっ

ています。 

このため、関係人口等の創出に向け、日光市との関係を深化させる施策を展開するとともに、

デジタル技術を活用した登録制度の新設など、関係人口等の可視化に向けた施策に取り組みます。 

 

※１ 労働を目的とせず、日常生活圏以外の場所へ旅行する人の数 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1,140  1,163 1,127 1,125 1,137 863 950 1,006 1,075 1,196 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030 

1,139 1,210 1,232 1,181 834 789 872 993 1,019 1,200 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400 万人 【実績値】 【目標値】 

単位：万人 
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第３節 行財政運営 

 

１ 行政運営 

 

（１）公共施設の適正化 

日光市では、公共施設マネジメント計画を通じて公共施設の削減を進めてきましたが、予想を

上回る人口減少や少子高齢化、また、市民サービスのニーズの変容から、今後の公共施設の在り

方を検討し、次の世代に負担を残さない、実効的な公共施設の適正化・維持管理が必要です。 

 

公共施設の保有状況 

① 公共施設の状況 

日光市が保有する公共施設（道路・橋りょう等のインフラを除く。）の延床面積は約５２.

６ 万㎡（令和４年１月現在）で、これは市民１人当たりの施設の保有面積に換算すると平均

６.８ ㎡/人であり、全国平均３.６７ ㎡/人の約１.９ 倍となっています。 

築年別の整備状況をみると、施設全体の約６５％が昭和４４（１９６９）年から平成７（１

９９５）年までの間に整備されていますが、近年も年平均で０.７ 万㎡程度の建設が続いてい

ます。 

老朽化対策に一定の費用が必要となる築３０年以上経過している施設の割合は、令和２（２

０２０）年末現在で全体の約５８．７％ですが、今後１０年間に約７６．５％にまで達する見

込みであり、建物の老朽化が急速に進行することになります。 

 

《建物保有状況》 
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10,000

20,000

30,000

学校教育
系施設

行政系
施設

市民文化
系施設

産業系
施設

公営住宅

医療施設

社会教育
系施設

ｽﾎﾟｰﾂ・
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
系施設

子育て支援
施設

公園

保健・福祉
施設

供給処理
施設

その他

2014年以降
に削減した
施設

築50年以上
201棟 13.3％
5.9万㎡ 11.2％

築40年以上
239棟 15.8％
10.4万㎡ 19.8％

築30年以上
343棟 22.7％
14.6万㎡ 27.7％

築20年以上
384棟 25.5％
9.3万㎡ 17.8％

築10年以上
228棟 15.1％
7.7万㎡ 14.6％

新耐震基準（1981年より後の建築）
1068棟 70.8％ 36.3万㎡ 69％

旧耐震基準（1981年以前の建築）
440棟 29.2％ 16.3万㎡ 31％

築30年以上 783棟 51.9％ 30.9万㎡ 58.7％

築20年以上 1167棟 77.4％ 40.2万㎡ 76.5％

保有面積52.6万㎡
1人当たり保有量6.8㎡/人
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② インフラ資産の状況 

日光市が保有するインフラ資産（道路、橋りょう、上水道、下水道、公園）も、公共施設と

同様、昭和５０年代を中心に整備されており、老朽化などの進行により、今後維持・更新の対

応が必要とされています。 

 

公共施設マネジメントの推進 

公共施設の保有状況が他市と比較しても多い中、現状の公共施設を維持した場合、公共施設の

建替え・改修に対して今後４０年間で年平均６３．３億円の費用が必要ですが、日光市の将来の

財政状況の試算では、公共施設の建替え・改修に使える費用は年平均１９．２億円であり、１年

当たり４４．１億円の費用が不足します。費用不足から、建替え・改修できない施設を放置すれ

ば、施設を利用する市民の生命を危険にさらす可能性があることや、真に必要な施設の建替え・

改修にまで影響をおよぼすことになります。 

このような状況に対応するため、日光市では、公共施設マネジメント計画に基づく施設の統廃

合等を進めており、平成２８年現在で６３４施設あった公共施設は、行政センター・地区センタ

ー改築時の機能集約・複合化や、学校施設の統廃合に伴う廃止、集会等施設の地元譲渡など様々

な施策により令和６年には５３８施設に減少しています。 

一方で、公共施設マネジメント計画の推進により、今後も廃止する施設が増加していくため、

それらの施設の有効活用を図る取組が必要であるとともに、継続する施設においても、維持管理

費などのコスト削減の取組が求められます。 

 

 

《公共施設マネジメント計画実行計画（第１期）の期間における施設数と延床面積》 
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これらの課題に対応するため、令和６年度に策定した日光市公共施設マネジメント計画実行計

画（第２期）では、４つの基本方針を定め、より効率的な施設保有と維持管理コストの低減に向

けた取組を確実に推進することとしました。 

 

① 利用実態・今後の人口動態及び更新費用等を見極めた個別施設の方向性の検討 

② 継続する施設の適切な施設管理手法の確立及び効果検証の実施 

③ 民間活力導入による施設利用促進及び運営の効率化 

④ 所管を超えた横断的な取組体制の構築 

 

なお、日光市が保有する施設の全体面積の３７％を占める学校施設においては、個別管理計画

を策定し、市長部局と教育委員会の組織横断的な体制を構築しながら、公共施設全体の保有量削

減に向けて取り組んでいきます。 
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（２）デジタルトランスフォーメーション 

   

背景 

デジタルデバイス※１とデジタルサービスの普及により、市民の生活様式や情報の受け取り方が

大きく変化し、デジタル技術は日常生活の不可欠な基盤として定着しました。また、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大により、非対面での手続きの必要性が高まり、迅速かつ正確な情報提供の

重要性が社会全体で再認識されました。 

このため、日光市では、「誰一人取り残さない、人にやさしいデジタル化の推進」を基本目標に

掲げ、市民の利便性の向上と行政事務の効率化を目指して、令和４年度に「日光市デジタル戦略」

を策定しました。 

日光市デジタル戦略では、 

① デジタル技術を活用した利便性の高い行政サービスの実現 

② デジタル技術を活用した効率的、機能的な行政経営 

③ 社会課題の解決や新たな価値創出に向けたデジタル技術の活用 

の３つの柱に基づき、デジタル化の取組を推進してきました。 

 

日光市の取組と今後に向けた課題 

日光市デジタル戦略に基づき、庁内においては、専門的知見を有するデジタル人材の活用や全

職員を対象としたデジタルトランスフォーメーション※２（ＤＸ）研修の実施、対話型生成ＡＩ※

３の導入、業務プロセスの見直し等に取り組むとともに、職員用端末の更新、庁内ネットワーク

の再構築などを実施しました。また、市民や地域社会に対しては、オンライン申請システムやか

んたん窓口システムの導入など、福祉・交通・観光などの分野において、市民の利便性向上につ

ながるデジタル技術を活用した行政サービスの導入を進めてきました。 

しかしながら、人口減少や少子高齢化が進む中、行政サービスの継続性に対する懸念も高まり

を見せていることから、引き続き、オンライン化を推進しつつ、高齢者などのデジタルデバイド

※４層への支援をより一層充実させる必要があります。また、施策立案にあたり庁内で分散して保

有しているデータの有効活用や、市民の個人情報の取扱いに関する職員研修の実施及びセキュリ

ティ対策の強化を推し進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

※１ パソコン、スマートフォン、タブレットなど、デジタル技術を利用した情報機器や装置の総称 

※２ デジタル技術を活用し、業務プロセス、市民サービス、働き方などを根本的に変革し、競争優位性を高める取組 

※３ 音声やテキスト入力を認識し、人間同士のやりとりのように、利用者と自然な対話が行えるＡＩの一種 

※４ インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる格差 
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施策の方向性 

急速にデジタル技術が進化する中で、引き続き、持続可能な行政運営の確保が求められていま

す。現状や課題を踏まえ、庁内外の取組を改めて整理するとともに、行政経営及び地域社会にお

いてデジタル技術を活用するための方向性として、５つのコンセプトを提示します。 

 

① サステナビリティ※１ 

② 市民サービス 

③ コミュニケーション 

④ ＡＩ・データ利活用 

⑤ セキュリティ・リスク管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 「持続可能性」を意味し、環境や経済等に配慮した活動を行うことで、社会全体を長期的に持続させていく考え方 
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（３）２０５０年ゼロカーボンシティ 

日光市環境基本計画に基づき、令和１２年度の温室効果ガス５０％削減（平成２５年度比）を

目指し、取組を進めていきます。 

   

   背景 

    国においては、２０５０年カーボンニュートラルに向けた取組をより一層加速させるため、令

和７年２月に「地球温暖化対策計画」を改定し、平成２５年度と比較した温室効果ガスの削減目

標として、令和１７年度に▲６０％、令和２２年度に▲７３％とすることを示しました。 

    また、太陽光発電設備が設置可能な公共施設について、令和１２年度に５０％、令和２２年度

に１００％の設置率を目指すことを示しています。 

 

   現状と課題 

    令和３年度における市域全体の温室効果ガス排出量は５２２千ｔ-ＣＯ２で、部門別に見ると、

運輸部門１５１千ｔ-ＣＯ２、産業部門１５１千ｔ-ＣＯ２、業務部門１１１千ｔ-ＣＯ２、家庭部

門１０１千ｔ-ＣＯ２、廃棄物部門８千ｔ-ＣＯ２となっています。 

また、同年度の排出量は平成２５年度と比較して３１．９％減少しており、部門別の減少割合

を見ると、産業部門▲３８．８％、廃棄物部門▲３６．２％、家庭部門▲３３．６％、業務部門

▲３２．０％、運輸部門▲２１．７％となっています。 

    令和１２年度の削減目標▲５０％を達成するためには、今後、更に取組を進めていく必要があ

ります。 

 

 

《日光市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）における計画指標》 
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重点的な取組の方向性 

   ① 日光市域における取組 

    ○再生可能エネルギーの有効活用 

     ・地域特性や環境に留意した再生可能エネルギーの活用を推進します。 

     ・蓄電設備などによるエネルギーの有効活用と災害時のレジリエンス※１強化を図ります。 

     ・非常時における分散型電源の確保や地域エネルギーの地産地消を推進します。 

    ○林業の振興と森林循環の促進 

     ・森林経営管理事業や未利用間伐材活用促進事業補助金などにより、森林の適切な整備と保

全を促進するとともに、林業就業者を支援し、担い手の確保を図ります。 

     ・建築物等木材利用促進方針に基づき、日光産木材の利用を促進します。 

    ○「デコ活」※２（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）の普及 

       ・家庭において、省エネルギーにかかる家電製品の買換えやサービスの利用など、環境にや

さしいライフスタイルへの転換を図ります。 

     ・事業所において、製品の製造・流通・販売・使用の過程で排出される温室効果ガスの削減

や脱炭素化に向けたサービスの利用などを促進します。 

    ○環境教育の充実 

     ・自然環境保全や脱炭素などをテーマにした講座や観察会、出前講座等の充実を図ります。 

    ○環境にやさしいまちづくりの推進 

     ・事業所での創エネルギー設備や蓄電池の導入など、エネルギーの有効活用と省エネルギー

対策を促進します。 

     ・公共交通機関の利用環境の向上と利用促進を図るとともに、電気自動車（ＥＶ）などの次

世代自動車の普及を促進します。 

    

   ② 日光市役所における取組 

○省エネ設備の導入促進 

・照明設備のＬＥＤ化や空調等の高効率化を推進します。 

     ・上下水道施設や学校給食施設について、設備更新に合わせて、電化や高効率化を推進し、

ＣＯ２排出量の削減を図ります。 

○再生可能エネルギー設備の導入 

     ・再生可能エネルギー設備の導入が可能な公共施設について、令和１２年度までの導入率５

０％を目指し、太陽光発電設備などの導入を進めます。 

○電力のクリーン化 

     ・庁舎等で使用する電力を再生可能エネルギー由来のクリーンな電力へ切り替えることで、

カーボンニュートラルの実現を目指します。 

 

 

※１ 人や組織、システムなどが、外部の刺激や圧力を受けた際、元の状態に復帰したり、変化に適応したりすること 

※２ 脱炭素（Decarbonization）と環境に良い（Eco）を組み合わせた造語 
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２ 財政運営 

    

   日光市は、平成１８年３月の市町村合併以降、「歳入の確保」「歳出の抑制」などを柱とした財政

健全化に取り組んできました。しかしながら、財政規模の拡大に加え、物価高騰などの影響も重な

り、今後の財政運営はより一層厳しさを増すことが予想されています。 

このような中においても、第３次総合計画に掲げた日光市の都市像である、「誰もが楽しく 健

やかに暮らす 新しいまち」を創り上げていくためには、持続可能で確固たる財政基盤を確立して

いかなければなりません。 

本項では、第３次総合計画に掲げた各施策を着実に推進するため、今後の財政運営の基本的な考

え方を示します。 

   

（１）財政の状況 

第２次総合計画後期基本計画においては、まちづくりの推進の視点に「健全な行政運営を確立

する、行政改革の視点」を位置づけ、その中で重点的に取り組む５つの具体的な方向性を示し、

持続可能なまちづくりに向けた行財政基盤の確立に取り組んできました。 

令和３年度には、「長期財政の収支見通し」（平成３０年度策定）の改訂を行い、新たに大規模

事業を実施した場合の収支見通しを推計するとともに、毎年度の数値目標を設定しました。 

また、令和５年度からは、「財政健全化取組の基本方針」を定め、各年度の具体的な検討案件

を位置づけることで、着実に行財政改革を推し進めてきました。 

 

《平成１８年度から令和６年度までの一般会計決算額の推移》 

 

 

   

百万円 
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（２）財政の特徴と課題 

全国第３位の広大な面積を有する日光市において、広く行政サービスを提供していくためには、

ヒトとモノ（施設）を適正に配置していく必要があることから、物件費や人件費が他の市町と比

較しても高い傾向にあります。さらに、少子高齢化の進行による医療、介護、福祉などの社会保

障関連経費、施設の老朽化による維持管理費や社会的インフラの大規模更新費、賃上げによる人

件費など、今後、あらゆる経費が増加していくことが見込まれています。 

このような中、第３次総合計画に掲げる施策の推進に加え、今後発生する新たな行政課題に柔

軟に対応していくためには、長期的な視点を持って、財政健全化の取組を加速させていかなけれ

ばなりません。 

 

《平成２７年度と令和６年度の歳出性質別比較（人件費・物件費・扶助費）》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）今後の財政運営の基本的な考え方 

インフレ傾向が続く社会情勢においては、今後も財政規模の拡大が懸念されることから、これ

まで以上に、歳入の確保、歳出の抑制に取り組み、歳入に見合った確固たる財政構造を堅持し、

安定的に財政運営を行っていかなければなりません。 

このため、歳入においては、財源確保に向けたあらゆる可能性を追求していくとともに、歳出

においては、公共施設マネジメント計画の推進による物件費の削減、職員定員適正化計画に基づ

く人件費の圧縮、後年度負担の軽減に向けた地方債借入抑制など、将来を見据えた取組を進めま

す。また、今後想定される大規模事業については、財政状況を踏まえ、その必要性を見極めてい

きます。 

これらの取組を進めるに当たっては、令和１７年度までの「長期財政の収支見通し」を指標と

し、着実に財政健全化の取組を推進することで、持続可能な財政基盤の確立とともに、新しいま

ちの創造を目指します。 

 

平成２７年度 令和６年度 

人件費

19%

物件費

15%

維持補修費

1%

扶助費

16%

補助費等

6%

普通建設事業費

16%

災害復旧事業費

3%

県営事業負担金等

0%

公債費

11%

積立金

0%

投資及び出資金

0%

貸付金

3% 繰出金

10% 人件費

18%

物件費

18%

維持補修費

2%

扶助費

19%
補助費等

10%

普通建設事業費

7%

災害復旧事業費

0%

県営事業負担金等

0%

公債費

12%

積立金

3%

投資及び出資金

0%

貸付金

3%
繰出金

8%
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第４節 土地利用 

 

 １ 土地利用の現況 

 

日光市は、栃木県の約４分の１を占める１，４４９．８３㎢の広大な面積を有しています。そ

の土地利用は、市域の８６．４％を占める森林が大部分であり、次いで農用地（４．２％）、宅地

（１．７％）となっています。市域の北部から南西部にかけて広大な森林地帯が広がり、水源か

ん養や自然環境保全の役割を担っている一方で、中央部から南部にかけては農用地が広がり、そ

の中にいくつかの市街地が形成され、限られた可住地を有効に活用した都市的土地利用がなされ

ています。 

都市計画区域は市域の約３３％で、その大部分は用途地域の指定がない区域です。用途地域が

指定されている区域では、住居系用途が約７１％を占めていますが、少子高齢化や人口減少が進

行する中、ＤＩＤ（人口集中地区）面積や人口は減少傾向にあります。 

 

《日光市の土地利用の内訳》（令和５年度） 

土地利用区分 森林 農用地 宅地 湖沼 その他 

面積 1,252.30 ㎢ 61.24 ㎢ 24.74 ㎢ 16.37 ㎢ 95.18 ㎢ 

割合 86.4 ％ 4.2 ％ 1.7 ％ 1.1 ％ 6.6 ％ 

 （出典：栃木県統計年鑑、栃木県森林・林業統計書） 

※湖沼は、池沼及び主要湖沼（中禅寺湖）の面積です。 

 

 ２ 今後の土地利用の構想 

 

  （１）基本理念 

少子高齢化や人口減少が進む社会情勢を踏まえ、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考

え方に基づき、持続可能で効率的な都市経営を目指します。都市機能や生活機能を集約した拠点

への居住誘導とともに、各拠点を交通軸で結び、便利で暮らしやすい都市づくりを進めます。 

また、都市的土地利用と自然的土地利用との調和に配慮し、豊かな自然環境や歴史的資産を保

全・活用しつつ、地域特性に応じた適切な土地利用誘導を行うなど、計画的なまちづくりを推進

します。 

 

  （２）都市構造 

将来の都市像及び都市づくりの目標実現に向け、都市機能や土地利用の配置、連携の在り方を

示すものとして、「拠点」「地区」「ゾーン」「軸」から構成される将来都市構造を設定します。 
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   ① 拠点の配置 

主要な都市機能が集積する「都市拠点」と、周辺住民の生活を支える「地域生活拠点」を配

置します。 

・都市拠点（今市拠点、日光拠点、藤原拠点、南原拠点） 

都市計画区域内に、公共、交流、商業、業務、観光、居住などの主要な機能が集積する拠

点を位置づけるとともに、多様な自然環境や歴史的・文化的な地域資源を生かし、回遊性の

ある魅力的な街並みの形成を図ります。 

・地域生活拠点（足尾地域生活拠点、栗山地域生活拠点） 

地域の特色を生かした街並みや居住環境の形成を図る拠点として位置づけるとともに、日

常生活に必要な生活・福祉サービスなど、安心して暮らせる環境や生活利便施設の維持を図

ります。 

   ② 地区の配置 

観光地や産業団地など、特定の機能を持つ区域を配置します。 

・観光レクリエーション地区（世界遺産、奥日光、鬼怒川温泉など１１地区） 

自然環境や歴史・文化的な地域資源を生かして、広域的な観光集客を目指します。 

・産業地区（清滝、轟、土沢、小代） 

周辺地域への影響に配慮しながら、工業等の利便性向上など産業振興を図る地区として位

置づけ、企業誘致を積極的に推進します。 

③ ゾーンの配置 

土地利用制限や法規制状況を踏まえ、面的な広がりを持つ区域を設定します。 

・市街地ゾーン（用途地域内） 

都市機能の集積と公共交通の利便性向上を図り、地区の魅力を向上させる区域として位置

づけ、誰もが快適に暮らせるまちを目指します。 

・田園ゾーン（市街地ゾーン周辺の地域） 

既存の住環境や操業環境を維持しつつ、農林業振興を基本とし、農地や田園景観等の保全

に努めるとともに、必要に応じ、計画的な都市的土地利用を検討します。 

・自然環境保全ゾーン（市街地ゾーン、田園ゾーン以外の地域） 

日光市が有する豊かな自然環境や景観の適切な保全や利活用を図り、人と自然が共生でき

る環境を育みます。 

   ④ 軸の配置 

日光市と近隣市など、都市間の広域的な交流や、日光市内の拠点間の連携を支える主要道路

などの交通軸を設定します。 

・広域交流軸 

近隣市町や主要都市との広域ネットワークを形成し、観光のメインルートとなる主要道路

や鉄道などを軸として捉えることで、多様で広域的な交流を促進します。 

・地域間連携軸 

広域交流軸を補完し、日光市内の拠点や地区間の連携を支えるとともに、災害時の代替経

路として位置づけることで、災害に強く、安全・安心なまちづくりを推進します。 
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《将来都市構造図》 

 

 

  （３）地域間連携 

公共交通ネットワークの維持・形成に加え、将来の都市構造において「広域交流軸」及び「地

域間連携軸」を設定することで、日光市内の拠点や地区間の連携を強化し、人流や物流の活性化

を図るとともに、交通渋滞の緩和や災害時の代替経路の確保に努めます。 

また、宇都宮市、鹿沼市などの近隣市町に加え、福島県、群馬県などの県域を越えた広域的な

ネットワークを形成し、観光動線や生活動線を誘導することで、日光市内外の交流を促進し、豊

かで利便性の高い社会の実現を目指します。 
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第５節 水利用 

 

 １ 水利用の現況 

 

   日光市は、日光連山を始めとする豊かな自然環境に恵まれ、その恩恵として良質で豊富な水資源

を有しています。この水は、市民の生活、産業活動、そして日光市の魅力を形作る観光に至るまで、

あらゆる場面で不可欠な基盤となっています。 

 

  （１）利用形態別 

   ① 生活用水 

     市民の日常生活や社会活動を支える水道水は、主に日光市内の湧水や河川の表流水などの自

己水源から供給されており、安全で良質な水資源が確保されています。一方で、近年の人口減

少による水需要の減少や施設の老朽化に伴う水道事業経営の健全化などの課題が生じていま

す。 

 

項目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

年間総配水量 1,380 万㎥ 1,354 万㎥ 1,372 万㎥ 1,370 万㎥ 1,369 万㎥ 

管路経年化率 9.28 ％ 9.29 ％ 9.06 ％ 9.33 ％ 9.40 ％ 

給水普及率 97.4 ％ 98.3 ％ 98.2 ％ 98.0 ％ 97.8 ％ 

     （出典：日光市水道課データ） 

   ② 工業用水 

     日光市内の製造業等においては、製品製造プロセスや冷却用などに水が利用されています。

主に、地下水（井戸水）を自己水源としているほか、表流水などその他淡水の利用量が多くな

っています。地域産業の維持・発展に必要な水資源であり、安定的な供給が求められます。 

 

項目 平成２５年度 平成２８年度 平成３０年度 令和２年度 令和３年度 

事業所数 52 44 48 48 52 

水
源
別
用
水
量
／
日 

上水道 2,621 ㎥ 2,014 ㎥ 2,919 ㎥ 1,742 ㎥ 1,716 ㎥ 

地下水 15,443 ㎥ 15,004 ㎥ 15,153 ㎥ 13,706 ㎥ 14,054 ㎥ 

その他淡水 50,488 ㎥ 52,767 ㎥ 47,984 ㎥ 51,286 ㎥ 52,575 ㎥ 
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（出典：工業統計調査、経済センサス） 

   ③ 農業用水 

     農地、特に水田においては、かんがい用水が不可欠であり、その多くが河川や沢水などを水

源とする表流水を利用しています。土地改良区等が管理する用水路を通じて供給され、農産物

の安定生産を支えていますが、農業従事者の高齢化や担い手不足、耕作放棄地の増加に伴い、

農業用水の利用と管理に課題が生じています。 

   ④ その他の水利用 

     豊かな水資源は、中禅寺湖、華厳滝、鬼怒川ライン下りなど、日光市を代表する観光資源と

して活用され、多くの観光客を引きつけています。また、自然環境の保全や景観維持のための

環境用水や、公衆衛生、水力発電によるエネルギー利用などにも用いられています。 

 

  （２）水源地域としての役割 

    鬼怒川や渡良瀬川の源流域である日光市に広がる広大な森林は、水を貯え、水質を浄化する「緑

のダム」としての重要な役割（水源かん養機能）を担っています。首都圏を含む広域的な水源地

域として、下流域へ供給される水資源の保全に向け、適切な森林管理と河川や湖沼の水質保全に

努めていく必要があります。 

 

 ２ 今後の水利用の構想 

 

人口減少や施設の老朽化、気候変動による影響など、水を取り巻く社会情勢の変化に対応し、将

来にわたり持続可能な水利用を実現するため、以下の構想に基づき取組を推進します。 

 

  （１）利用形態別 

   ① 生活用水 

     「安全・安心な水の安定供給」を基本とし、経営効率化と供給安定性の向上を両立する水道

システムの構築を目指します。 

・水質管理の徹底 

水源から蛇口に至るまでの継続的な水質監視と検査体制を強化し、常に安全で良質な水の

供給に努めます。 

・施設の計画的な更新・耐震化 

老朽化した水道管や浄水施設の更新を計画的に進め、災害等の緊急時において、早期復旧

が可能な強じんな水道システムの構築を目指します。 

・効率的な事業経営 

人口減少等を見据え、ＩＣＴ技術の活用等による維持管理の効率化・高度化を図り、健全

な事業経営を目指します。 

   ② 工業用水 

地域産業の持続的な発展を支えるため、既存施設等の維持管理を適切に行い、安定的な用水

供給と効率的な利用を促進します。 
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   ③ 農業用水 

     食料生産基盤としての役割を維持するため、農業用水の安定供給と施設の適切な維持管理を

図ります。 

・老朽化対策の推進 

用水路など農業水利施設の計画的な改修・更新を支援し、安定的な用水供給と維持管理負

担の軽減を図ります。 

・多面的機能の維持 

水田や用水路が持つ、洪水防止、生態系保全、景観形成といった多面的機能の維持向上に

向けた地域活動を支援します。 

   ④ その他の水利用 

     日光市の魅力である豊かな水資源を、観光振興や地域活性化、再生可能エネルギー源として、

さらに積極的に活用します。 

・観光資源としての魅力向上 

水に関連した体験型観光プログラムの開発支援や情報発信を強化し、交流人口の拡大につ

なげます。 

・環境学習の推進 

清流や湖沼をフィールドとした環境学習や体験活動の機会を提供し、市民や次世代の水環

境保全意識を高めます。 

 

  （２）水源地域としての役割 

日光市が有する豊かな森林と正常な水環境を保全し、首都圏を含む下流域への責任ある水源供

給を維持するとともに、水源地の機能維持・向上に向け多角的に取り組みます。 

① 水源かん養林の整備・保全 

市有林や民有林の水源地周辺において、間伐や遊歩道の整備など、適切な森林整備を推進し、

水源かん養機能の維持・向上を図ります。 

② 水質の保全 

鬼怒川及び渡良瀬川などの源流域として、流域全体の視点での水資保全に取り組みます。ま

た、市民ボランティアによる保全活動や企業版ふるさと納税を活用した企業の水源保全事業へ

の支援など、多様な主体との協働による活動を推進します。 

   ③ 水源地の魅力発信とツーリズムブランドへの活用 

日光の「清らかな水」を魅力ある観光資源としてブランディングし、水源地の豊かな自然や

水循環の仕組みを学び体験できるエコツアープログラム、水に関連する食文化、水に関連する

体験型コンテンツなどのプロモーションを展開することで、観光客の水源地への関心と保全意

識を高めます。 



第３章 まちづくりの重点施策 

22 

第３章 まちづくりの重点施策 
 

第１節 まちづくりの重点施策の位置付け 

 

 日光市における人口減少、特に県内他市町への女性や若い世代を中心とした転出超過という課題に対

応するため、第３次総合計画では「変わる。が始まる ～Ｓｏｃｉａｌ Ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇ Ｃｉ

ｔｙ〜」を基本戦略に据え、市民一人ひとりが心身ともに健やかで、地域への愛着と誇りを持ち、多様

な人々が互いに支え合いながら活躍できる暮らしを実現することで、定住人口の拡大と日光市の持続的

な発展を目指します。この基本戦略のもと、バックキャスティングの考え方で５年間の重点施策を設定

しました。 

 また、「第３章 まちづくりの重点施策」、「第４章 まちづくりの基本施策」、「第５章 まちづくり

推進の視点」に掲げる施策は、このバックキャスティングの考え方を踏まえ、理想とする未来の実現に

向けて重点的に取り組む施策や、各分野の重要な施策、主要な事業等のみを選択して「ＳＴＥＰ」とし

て体系化することとし、課題解決のための取組や経常的に実施する事業等は、実施計画や各分野の個別

計画において対応することとしています。 

 このような位置付けに基づき、重点施策では、次の３つのプロジェクトを展開していくものとします。 

 

ＳＴＥＰ１ 魅力創出プロジェクト：特に女性や若い世代にとって魅力的な働く場、学ぶ場、暮らす

場などを創出し、日光市への新たな人の流れを生み出します 

ＳＴＥＰ２ 健幸増進プロジェクト：日光市に関わる全ての人が質の高い生活を送り、地域への愛着

を育むことで、個人や集団のウェルビーイングを高めます 

ＳＴＥＰ３ 共創発展プロジェクト：高まった個人や集団の活力を地域全体の活力へと昇華させ、多

様な主体が連携・協働することで「誰もが楽しく 健やかに暮

らす 新しいまち」を共創します 
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施策の効果を測る成果指標 

第３次総合計画では、まちづくりの重点施策及びまちづくりの基本施策に掲げた施策の効果を測るた

め、それぞれに成果指標（ＫＰＩ）を設定することとします。 

成果指標は、目指すべき都市像である「誰もが楽しく 健やかに暮らす 新しいまち」の実現に向け、

日光市に関わる人々の幸福度を用いることとし、これを数値的に把握するため、デジタル庁が提唱する

ウェルビーイング指標※１を活用します。 

 

成果指標：地域幸福度（ウェルビーイング指標） 

基準値  Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ 

7.1  7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 

 

 地域幸福度の把握は、毎年度のアンケート調査を通じて行います。 

 アンケート調査では、「生活環境」、「地域の人間関係」、「自分らしい生き方」の３つの因子に大別し、

回答者の幸福度を０から１０の１１段階で自己評価して得られた評価の平均値を地域幸福度としてい

ます。 

令和６年度アンケート調査における地域幸福度の平均値は７．１であり、これを基準値として、第３

次総合計画前期基本計画の最終年度である令和１２年度において、地域幸福度７．５を目指します。 

 

 また、上記３つの因子は、更に２４のカテゴリーに細分化されるため、これを用いて「第４章 まち

づくり基本施策」において、教育、福祉と健康、産業などの節別にウェルビーイング指標の成果指標を

設定します。これにより、第３次総合計画の分野別の施策の実効性を評価します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 出所：一般社団法人スマートシティ・インスティテュート「地域幸福度（Ｗｅｌｌ－Ｂｅｉｎｇ）指標」 

  公開先：デジタル庁 https://well-being.digital.co.jp 
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第２節 まちづくりの重点施策の内容 

 

 １ 魅力創出プロジェクト 

 

   女性や若い世代が、日光市で新しいライフスタイルやキャリアを築きたいと思えるよう、働く魅

力、住まう魅力、学ぶ魅力、創造する魅力など、多角的な魅力を総合的に高め、日光市ならではの

「輝く未来」を示すことで、多様な人材が集い、定着する基盤を構築します。未来を担う若い世代

に選んでもらえる魅力的なまちづくりに取り組むとともに、移住者や関係人口等を積極的に呼び込

むことで、まちに賑わいと活力を生み出します。 

 

  （１）魅力の発掘・発信 

    女性や若い世代に選ばれるまちを目指すため、様々な視点で日光市の新しい魅力を発掘し、戦

略的に発信します。若い世代が地元で学ぶ魅力を向上させるとともに、市民一人ひとりが誇りを

持って主体的に日光市の魅力をＰＲできるような、新たな発信の仕組みを構築します。 

   ・次代を担う若い世代の学びと活動の場の充実 

   ・市民協働による新たなプロモーション体制の構築 

 

  （２）多様なライフスタイルの実現を支援 

    働き方や暮らし方の価値観が多様化する現代において、日光市ならではの新しいライフスタイ

ルを提案し、その実現を支援します。デジタル技術を積極的に活用し、観光目的だけでなく、日

光市の様々な魅力に関心を持つ多様な人々との新たなつながりを結び、関係人口を超えた活動人

口の創出を目指すとともに、二地域居住や週末（季節）移住につなげます。 

   ・多様な関わり方を創出する新たな交流基盤の構築 

 

  （３）日光で輝く始めの一歩を応援 

    こどもから若い世代まで、未来を担う世代が日光市で夢や目標に向かって挑戦できる環境を整

えます。地域や地元企業と連携し、こどもたちの職業観を育むキャリア教育を体系化するととも

に、若い世代の「やりたい」という主体的な活動を支援し、次代のまちづくりを担う人材の育成

と定着を図ります。 

   ・地域全体でこどもや若い世代の未来の選択肢を広げるキャリア教育の推進 

   ・主体的・創造的な活動を支援し、まちづくりの担い手を育む環境の整備 
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 ２ 健幸増進プロジェクト 

 

   市民や日光市に関わりを持った人々が、心身ともに健やかで、安全・安心な生活を送り、地域社

会との温かいつながりの中で幸せを実感できる「ウェルビーイング」の高い状態を目指します｡生

活の質の向上に向けたきめ細やかなサービスを提供するとともに、地域への関心や誇りを高める機

会を創出することで、特に、子育て世代や地域社会とのつながりを求める若い世代が、「ずっと日

光市に住み続けたい」と思える愛着の醸成に取り組みます。 

 

  （１）健やか日光暮らしの推進 

    安心してこどもを産み育てられる環境を提供し、日光市での健やかな暮らしを支援します。こ

どもから高齢者まで、市民一人ひとりの達成感や成功体験を積み重ね、それらを新たな可能性に

つなげる機会を創出することで、生まれ育ったまちで心豊かに日々の生活を送ることができる環

境を整えるとともに、日光市に関心がある人々に対しても、日光暮らしの魅力を体感してもらう

機会を提供し、移住・定住へとつなげます。 

   ・こどもを通じた日光体験プログラムの提供 

   ・親と子が集うあそび場づくり 

 

  （２）郷土愛着の醸成 

    市民が地域とのつながりを深め、まちに愛着と誇りを持つことができる機会を創出します。農

業体験やボランティア活動など、様々な地域活動への参加を促す仕組みを構築するとともに、地

域の魅力に関わる「人」に焦点を当てた交流事業を通じて地域への関心を高め、心豊かな暮らし

の実現を目指します。 

   ・地域活動への参加意欲を高める仕組みの構築 

   ・人と人のつながりを深め、地域への愛着を育む機会の提供 

 

  （３）健幸の賑わいづくり 

    日常生活の中で、楽しみながら自然に健康になれるまちづくりを推進します。誰もが歩きたく

なるような魅力的な空間づくりと、健康増進の取組を連携させることで、中心市街地を始め、そ

れぞれの地域内で回遊性向上と市民の健康意識の醸成を図るとともに、各拠点における賑わいと

活力の創出に取り組みます。 

   ・まちなかの回遊性向上と市民の健康増進を連携させた事業の推進 
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 ３ 共創発展プロジェクト 

 

   個人や集団のウェルビーイング向上を基盤として、市民、企業、ＮＰＯ、教育機関、行政など、

日光市内外の多様な主体が、それぞれの強みを生かして連携し、その活力を地域全体の持続的な発

展へとつなげます。新たな価値やサービスを共創する機運を醸成することで、地域の活力や日光市

ならではの新たな魅力を創出し、社会全体のウェルビーイングを向上させることを目指します。 

 

  （１）地域特性を生かした変革促進 

    企業や市民活動団体等の活力を積極的に活用しながら、広大な市域における中山間地域の過疎

化や社会的な孤立といった課題に対応します。遠隔地にいる高齢者やこども同士がつながるミュ

ニティの形成を促し、誰もが楽しく安心して暮らせる社会の実現を目指します。 

   ・地域を超えたコミュニティの形成 

 

  （２）多様な主体による共創 

    まちづくりに関わる多様な主体との連携を深化させ、地域全体の活力を高めます。日光市のま

ちづくりの中核を担う企業との共創体制を強化するほか、民間企業や地域と連携した多世代交流

イベントの開催などに取り組み、共創の輪を広げます。 

   ・まちづくりを共に推進するパートナー企業との連携の強化 

   ・先端技術を活用した安全・安心な暮らしを支える仕組みの構築 

   ・世代を超えた交流の促進 

 

  （３）笑顔が輝く新しいまちづくり 

    多様な主体が連携し、未来へとつながる新たな価値を創造する取組を推進します。女性や若い

世代を中心とした新たな交流と賑わいの拠点を創出するほか、オンラインサービスを活用した中

山間地域の支援を促進します。また、新しいまちの実現に向けた取組を戦略的に発信することで、

企業の共感を呼び、新たな人流の獲得につなげます。 

   ・中心市街地における女性や若い世代の交流拠点の創出 

   ・デジタルコミュニティでつながる中山間地域支援 

   ・健幸への共感を広げ、共創を促進する情報発信の強化 
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施策別のウェルビーイング指標 
 ウェルビーイング指標は、主観指標及び客観指標で構成されます。主観指標は、アンケート調査に基

づき回答者の「幸福度」を、客観指標は、統計データ等から日光市の「暮らしやすさ」を数値化・可視

化しており、全国的な平均水準を５０として、標準偏差値で算出されます。 

 まちづくりの重点施策及びまちづくりの基本施策では、それぞれに関係する主観指標の標準偏差値を

成果指標とし、節別に施策の実効性を評価します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和６年ウェルビーイング指標のカテゴリー別レーダーチャート】 
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まちづくりの基本施策では、ウェルビーイング指標を構成する３つの因子、２４のカテゴリーのうち、

各節の取組の効果を最も測りやすいと目される因子を、成果指標として設定しています。 

第１節 地域の未来を担う人を育てる、教育のまちづくり 

因子 

教育機会の豊かさ 

調査項目 

調査項目 ・学びたいことを学べる機会がある 

基準値 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ 

４４．２ ４６．０ ４７．０ ４８．０ ４９．０ ５０．０ 

第２節 やさしく、支え合う、福祉と健康のまちづくり 

因子 

健康状態 
調査項目 ・身体的に健康な状態である 

調査項目 ・精神的に健康な状態である 

基準値 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ 

５２．９ ５３．０ ５３．５ ５４．０ ５４．５ ５５．０ 

第３節 雇用創出と地域経済発展を進める、産業のまちづくり 

因子 

雇用・所得 
調査項目 ・やりたい仕事を見つけやすい 

調査項目 ・適切な収入を得るための機会がある 

基準値 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ 

３８．６ ４０．０ ４２．５ ４５．０ ４７．５ ５０．０ 

第４節 便利で住みよい、居住環境のまちづくり 

因子 

移動・交通 
調査項目 ・公共交通機関で好きな時に好きなところ 

調査項目 ・へ移動ができる 

基準値 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ 

４３．１ ４４．４ ４５．８ ４７．２ ４８．６ ５０．０ 

第５節 強じんな地域社会を構築する、安全・安心のまちづくり 

因子① 

自然災害 
調査項目 ・暮らしている地域では、防災対策がしっ 

調査項目  かりしている 

基準値 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ 

４４．６ ４５．０ ４６．０ ４７．０ ４８．０ ５０．０ 

      

因子② 

事故・犯罪 
調査項目 ・防犯対策が整っており治安が良い 

調査項目 ・歩道や信号が整備されていて安心である 

基準値 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ 

３９．１ ４１．０ ４３．０ ４５．０ ４７．０ ５０．０ 
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ＳＤＧｓの１７の目標 

 「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals）」とは、平成２７（２０１５）

年９月の国連サミットで採択された、令和１２（２０３０）年までに持続可能でよりよい世界を目指す

国際目標です。１７のゴール・１６９のターゲットで構成され、「地球上の誰一人取り残さない」こと

をスローガンに、先進国も発展途上国も目指すべき国際社会共通の目標です。 

 

1．貧困をなくそう 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終

わらせる 

 

 

2．飢餓をゼロに 

飢餓を終わらせ、食糧安全保障および栄養改善を

実現し、持続可能な農業を促進する 

 

3．全ての人に健康と福祉を 

あらゆる年齢の全ての人々の健康的な生

活を確保し、福祉を促進する 

 

 

4．質の高い教育をみんなに 

全ての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確

保し生涯学習の機会を促進する 

 

5．ジェンダー平等を実現しよう 

ジェンダー平等を達成し、全ての女性及

び女児の能力強化を行う 

 

 

6．安全な水とトイレを世界中に 

全ての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能

な管理を確保する 

 

7．エネルギーをみんなに、 

そしてクリーンに 
全ての人々の、安価かつ信頼できる持続

可能な近代的エネルギーへのアクセスを

確保する 

 

 

8．働きがいも経済成長も 
包摂的かつ持続可能な経済成長及び全ての人々

の完全かつ生産的雇用と働きがいのある人間ら

しい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する 

 

9．産業と技術革新の基盤を 

つくろう 
強じん（レジリエント）なインフラ構築、

包摂的かつ持続可能な産業化の促進及び

イノベーションの推進を図る 

 

 

10．人や国の不平等をなくそう 
各国内および各国間の不平等を是正する 

 

11．住み続けられるまちづくり 

  を 

包摂的で安全かつ強じん（レジリエント）

で持続可能な都市および人間居住を実現

する 

 

 

12．つくる責任、つかう責任 

持続可能な生産消費形態を確保する 

 

13．気候変動に具体的な対策を 
気候変動及びその影響を軽減するための

緊急対策を講じる 

 

 

14．海の豊かさを守ろう 

持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全

し、持続可能な形で利用する 

 

15．陸の豊かさも守ろう 

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利

用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠

化への対処、並びに土地の劣化の阻止・

回復及び生物多様性の損失を阻止する 
 

 

 

16．平和と公正を全ての人に 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を

促進し、全ての人々に司法へのアクセスを提供

し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任の

ある包摂的な制度を構築する 

 

17．パートナーシップで 

目標を達成しよう 
持続可能な開発のための実施手段を強化

し、グローバル・パートナーシップを活

性化する 
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第４章 

まちづくりの基本施策 
 

 

 

第１節 地域の未来を担う人を育てる、教育のまちづくり 

①学校教育     ②社会教育        ③文化財    

④スポーツ  

第２節 やさしく、支え合う、福祉と健康のまちづくり 

①社会福祉     ②こども・子育て支援   ③高齢者福祉   

④障がい者福祉   ⑤健康・医療 

第３節 雇用創出と地域経済発展を進める、産業のまちづくり 

①観光       ②商工業・雇用・労働   ③農業・畜産業・水産業 

④森林・自然環境 

第４節 便利で住みよい、居住環境のまちづくり 

①都市基盤整備   ②道路・上下水道     ③住環境  

④地域交通     ⑤資源循環 

第５節 強じんな地域社会を構築する、安全・安心のまちづくり 

 ①防災・危機管理  ②消防・救急       ③生活安全 
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第４章 まちづくりの基本施策 

 

 

第１節 

 地域の未来を担う人を育てる、 

教育のまちづくり 

 

① 学校教育 

② 社会教育 

③ 文化財 

④ スポーツ 

 

 

 

成果指標：教育機会の豊かさ 

基準値  Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ 

４４．２  ４６.０ ４７．０ ４８．０ ４９．０ ５０．０ 

※成果指標については、２７及び２８頁を参照 
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第１節 地域の未来を担う人を育てる、教育のまちづくり 

第１項 学校教育 
 

 未来を担うこどもを育てる質の高い教育環境づくり  
 

 
 

 

 

 

【事業進捗の目安】 

 

•少子化により学校が小規模化し、多くの学校で適正規模を保つことが困難な状況にあります。

•ＩＣＴ活用の急速な進展など、児童生徒の教育環境を取り巻く状況は、目まぐるしく変化し
ていることに加え、学校施設や給食施設の老朽化が進んでいます。

•児童生徒が減少する中にあって、小学校から中学校まで９年間を見通した連続性のある教育
を行い、一人ひとりの個性・能力に合せた教育や地域の特性を生かした学校の設置を可能と
する義務教育学校が法制化されました。

背 景

•本市の児童生徒の学力調査の結果によると、国・県の平均と比べ同程度かやや低い状況です。

•日光市学校教育基本計画に基づき、義務教育９年間を見通した系統的で連続性のある小中一
貫教育を基盤とした教育活動に取り組んでいます。

•一部の小学校において、複数の教職員により指導を行うチーム担任制を先行導入しています。

•学校施設マネジメント実行計画を策定し、学校再編の在り方、教育の目指すべき将来像とと
もに、施設利活用の方向性の検討を進めています。

現 状 分 析

•計画的に適正配置を進めてもなお、多くの学校が適正規模を保つことが難しい現状です。

•小規模校が多く、教職員数が限られる中にあって、多様化・複雑化するこどもたちへの支援
や、変化する教育環境に対応するための教職員の多忙化が問題です。

•学校規模や地域性の違いが大きいため、その特徴を生かした指導体制を構築し、各学校にお
けるマネジメント機能を強化する必要があります。

課 題

項目名

チーム担任制に対する
肯定的な回答の割合（％）※

基準
（Ｒ６）

－

Ｒ８

70

Ｒ９

75

Ｒ１０

80

Ｒ１１

85

Ｒ１２

90

地域別児童生徒数の推移 チーム担任制イメージ 

※児童及び先生（教職員）への意識調査結果 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 小中学校適正配置事業 

学校施設マネジメント実行計画について、広く周知する

とともに、具体的な学校再編については、地域や関係機

関等の理解を得ながら進めます。 

また、老朽施設の計画的な更新、給食施設の在り方を含

めた将来的な方向性についても併せて整理します。 

学校教育課 

２ チーム担任制 

学校教育における様々な課題に対応するため、令和７年

度の先行実施校の状況を踏まえ、チーム担任制を全小学

校に導入します。 

学校教育課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 小中学校適正配置事業 

学校再編に伴う課題（学区・通学手段・保育連携など）

について整理し、広く関係機関等との協議・検討を進め

ます。 

また、老朽施設の計画的な更新、給食施設の在り方など

について具体的な検討を行います。 

学校教育課 

２ チーム担任制 

小学校全校でのチーム担任制導入による課題等を検証

しながら、学校が主体的に工夫・改善することができる

よう支援し、日光市の学校規模や形態、地域性や教職員

構成等の特徴に合ったチーム担任制の構築を進めます。 

学校教育課 

 

  

ＳＴＥＰ１ 学校再編の推進とチーム担任制の導入

•学校施設マネジメント実行計画に基づく学校再編を進めます。また、こどもの多様性を尊重し、複数の教
員によるきめ細やかな指導・支援を行うことができるチーム担任制を導入します。

ＳＴＥＰ２ チーム担任制の実践による効果的な指導体制の構築

•学校再編を進めるにあたり、解決すべき多くの課題を整理するとともに、チーム担任制の実践と検証によ
り、学校規模や地域特性にあった効果的な指導・支援体制を構築します。
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 小中学校適正配置事業 

社会環境の変化や課題への対応状況などを踏まえ、事業

の検証と必要な見直しを行い、計画の実効性を高めま

す。 

学校教育課 

２ チーム担任制 
各学校にあったチーム担任制を確立することで、学校の

組織力向上と学びに向かう集団づくりを促進します。 
学校教育課 

 

関連する個別計画 

 

計画名 策定年月 計画期間 

第４次日光市学校教育基本計画 Ｒ８．３ Ｒ８～Ｒ１２ 

日光市学校施設マネジメント実行計画 Ｒ８．３ Ｒ８～Ｒ１５ 

日光市学校施設長寿命化計画 Ｒ３．３ Ｒ３～Ｒ４２ 

 

  

ＳＴＥＰ３ 学校におけるマネジメント機能の向上

•日光版チーム担任制を確立し、各学校のマネジメント機能を高めます。更に教職員の資質向上を図り、個
別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実と主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善につな
げるとともに、質の高い教育環境づくりを進めます。
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第１節 地域の未来を担う人を育てる、教育のまちづくり 

第２項 社会教育 
 

地域を学び、地域とつながり活躍できる人材の育成 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業進捗の目安】 

 

•社会情勢の変化やデジタル化の進行などに伴い、社会教育に対するニーズが多様化していま
す。

•地域コミュニティの希薄化が進み、地域でこどもを通じて交流する機会が減少しています。

•少子高齢化や人口減少により、地域における伝統行事等の担い手不足が顕著になっています。

背 景

•様々な分野での学習成果を発表する場として日光学まつり・生涯学習フェスタを開催し、学
習活動実践者同士の交流の機会を提供しています。

•社会教育施設の適切な運営に努め、市民が利用しやすい学習環境を整備しています。

•地域の特色を生かした講座を展開し、市民の学習やサークル活動を支援しています。

現 状 分 析

•地域コミュニティの希薄化に伴い、これまで地域での交流の中で受け継がれてきた社会教育
の機会が減少しています。

•地域コミュニティの活性化や伝統行事等の継続のために、地域の担い手となる人材の養成が
求められています。

•文化活動の拠点施設について、検討を進める必要があります。

課 題

項目名

担い手養成研修の実施回数

基準
（Ｒ６）

0

Ｒ８

0

Ｒ９

2

Ｒ１０

2

Ｒ１１

2

Ｒ１２

2

実践的学び 

地域連携 

地域資源 

多世代交流 

地域での学びの実践 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 学びの実践推進事業 

学びを広く地域での実践に生かせる人を育成する

ため、自ら学ぶきっかけとして、貴重で素晴らし

い地域資源の魅力を知り学ぶ機会を提供します。 

生涯学習課 

２ 
文化資源（伝統行事等）の 

情報発信事業 

地域の文化資源（伝統行事等）の調査を実施し、デ

ータベース化します。 
生涯学習課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 学びの実践推進事業 

自ら学ぶ中で得た知識や想いを仲間や地域の人々

と共有し、つながりを広げる機会を創出します。 

担い手としての活動に向け養成講習会を実施しま

す。 

生涯学習課 

２ 
文化資源（伝統行事等）の 

情報発信事業 

データベースを活用し、地域の文化を学ぶカリキ

ュラムや事業を導入します。 
生涯学習課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 学びの実践推進事業 
自らの学びとつながりを生かし、地域とつながり、

地域の担い手として活動する人を支援します。 
生涯学習課 

２ 
文化資源（伝統行事等）の 

情報発信事業 

カリキュラム受講者がＳＮＳなどを活用し、地域

の文化をテーマとした情報の自主的な発信につな

げます。 

生涯学習課 

 

  

ＳＴＥＰ１ 自ら進んで学ぶ人づくり

•地域の素晴らしさを感じながら、地域への愛着を持って、自ら進んで学ぶ人材を育成します。

ＳＴＥＰ２ 学びを通したつながりづくり

•自ら学ぶ人たちが、学びを通して仲間や地域などとの新しいつながりを生み出し、さらに広げる機会を創
出します。

ＳＴＥＰ３ 学びを実践できる担い手づくり

•学習や活動を通じて、地域の担い手としての素養を身に着けた人が、地域とつながり、社会教育の実践活
動を広く展開できるよう支援します。
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関連する個別計画 

 

計画名 策定年月 計画期間 

第３期日光市生涯学習推進計画 前期計画 Ｒ８．３ Ｒ８～Ｒ１２ 
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第１節 地域の未来を担う人を育てる、教育のまちづくり 

第３項 文化財 
 

 地域の文化財を支え、次世代へ継承する担い手の育成  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業進捗の目安】 

 

•日光市には、世界遺産「日光の社寺」、日光杉並木街道、足尾銅山関連の産業遺産を始め、
国・県・市指定の文化財が数多く存在しています。

•これらの文化財は、地域の歴史や文化を象徴する重要な資産であり、保存と活用が求められ
ています。

•既存の文化財に加え、情報収集や調査研究が必要な文化財も各地域に存在しており、これら
の管理と保護が肝要です。

背 景

•文化財の保存と活用に向け「文化財保存活用地域計画」の策定を進めています。

•情報の発信は、ホームページや一部のＳＮＳなどに留まっています。

現 状 分 析

•文化財の保存と活用に関わる専門的な知識を持つ人材や担い手不足が課題です。

•文化財に関するコンテンツの充実と、情報発信の強化が求められています。

•地域住民にとって文化財が誇れる資産として認識されていない現状が課題となっており、次
世代への継承に向けた地域との連携が必要です。

課 題

項目名

文化財担い手育成講座等
の開催回数

基準
（Ｒ６）

0

Ｒ８

4

Ｒ９

6

Ｒ１０

6

Ｒ１１

6

Ｒ１２

6

愛着の醸成 次世代への継承 人材の確保 

有形文化財 

【建造物・美術工芸品】 

二社一寺建造物、絵画、彫刻など 

地域社会全体で文化財を継承 

【民俗資料・信仰など】 

日光下駄、庚申山碑など 

無形民俗文化財 記念物 

【史跡・天然記念物・名勝】 

足尾銅山跡、日光杉並木街道 

ニホンカモシカ、中禅寺湖など 

有形民俗文化財 

【芸能・年中行事など】 

獅子舞、弥生祭など 

地域に埋もれていて指定や登録になっていない文化財 

神社・仏閣、遺跡、石碑・石塔、仏像、民謡、伝統祭事など 

国・県・市による指定・登録文化財 未指定文化財 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 文化財担い手育成事業 

文化財に関心のある市民等を募集し、基礎的な知識

や技能を学ぶ講座を実施します。 

また、こどもたちに対しては、パンフレットや映像資

料等を作成し、学校移動博物館や館内見学会等の実

施校を増やすことなどで人材の掘り起こしを図りま

す。 

文化財課 

２ 地域文化財情報発信事業 

文化財に関する素材の抽出と、地域計画策定に係る

アンケートの結果等をもとに、文化財ポータルサイ

トを整備し、情報発信のための基盤を強化します。 

文化財課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 文化財担い手育成事業 

地区公民館・小中学校等と連携した講座等や伝統工

芸・民俗芸能等の体験会を実施することにより、身近

な文化財への愛着醸成を図ります。 

また、講座等参加者を中心に、文化財の保存活用に向

けた各種事業への協力体制を構築します。 

文化財課 

２ 地域文化財情報発信事業 

地域住民等の協力のもとで、ＳＮＳなどによる文化

財を素材としたコンテンツを定期的に発信するほ

か、ポータルサイトの活用促進を図ることで、地域の

文化財に対する理解や関心を深め、愛着の醸成につ

なげます。 

文化財課 

 

  

ＳＴＥＰ１ 文化財継承のための人材の確保

•地域の文化財を次世代へ継承していくため、地域住民や小中学生等に身近な文化財に興味や関心を持って
もらい、将来の人材確保につなげます。

ＳＴＥＰ２ 地域への愛着醸成

•地域の文化財についてより深く理解するために、地区公民館・小中学校等と連携した学習機会を設け、文
化財への愛着を醸成するとともに、ホームページ・ＳＮＳなどを活用した情報発信体制を強化します。
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 文化財担い手育成事業 

講座等の受講者による文化財の価値や魅力を伝える

役割を担う自主的な活動を支援するとともに、こど

もたちによる身近な文化財の研究発表等の機会を創

出することで、主体的に関わる人材の育成を図りま

す。 

文化財課 

２ 地域文化財情報発信事業 

自主的に情報発信を行う地域住民を増やすことで、

行政だけではなく地域に根差した市民目線による多

種多様な文化財の魅力や価値を伝えます。 

文化財課 

 

関連する個別計画 

 

計画名 策定年月 計画期間 

日光市文化財保存活用地域計画 Ｒ１１．３ Ｒ１１～ 

 

  

ＳＴＥＰ３ 次世代への継承

•主体的に事業に関わる担い手や情報発信をする地域住民を育てることで、行政と市民が一体となり文化財
の積極的な活用と次世代への継承につなげます。
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第１節 地域の未来を担う人を育てる、教育のまちづくり 

第４項 スポーツ 
 

 いつまでも身近な地域でスポーツに親しめる環境づくり  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業進捗の目安】 

 

•日光市におけるスポーツは、地域振興や健康増進においても重要な要素として位置付けられ
ています。

•スポーツ推進計画に基づき、地域資源を活用したスポーツ活動が展開されていますが、少子
高齢化や地域コミュニティの希薄化が影響を及ぼしています。

背 景

•スポーツ少年団や総合型地域スポーツクラブが地域で活動し、こどもから高齢者まで幅広い
世代が参加しています。

•特色あるスポーツであるホッケー及びスケート競技において、地元プロスポーツチーム等と
連携した教室の開催などにより、競技人口の減少に歯止めをかけています。

•健康教室やウォーキング教室など、生活習慣病予防を目的とした取組も行っています。

現 状 分 析

•人口減少に伴い、スポーツに参加する人も減少しており、特に若年層において減少が著しく
なっています。

•地域のつながりが弱まり、地域コミュニティが希薄化する中、市民のスポーツ活動への参加
意欲が低下しています。

•全世代において、全国平均と比べてスポーツを習慣的に行っている人の割合が低くなってい
ます。

課 題

項目名

運動・スポーツ習慣化
促進事業の実施団体数

基準
（Ｒ６）

1

Ｒ８

1

Ｒ９

2

Ｒ１０

4

Ｒ１１

6

Ｒ１２

9

0%

20%

40%

60%

80%

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

日光市 国

《年代別スポーツ実施率（週１日以上）》 《スポーツ活動の地域展開》 

出典：日光市スポーツ推進計画策定のための市民意識調査 

令和６年度スポーツの実施状況等に関する世論調査 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 地域スポーツ活動推進事業 

日光市内９地域・地区を単位とし、スポーツに

関するニーズ調査を実施し、地域のスポーツ団

体（総合型地域スポーツクラブ、スポーツ協会

支部等）と事業展開について協議を行い、実施

体制を整備します。 

スポーツ振興課 

２ 
運動・スポーツ習慣化促進

事業 

日光市と医療機関・総合型地域スポーツクラブ

等が連携し、運動・スポーツ習慣化促進事業を

実施します。 

スポーツ振興課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 地域スポーツ活動推進事業 

新たな総合型地域スポーツクラブや、中学校部

活動の地域展開に向けた地域クラブの設立を促

進し、地域のスポーツ団体の活動を支援します。 

スポーツ振興課 

２ 
運動・スポーツ習慣化促進

事業 

複数の総合型地域スポーツクラブ等において、

医療機関と連携した運動・スポーツ習慣化促進

事業を実施します。 

スポーツ振興課 

 

  

ＳＴＥＰ１ スポーツ活動の地域展開に向けた基盤づくり

•地域のスポーツ活動を推進するため、各地域のスポーツに関するニーズを把握するとともに、医療機関、
総合型地域スポーツクラブ等と連携して運動の習慣化に取り組み、スポーツ活動の地域展開に向けた基盤
づくりを行います。

ＳＴＥＰ２ 地域のスポーツ活動の担い手づくり

•地域のスポーツ活動の担い手を育成するため、地域のスポーツ団体の設立や活動を支援するとともに、複
数の総合型地域スポーツクラブにおいて運動・スポーツ習慣化促進事業を実施します。
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 地域スポーツ活動推進事業 

日光市内の全地域において、地域のスポーツ団

体が行う地域のニーズに即した各種スポーツ活

動を支援します。 

スポーツ振興課 

２ 
運動・スポーツ習慣化促進

事業 

日光市内の全地域において、総合型地域スポー

ツクラブ等が医療機関と連携した運動・スポー

ツ習慣化促進事業を実施します。 

スポーツ振興課 

 

関連する個別計画 

 

計画名 策定年月 計画期間 

第２次日光市スポーツ推進計画 Ｒ８．３ Ｒ８～Ｒ１７ 

 

ＳＴＥＰ３ スポーツ活動の各地域への展開

•地域のスポーツ団体によるニーズに即したスポーツ活動と、総合型地域スポーツクラブ等が実施する運
動・スポーツ習慣化促進事業を市内の全地域に展開します。
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第４章 まちづくりの基本施策 

 

 

第２節 

 やさしく、支え合う、 

福祉と健康のまちづくり 

 

① 社会福祉 

② こども・子育て支援 

③ 高齢者福祉 

④ 障がい者福祉 

⑤ 健康・医療 

 

 

成果指標：健康状態 

基準値  Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ 

５２．９  ５３．０ ５３．５ ５４．０ ５４．５ ５５．０ 

※成果指標については、２７及び２８頁を参照 
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第２節 やさしく、支え合う、福祉と健康のまちづくり 

第１項 社会福祉 

 

 つながり支え合う地域福祉の推進  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業進捗の目安】 

 

•少子高齢化の進行や人口減少、生活環境の多様化などが進む中で、経済的な困窮や社会的孤立
など、様々な社会課題が顕在化しています。

•社会福祉法の改正に伴い、重層的支援体制整備事業が創設され、複雑化・複合化した福祉ニーズ
に対応するための包括的な支援体制の整備が求められています。このような制度の枠組みは、
地域住民の多様なニーズに応えるための基盤となっています。

背 景

•生活困窮者自立支援事業等により生活困窮者の自立促進に取り組むとともに、包括的な支援体
制の整備のため、令和７年４月から重層的支援体制整備事業に取り組んでいます。

•社会的孤立防止見守り事業など、協力事業者等とともに見守り活動に取り組んでいます。

現 状 分 析

•社会構造の変化により、一人ひとりの抱える課題が複雑化・複合化しています。これら地域福祉
の課題に対応するため、属性や世代を超えた重層的な支援体制の整備を継続して進める必要が
あります。

•社会環境の変化により、単身世帯の増加や家族・地域などにおける人とのつながりが希薄化す
るなど、多岐にわたるサポートが必要です。孤独・孤立の状態にならないため、人と人とのつなが
りを実感できる地域づくりが必要です。

課 題

項目名

事業推進に関する会議の
開催回数

基準
（Ｒ６）

14

Ｒ８

14

Ｒ９

16

Ｒ１０

16

Ｒ１１

16

Ｒ１２

18

《日光市の重層的支援体制整備事業（事業体系図）》 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 包括的相談支援事業 

各相談機関・支援機関が、属性や世代を問わず包括的に

相談を受け止め、複雑化・複合化した課題について、協

働して支援を行います。 

社会福祉課 

２ 自立相談支援事業 

生活困窮者からの様々な相談に応じ、支援の種類及び内

容等を記載した自立支援計画を策定し、支援効果の確

認・評価を行いながら、自立に向け、包括的・継続的に

支えます。 

社会福祉課 

  

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
継続的支援事業・参加 

支援事業 

支援関係機関等との連携や地域住民等とのつながりを

充実させ、支援が届いていない人を把握し、地域の社会

資源や支援メニューとのマッチングを行うなど、社会と

のつながりづくりに向けた支援を行います。 

社会福祉課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
地域づくりに向けた支援

事業 

安否確認や孤独・孤立防止の見守り活動、地域の担い手

の新たな関係性の構築など、つながり支え合う地域づく

りに向けた取組を支援します。 

社会福祉課 

 

関連する個別計画 

 

計画名 策定年月 計画期間 

第４期日光市地域福祉計画・地域福祉活動計画 Ｒ８.３ Ｒ８～Ｒ１２ 

 

ＳＴＥＰ１ 多機関協働による包括的相談支援

•多機関協働による包括的相談支援を強化し、単独の支援関係機関では対応が難しい課題に対し、各機関等
が本来の機能を発揮し、連携して支援することで、効果的な支援体制を構築します。

ＳＴＥＰ２ アウトリーチ等を通じた継続的支援と参加支援

•アウトリーチ等を通じた継続的支援と参加支援により、潜在的なニーズを把握し、社会とのつながりづく
りに向けた支援を行います。

ＳＴＥＰ３ 地域づくりに向けた支援

•見守り活動や関係性の構築など、地域づくりに向けた支援を進め、地域住民主体の活動を促進することで、
地域の力を高め、福祉サービスの質の向上を図ります。
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0～18歳人口

10,884人
10,567人

10,178人
9,794人

9,419人
9,003人

児童扶養手当受給率

7.64％
6.15％ 6.1％ 8.57％ 8.26％ 7.94％

出生数

392人
371人

330人

280人 275人 266人

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

第２節 やさしく、支え合う、福祉と健康のまちづくり 

第２項 こども・子育て支援 
 

 こどもの成長を支え、安心して子育てができる環境整備  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業進捗の目安】 

 

•過疎地域等を中心に出生数が減少しており、核家族化も進行しています。

•児童扶養手当の受給率は横ばいで推移しており、一定割合のこどもが貧困の状況にあります。

•子育てに関する相談の受付件数や虐待受理件数は、大幅に増加しています。

背 景

•こども医療費の高校３年生までの助成や学校給食無償化、第２子以降の保育料、保育園副食
費の無償化など、経済的な支援や新保育園建設などの環境整備を実施しています。

•妊産婦・子育て世帯・こどもへの一体的な相談支援と体制強化を図るため、「こども家庭セ
ンター」を設置し、虐待等の未然防止に取り組んでいます。

•こども食堂やこどもの居場所づくりを支援するとともに、貧困等がこどもの将来を狭めるこ
とがないよう、ひとり親家庭や生活困窮世帯のこどもへの学習支援等に取り組んでいます。

現 状 分 析

•ライフスタイルや働き方の多様化に対応するため、こどもを始め妊産婦や子育て当事者が、
安全かつ気軽に利用できる居場所を確保することが必要です。

•過疎地域など、こどもが少ない地域の保育体制や、学校の統廃合等に伴い遠隔化する、放課
後や休日のこどもの居場所について、新たな検討が必要です。

•様々な困難を抱える世帯において、こどもの学習や生活支援に取り組む必要があります。

•こども自身、妊産婦、子育て当事者が、より気軽に相談できる体制の整備が求められていま
す。

課 題

項目名

地域こどもの居場所運営費
補助金交付先件数

基準
（Ｒ６）

2

Ｒ８

11

Ｒ９

12

Ｒ１０

13

Ｒ１１

14

Ｒ１２

15

（出典：住民基本台帳、日光市独自集計） 

《１８歳以下の人口、出生数、児童扶養手当受給率の推移》 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
地域こどもの居場所

づくり事業 

こどもの居場所の運営・設立への支援を継続し、関係

機関と連携しながら地域の状況に応じた居場所の拡

充を推進するとともに、地域の団体や民間事業者と

の連携を含めた新たな居場所づくりの検討を行いま

す。 

また、こども食堂を始め、放課後児童クラブや公立公

営施設等、様々な居場所の展開と拡充を図ります。 

子ども家庭支援課 

保育課 

生涯学習課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
こどもの生活・学習

支援事業 

ひとり親や経済的な困難を抱える世帯への学習支援

について、利用促進や高校生への利用勧奨を進めま

す。 

また、外国籍のこどもやヤングケアラーなどへの支

援について、関係機関や地域の団体、民間事業者など

との連携を含めた検討を行います。 

子ども家庭支援課 

学校教育課 

 

  

ＳＴＥＰ１ こどもの健やかな成長を支える環境づくり

•こどもや子育て当事者が、安心して気軽に利用できる居場所を、地域の状況に合わせて拡充します。

•過疎地域等を始め、こどもが少ない地域における保育や居場所について、新たな検討を行います。

ＳＴＥＰ２ 将来につながるこどもの育ちと学びの支援

•親や家庭の状況で、こどもの将来が狭められることがないよう、困難を抱えるこどもや子育て世帯の早期
発見及び学習・生活支援に取り組みます。
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
こども・子育て相談

体制強化事業 

２４時間体制の子育て電話相談などにより、虐待の

未然防止や子育てに困難を抱える家庭への支援を行

います。 

また、こども自身、妊産婦、子育て当事者が、より気

軽に相談等を利用できるよう、オンラインやＡＩを

活用した新たな相談・情報発信方法の検討や関係機

関を交えた相談サポート体制の構築に取り組みま

す。 

子ども家庭支援課 

 

関連する個別計画 

 

計画名 策定年月 計画期間 

日光市こども計画 Ｒ８．３ Ｒ８～Ｒ１１ 

第３期日光市子ども・子育て支援事業計画 Ｒ７．３ Ｒ７～Ｒ１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＴＥＰ３ 子育ての喜びにつながる切れ目のない支援

•インターネットやＳＮＳなどを含めた新たな相談体制の検討を行い、児童虐待の未然防止を図るとともに、
こども・子育ての情報や支援が確かに届く仕組みの構築に取り組みます。
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第２節 やさしく、支え合う、福祉と健康のまちづくり 

第３項 高齢者福祉 

 

 いつまでも自分らしく活躍できる社会の実現  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業進捗の目安】 

 

•６５歳以上の人口は減少していますが、世帯の状況をみると、一人暮らし高齢者や高齢者夫
婦のみの世帯は増加しています。

•要介護度及び年齢階級別の一人当たり介護給付費は年々増加しており、特に、８５歳以上で
増加しています。

背 景

•介護保険制度の持続的な運営にあたり、介護サービスの質の向上や介護人材の確保・定着と
育成を図るため、介護職員初任者研修講座の実施や介護支援専門員等の法定研修受講料の一
部助成等を行っています。

•高齢者やその家族からの相談を受け、その多様なニーズへ対応するため、地域住民と保健・
医療・福祉等の多職種・多機関が連携し介護予防・日常生活支援総合事業等を行っています。

現 状 分 析

•生産年齢人口の減少に伴い、介護の担い手も減少することが予想されるため、介護が必要な
人に、適切に過不足なくサービスを提供していく必要があります。

•加齢に伴う介護の重度化や認知症高齢者の増加などにより、支援が必要な高齢者への対応が
求められます。

課 題

項目名

通いの場における「ちょ
きんアップ体操」開催に
伴う介入支援回数

基準
（Ｒ６）

27

Ｒ８

29

Ｒ９

30

Ｒ１０

30

Ｒ１１

31

Ｒ１２

31

連携

参画

市

介護

福祉

生活支援

(住まい)

医療

保健

地域住民

《地域包括ケアシステムの現状》 

《高齢者人口の推移・今後の推計》 

(出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所ホームページ）

 2000 年 2010 年 2020 年 2030 年 

人口(人） 98,143  90,066  77,661  65,396  

世帯数（世帯） 33,684  33,926  32,308  －  

世帯当たり人数(人） 2.91 2.65 2.40 － 

65－74 歳(人） 12,125  11,996  13,540   10,193 

75 歳以上（人） 

（人口比） 

8,746 

(8.91％) 

12,830 

(14.25％) 

14,310 

(18.43％) 

16,806 

(25.70％) 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
住民が参加する多様な 

場づくりの推進 

健康、生きがい、介護予防につながるよう、地域での

活動や就労の場を支援します。 

また、あらゆる機会を活用した積極的な周知啓発や

関係機関等との連携により、公民館事業やシルバー

大学校への参加を促します。 

高齢福祉課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
介護予防・健康づくり事業

への住民参加の推進  

生活習慣病の重症化予防対策、フレイル対策の視点

でちょきんアップ体操等の介護予防事業への参加を

促進します。 

また、関係機関等と連携し、健康教室・健康診査など

の保健事業と介護予防事業を一体的に実施します。 

さらに、多様な介護予防サービスが提供できるよう、

事業者の開拓等に取り組みます。 

高齢福祉課 

健康課 

保険年金課 

２ 
地域包括ケアシステムの 

深化・推進に向けた取組 

介護が必要な状態になっても、安心して日常生活を

送ることができるよう、地域ケア会議を活用し、医療

と介護の連携の強化、認知症高齢者の家族への支援

など、多職種・多機関が連携する地域包括ケアシステ

ムを推進します。 

高齢福祉課 

健康課 

社会福祉課 

 

  

ＳＴＥＰ１ 住民参加の場づくりの推進

•地域住民が、老人クラブ、通所型サービスＢ（オアシス支援事業）、介護支援ボランティアへの参加など、多様
化する活動に主体的に取り組むことができるよう支援します。

ＳＴＥＰ２ 多職種・機関連携による適切な予防とサービスの提供

•地域住民と保健・医療・福祉等の多職種・多機関が連携し、介護予防活動や各種サービスを提供することで、自
立した生活の維持や要介護状態の軽減を図ります。
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
本人の意思を尊重したケア

の推進 

高齢者とその家族が、住み慣れた地域で安心して暮

らせるよう、日常生活や居住環境への支援、在宅医

療・介護の連携、権利擁護制度の利用促進、認知症へ

の総合的な支援など、本人の意思を尊重したケアを

推進します。 

高齢福祉課 

健康課 

社会福祉課 

２ 

生涯活躍のための就労・ 

社会参加に対する仕組みの 

実現 

社会福祉協議会やシルバー人材センター、民間企業、

ハローワーク、ＮＰＯ等と連携し、働く意欲のある高

齢者が、能力や経験を生かし、生涯を通して活躍でき

る地域の仕組みづくりに取り組みます。 

高齢福祉課 

商工課 

 

関連する個別計画 

 

計画名 策定年月 計画期間 

第４期日光市地域福祉計画・地域福祉活動計画 Ｒ８．３ Ｒ８～Ｒ１２ 

日光市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画 Ｒ６．３ Ｒ６～Ｒ８ 

 

  

ＳＴＥＰ３ いつまでも社会の一員として活躍できる体制づくり

•自らのスキルや知識を生かし、社会の一員として活躍できる仕組みづくりに取り組みます。
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日光市障がい福祉支援マスコットキャラクター きすげ 

©日光市／画：日光観光ＰＲ応援団 一葵さやか 

第２節 やさしく、支え合う、福祉と健康のまちづくり 

第４項 障がい者福祉 
 

 障がいを理解し共生するまちづくり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業進捗の目安】 

 

•障がいのある人の就労支援については、就労継続支援事業所などにおける就労機会の提供と
そこから得られる収入の増加が求められています。

•障害者手帳所持者に加え、発達障がいや高次脳機能障がい、難病を抱えている人など、必要
とする支援内容が多様化しており、それぞれの状態に応じた柔軟な対応が求められています。

背 景

•就労支援として、福祉サービス施設などの通所に要する費用を助成し、経済的な負担を軽減
することにより、障がいのある人の自立と社会参加の促進を図っています。

•障がいのある人やその家族等からの相談窓口として「日光市障がい者相談支援センター」及
び「日光市障がい者基幹相談支援センター」を設置し、福祉に関する様々な相談に応じ、必
要な情報の提供や助言、障がい福祉サービスなどの利用支援を行っています。

•関係機関と連携し、地域における生活支援、自立支援、社会参加などの支援を行っています。

現 状 分 析

•障がいのある人の雇用機会を拡大するため、企業等に対して雇用に向けた働きかけを行うと
ともに、雇用に関する課題について意見交換を行うなど、一般就労に向けた支援が必要です。

•身近な地域で、迅速かつ的確な支援につなげるためには、各相談機関が相互に連携できる相
談支援体制の充実・強化が必要です。

課 題

項目名

障がい者文化・芸術展の
開催回数

基準
（Ｒ６）

1

Ｒ８

1

Ｒ９

1

Ｒ１０

1

Ｒ１１

1

Ｒ１２

1

（出典：日光市独自集計） 

《障害者手帳所持者数の推移（各年４月１日現在）》 

区 分
令和２年
(2020)

令和３年
(2021)

令和４年
(2022)

令和５年
(2023)

令和６年
(2024)

身体障害者手帳 3,827 3,643 3,540 3,546 3,377
療育手帳 799 823 807 822 844
精神障害者保健福祉手帳 566 597 566 601 661

合 計 5,192 5,063 4,913 4,969 4,882
総人口 80,981 79,820 78,313 77,153 75,961
対人口比（％） 6.41% 6.34% 6.27% 6.44% 6.43%
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 障がい者就労支援事業 

障がい福祉事業所間の連携を強化し、共同受注体制

の基盤を確立するとともに、新規受注の開拓を行う

ことにより、事業所の経営安定化や施設利用者の工

賃水準の引き上げを図ります。 

社会福祉課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 地域生活支援拠点事業 

介護者の病気や入院などの理由で緊急的に支援が必

要になった場合、短期入所の受入れを実施するとと

もに、多様なニーズに対応するコーディネーターを

配置し、障がいのある人やその家族等が安心して生

活できるよう、地域の体制づくりを推進します。 

社会福祉課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
レクリエーション活動等の

充実 

一人ひとりの個性や能力を最大限に発揮し、いきい

きと自分らしく生活することができるよう、生涯学

習、スポーツ・レクリエーション活動の支援を強化し

ます。 

社会福祉課 

 

関連する個別計画 

 

計画名 策定年月 計画期間 

日光市障がい者計画（第４期計画） Ｒ７．３ Ｒ７～Ｒ１１ 

日光市障がい福祉計画（第７期計画）・障がい児福祉計画（第

３期計画） 
Ｒ６．３ Ｒ６～Ｒ８ 

 

ＳＴＥＰ１ 障がいのある人の就労支援

•安心して仕事を続けられるよう、関係機関と連携し、就労支援体制を整備するとともに、障がいのある人
の就労に関する福祉サービスの利用促進や周知啓発を図ります。

ＳＴＥＰ２ 地域生活支援拠点における支援体制づくり

•地域生活への移行に向け、親亡き後を見据えた親元からの自立の支援、緊急時の受入対応体制の確保、専
門性のある人材の養成・確保、グループホーム入居などの体験機会等の提供など、地域での生活を支援す
る体制づくりを推進します。

ＳＴＥＰ３ 生きがいのある生き方への支援

•障がいのある人が文化芸術に親しみ、創造や発表などの多様な活動に参加する機会の確保等を通じて、個
性や能力を最大限に発揮し、いきいきと自分らしく生活できる環境の充実を図ります。
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第２節 やさしく、支え合う、福祉と健康のまちづくり 

第５項 健康・医療 
 

 持続可能な地域医療の確保  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業進捗の目安】 

 

•日光市内には、６つの病院と多数のクリニックが存在していますが、ほとんどの医療機関に
おいて内科が主な診療科目となっています。

•へき地診療所は、過疎地域における医療提供体制の確保に重要な役割を担っていますが、受
診者は減少し続けています。

背 景

•日光市では、過疎地域における医療の確保を図るため、奥日光、小来川、三依、湯西川、国
民健康保険栗山診療所のへき地診療所を運営しています。

•足尾地域の医療機関が令和８年度末で閉鎖するため、足尾地域の医療の確保を目的に（仮
称）足尾診療所の開所に向けて準備を進めています。

現 状 分 析

•へき地診療所の運営については、医師を始め、医療従事者の確保が困難なため、持続可能な
運営体制の検討が必要です。

•へき地診療所の受診者が減少し、財政負担が大きくなってきており、診療所の安定的な運営
を図る必要があります。

課 題

項目名

オンライン診療に対応する
診療所数

基準
（Ｒ６）

0

Ｒ８

0

Ｒ９

0

Ｒ１０

0

Ｒ１１

0

Ｒ１２

1

（出典：日光市独自集計） 

《へき地診療所の患者数の推移》 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
地域医療ニーズの把握と関係

機関との調整 

地域住民等に対し、オンライン診療の導入を

含めた地域医療に対するアンケートやヒア

リングを実施し、利用意向や懸念点など、具

体的なデータの収集を行います。 

また、関係医療機関や栃木県と意見交換を行

い、へき地医療の提供体制やオンライン診療

に必要な環境整備等について調整し、実施に

向けて準備を進めます。 

健康課 

保険年金課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ オンライン診療の試行運用 

オンライン診療の試行運用を開始し、地域住

民に対し、受診機会の確保や移動に伴う負担

軽減などのメリットや利用方法について、周

知啓発を行います。 

健康課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ オンライン診療の本格運用 

試行運用の結果を踏まえ、改善点を取り入れ

ながら本格的な運用を開始します。また、定

期的に運用状況の評価を行い、改善を図りま

す。 

健康課 

 

  

ＳＴＥＰ１ 地域医療の確保に向けた現状把握と運用体制の整備

•過疎地域における地域医療を確保するため、へき地診療所におけるオンライン診療の導入に向けて、地域
住民のニーズ調査や医療機関等と調整を図るとともに、オンライン診療に必要な環境整備を進めます。

ＳＴＥＰ２ オンライン診療の試行運用と評価検証

•オンライン診療の試行運用を開始し、評価検証することで、医療の質を高めるとともに、利用者と医療従
事者の双方にとって利便性の高い本格運用につなげます。

ＳＴＥＰ３ オンライン診療の本格運用による医療提供体制の確保

•オンライン診療を本格的に運用することで、過疎地域においても安心して医療を受けられる、持続可能な
医療提供体制の確保を図ります。
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第４章 まちづくりの基本施策 

 

 

第３節 

 雇用創出と地域経済発展を進める、 

産業のまちづくり 

 

① 観光 

② 商工業・雇用・労働 

③ 農業・畜産業・水産業 

④ 森林・自然環境 

 

 

 

成果指標：雇用・所得 

基準値  Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ 

３８．６  ４０．０ ４２．５ ４５．０ ４７．５ ５０．０ 

※成果指標については、２７及び２８頁を参照 
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第３節 雇用創出と地域経済発展を進める、産業のまちづくり 

第 1 項 観光 
 

 地域と連携した魅力ある観光地づくり  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業進捗の目安】 

 

•日光市は豊富な観光資源を有し、観光業は基幹産業として重要な役割を果たしています。

•国などによる観光立国政策の推進や円安の進行、各国の経済成長により、日光市内への外国
人観光客が増加しています。

•地域ＤＭＯとして日光市観光協会が登録され、観光案内や観光ＰＲ等の役割のみならず、持
続可能な観光地域づくりの司令塔としての役割が期待されています。

背 景

•日光市のブランディングコンセプトに基づき、観光プロモーションを強化しています。

•四季折々の魅力を生かしたアクティビティや、観光資源をストーリーやテーマでまとめた新
たな観光ルートを造成しています。

•インバウンド誘客に向けた多言語観光パンフレットの作成や、外国人受入れ環境の整備を進
めています。

現 状 分 析

•滞在時間の延長につながる着地型観光コンテンツが少ない状況にあります。

•首都圏からのアクセスが良好で、特に外国人観光客が宿泊を選ばずに日帰りで訪れる傾向が
あるため、宿泊につながる施策を展開する必要があります。

•冬季の観光客入込数や宿泊数が少ないため、効果的な誘客促進を行う必要があります。

課 題

項目名

着地型観光促進事業申請
件数（累計）

基準
（Ｒ６）

12

Ｒ８

24

Ｒ９

30

Ｒ１０

36

Ｒ１１

42

Ｒ１２

48

《地域と連携した観光地のイメージ》 

観光客 

特産品 

伝統工芸 

文化 

スポーツ 

体験プログラムの開発による誘客の拡大 
経済波及効果の拡大 

交流人口の拡大 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
観光客受入れのための整備

事業 

観光客の受入れや更なる魅力創出のため、観光拠

点の整備事業を実施します。 

観光課 

各地域観光課 

２ 
ガイド受入れ対応力向上・

連携促進事業 

ガイド団体を対象とした講習会や日光商工会議

所が主催する日光検定などを通じ、観光客受入れ

のためのスキルアップやホスピタリティ向上に

取り組むとともに、関係団体間の情報共有を図

り、連携を促進します。 

観光課 

各地域観光課 

３ 日光市観光協会への支援 

地域の「稼ぐ力」を引き出すため、ＤＭＯ登録と

なった日光市観光協会に対し、日光市観光地経営

戦略に基づく観光地域づくりの課題解決のため

の事業を支援します。 

観光課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 着地型観光促進事業 

日光市内観光地の周遊や滞在時間の延長、宿泊を

促進するため、自然を生かしたツーリズムを推進

するとともに、早朝や夜間限定のプログラムの充

実を図ります。 

観光課 

各地域観光課 

２ 大規模旅行博出展事業 
国内外で開催される旅行博への出展を通じて、日

光市の魅力を発信し、誘客促進を図ります。 

観光課 

各地域観光課 

３ 
インバウンド誘客のための

プロモーション事業 

国内外の旅行会社等を対象とした商談会やＦＡ

Ｍツアーの開催、日光市長によるトップセールス

を実施し、海外からの誘客促進を図ります。 

観光課 

各地域観光課 

 

 

 

 

ＳＴＥＰ１ 世界的観光地形成のための体制整備

•地域の魅力を活用した拠点整備を実施します。

•ガイドの受入れ対応力の向上のため、ホスピタリティ研修や地域を深く知ってもらうための研修を開催
します。

•ＤＭＯ登録した日光市観光協会を司令塔とした上で、観光地域づくりを戦略的に推進します。

ＳＴＥＰ２ 着地型観光コンテンツの造成とプロモーションの実施

•地域資源を生かした四季折々の着地型観光コンテンツを造成し、多様なプログラムを提供します。

•ソーシャルメディアなど、デジタルマーケティングを活用し、ターゲット層に向けた魅力的なプロモーシ
ョンを行うとともに、日光市内外の旅行会社やメディアと連携し、観光情報を効果的に発信します。
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
地域と連携した経済波及の

拡大に向けた取組 

観光業以外の産業等と連携した四季折々の体験

ツアーのほか、日光市のブランド力を最大限に生

かした体験型プログラムを開発することで、観光

誘客と経済波及の拡大を図ります。 

また、スポーツ活動や学生のインターン・ゼミ活

動など、日光市を訪れるきっかけを創出し、更な

る交流人口の拡大を図ります。 

観光課 

各地域観光課 

事業所管課 

 

  

ＳＴＥＰ３ 地域経済連携による観光誘客１，２００万人の実現

•観光地への経済波及効果を高めるため、観光事業者と地元企業や地域住民との連携を強化し、観光以外の
産業への波及を図りながら観光客入込数１，２００万人を目指します。
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第３節 雇用創出と地域経済発展を進める、産業のまちづくり 

第２項 商工業・雇用・労働 
 

 産業の振興と雇用の拡大  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業進捗の目安】 

 

•日光市における商工業・雇用・労働は、地域経済の中核をなす重要な要素です。

•全国的な少子高齢化の影響などにより、経済活動や雇用状況が大きく変動しています。

背 景

•プレミアム付き商品券を発行し、域内消費を喚起するとともに、ビジネスセミナー等の開催
による起業創業の支援や生産設備の導入補助など、日光市内企業の支援を行うことで産業振
興を図っています。

•企業の立地促進により新たな働く場を創出するとともに、日光市内企業と求職者のマッチン
グイベントを開催し、雇用・就業機会の確保に努めています。

現 状 分 析

•物価高騰などに伴う消費意欲の低下は、域内消費を減少させ、商業活動の低調につながって
います。

•観光地という立地条件により起業者は一定数存在しますが、事業が継続されていないケース
が見受けられます。

•産業団地等が完売したことから、雇用の維持・創出を図るために新たな産業団地の造成が不
可欠です。

課 題

項目名

商談会・物産展開催回数

基準
（Ｒ６）

1

Ｒ８

1

Ｒ９

1

Ｒ１０

1

Ｒ１１

2

Ｒ１２

2

《産業の振興と雇用拡大のイメージ》 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 地域経済消費喚起事業 

域内消費の喚起や創業、事業安定化に向けた伴走

支援を行うことで、地域内の経済活性化を図りま

す。 

商工課 

２ 雇用機会拡充事業 

雇用機会の拡充のため、日光市内事業者の経営を

支援するとともに、就職説明会等の開催により、労

働者の確保を図ります。 

商工課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ ビジネス成長促進事業 

新たな商品やサービスの開発、ブランド価値の向

上を支援することで、企業活動の成長を促進しま

す。 

商工課 

２ 新産業団地造成事業 
産業の集積を図り、新たな雇用の場を確保するた

め、新産業団地の造成を行います。 
商工課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 新規市場開拓・販路拡大事業 

首都圏のバイヤーや購買層に対し、積極的なプロ

モーションを展開することで、新たな市場開拓及

び販路拡大を促すとともに、市産品に対する購買

意欲の向上を図ります。 

商工課 

２ 多産業誘致事業 

新産業団地への企業誘致活動を行うとともに、女

性や若い世代が中心となって活躍する企業の誘致

に取り組み、経済規模の拡大及び雇用の創出を図

ります。 

商工課 

 

ＳＴＥＰ１ 消費喚起と事業者支援による地域経済の活性化

•地域の消費を喚起するとともに、起業者や日光市内事業者の経営効率化を支援することで、地域内の経済
を活性化させます。

ＳＴＥＰ２ 商品価値の向上と産業団地の造成による経済活動の発展

•ブランド価値の向上を支援し、企業活動の成長を促します。また、雇用を創出するために産業団地を造成
します。

ＳＴＥＰ３ 商品の販路開拓と企業誘致による経済規模の拡大

•積極的なプロモーションを展開し、市産品に対する消費者の購買意欲の向上を図るとともに、事業者に対
し販路拡大を促します。

•新規企業の誘致を積極的に行い、特に、女性や若い世代向けの雇用機会を創出します。
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第３節 雇用創出と地域経済発展を進める、産業のまちづくり 

第３項 農業・畜産業・水産業 
 

 持続可能な農業・畜産業・水産業の振興  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【事業進捗の目安】 

 

•農業従事者の高齢化が進み、若い世代が少ないため、後継者不足が深刻となっています。

•物価高騰による経費の増大に対応するため、生産性の効率化が求められています。

•ほ場整備率は、他市町と比較し低い状況となっています。

•農道や水路など農業施設の老朽化が進んでおり、適切な維持・更新が求められています。

背 景

•生産の効率化を図るため、農地の面的整備を進めるとともに、機械設備の導入に対し支援を
行っています。

•生産基盤を支えるため、農道や水路などの農業施設の維持・更新に対し支援を行っています。

•肉や生乳の質の向上を図るため、優良素畜の導入を支援するとともに、伝染病予防のための
ワクチン接種に対する支援を行っています。

•漁場の環境整備など、内水面漁業の活性化に向けた支援を行っています。

現 状 分 析

•農業・畜産業を支えるため、持続可能な経営体の育成を図る必要があります。

•担い手の確保を進めるとともに、生産効率の向上や省力化を図る必要があります。

課 題

項目名

新規就農相談会の開催回数

基準
（Ｒ６）

2

Ｒ８

2

Ｒ９

2

Ｒ１０

2

Ｒ１１

2

Ｒ１２

2

（出典：トリセツ 圃場整備（栃木県）） 

排水不良 

不整形の農地 

排水不良 

狭い農道 

耕作放棄地 

分散した農地 

小区画ほ場 

作物ごとの団地化 

大型機械 

の導入 
田から畑へ 

（汎用化） 

カントリーエレベーターや 

機械格納庫の用地創出 

農地の集約・集団化 

50a 以上の大区画ほ場 

農道の整備 

自動運転機械 

《農地の基盤整備とデジタル技術を活用した持続可能な農業・農村のイメージ》 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 農地等生産基盤整備事業 
生産基盤である農地や道水路を一体的に整備し、生産性の

向上と営農の低コスト化等を図ります。 
農政課 

 

 
No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
担い手への農地集積促進

事業 

農地の集積を加速化させるため、農地バンクを介した貸借

を促進します。 
農政課 

２ 地域担い手育成支援事業 

作業コストの低減や効率化を図るための共同利用機械及

び資材の導入、施設の整備を支援し、核となる担い手組織

を育成します。 

農政課 

 

 
No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 生産振興事業 

農作物の生産振興及び産地の育成強化を図るため、農業者

団体等の取組を支援するとともに、農作物の品質向上や安

定生産、作業の効率化及び労働力軽減に向けたスマート農

機の導入を支援します。 

農政課 

２ 
需要に応じた農産物の 

生産支援 

市内企業の需要に応じた農産物の生産を支援し、農商連携

による地域活性化を促進するとともに、農業経営の安定化

を図ります。 

農政課 

 

関連する個別計画 

 

計画名 策定年月 計画期間 

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 Ｒ５．９ Ｒ５～ 

地域農業経営基盤強化促進計画（地域計画） Ｒ７．３ Ｒ７～ 

日光農業振興地域整備計画書 Ｒ４．３ Ｒ４～ 
 

ＳＴＥＰ１ 生産基盤である農地や道水路の整備

•地域の生産基盤を支えるため、農地や農業用施設の整備を進めます。

ＳＴＥＰ２ 担い手確保の推進

•若い世代など、多様な担い手の確保に向け、生産性向上のための支援を行います。

ＳＴＥＰ３ 農業生産性の向上と経営の安定化

•効果的かつ効率的な農業設備や機械の導入を支援し、生産性の向上や低コスト化を図るとともに、需要に
応じた農産物の生産を支援し、経営の安定化を図ります。
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第３節 雇用創出と地域経済発展を進める、産業のまちづくり 

第４項 森林・自然環境 
 

 自然環境の保全と地域経済を両立した脱炭素社会の構築  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業進捗の目安】 

 

•脱炭素に向けた取組として、「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動（デコ
活）」に参加し、デコ活宣言を行っています。

•森林環境譲与税の導入により、森林整備や人材育成のための財源が確保されています。

•２０５０年ゼロカーボンシティ宣言を行い、地域特性を生かした脱炭素社会の実現を目指し
ています。

背 景

•地球温暖化対策として、小中学校向けの環境教育、市民向けの環境学習に取り組んでいます。

•森林経営管理制度による山林の整備と、「日光の木」の利用拡大が図られています。

•脱炭素先行地域として選定された奥日光エリアにおいて、地域資源を活用した取組を進めて
います。

現 状 分 析

•地球温暖化対策に関する取組の重要性が十分に認識されておらず、機運が高まっていません。

•未整備の人工林が増え、二酸化炭素の吸収量を増加させる森林循環が不足しています。

•再生可能エネルギー設備の導入には、地理的条件や気候条件、資金面での課題があります。

課 題

項目名

市役所全体の温室効果ガス
排出量削減率

基準
（Ｒ６）

16.1

Ｒ８

30.0

Ｒ９

35.0

Ｒ１０

40.0

Ｒ１１

45.0

Ｒ１２

50.0

《脱炭素化へ向けた市域内横展開》 《森林循環のイメージ》 

 

 

 

植える 

使う 

育てる 

ＣＯ２の吸収 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ デコ活推進事業 
小中学生や事業者を対象に、脱炭素に向けた意識の

向上と普及啓発のため、デコ活の推進を図ります。 
環境森林課 

２ 市民の意識啓発事業 

脱炭素に対する市民の意識向上と省エネの推進を図

ります。また、脱炭素関連施策に対する国や県の補助

金・助成金の情報を収集し、地域住民や事業者に周知

します。 

環境森林課 

 

 
No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 森林経営管理事業 

山林の適正な管理運営と林業の活性化に向け、森林

経営管理制度を活用し、放置山林の適正な管理を行

い、健全な山林経営を図ります。 

環境森林課 

２ 担い手育成支援事業 

里山林と林業の魅力を感じることができるイベント

を開催するほか、林業就業者の確保と、従事者の育成

を目的に、資格取得や安全装備品の整備に要する費

用などへの補助等を行います。 

環境森林課 

３ 「日光の木」利用促進事業 

「日光の木」の認知度向上のため、首都圏を中心にプ

ロモーションを展開するとともに、住宅フェアなど

への出展により、日光産木材の需要拡大を図ります。 

環境森林課 

 

  

ＳＴＥＰ１ 脱炭素に向けた機運醸成の推進

•小中学生や事業者に対し、脱炭素に関する取組の重要性を発信し、脱炭素に向けた機運醸成を図ります。

ＳＴＥＰ２ 林業の活性化と森林循環の促進

•市産木材の需要拡大による林業・製材業の活性化を図ります。

•木を「植える」「育てる」「使う」というサイクルである森林循環を促進し、二酸化炭素吸収量を増加を
図ります。
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
ゼロカーボンシティ日光の

推進 

再生可能エネルギー設備導入費補助金等により、住

民や民間事業者のゼロカーボンに向けた取組を支援

します。 

環境森林課 

２ 脱炭素先行地域事業の推進 

脱炭素先行地域において創エネルギー・省エネルギ

ー設備の導入を推進し、地域内でのゼロカーボンを

目指します。 

環境森林課 

３ 公共施設の脱炭素化 

太陽光発電システムや高効率空調・照明設備など、公

共施設における創エネルギー・省エネルギー設備の

導入を推進します。 

環境森林課 

 

関連する個別計画 

 

計画名 策定年月 計画期間 

日光市森林整備計画 Ｒ６．３ Ｒ６～Ｒ１５ 

第２次日光市環境基本計画 Ｒ１．１２ Ｒ２～Ｒ１１ 

第４期日光市役所環境配慮率先行動計画 Ｒ８．３ Ｒ８～Ｒ１２ 

 

 

 

ＳＴＥＰ３ 再生可能エネルギー利用による脱炭素社会の構築

•市民や事業者等と連携しながら、再生可能エネルギー設備の導入等を推進し、脱炭素社会の構築を目指し
ます。
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第４章 まちづくりの基本施策 

 

 

第４節 

便利で住みよい、居住環境のまちづくり 

 

 

① 都市基盤整備 

② 道路・上下水道 

③ 住環境 

④ 地域交通 

⑤ 資源循環 

 

 

成果指標：移動・交通 

基準値  Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ 

４３．１  ４４．４ ４５．８ ４７．２ ４８．６ ５０．０ 

※成果指標については、２７及び２８頁を参照 
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第４節 便利で住みよい、居住環境のまちづくり 

第１項 都市基盤整備 
 

 誰もが便利に暮らせる持続可能な都市づくり  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【事業進捗の目安】 

 

•日光市の将来像や土地利用の方向性、地域別のまちづくりの方針等について、関連計画との
整合を図りつつ、社会情勢の変化に対応した、第２次日光市都市計画マスタープランを策定
しています。

•立地適正化計画の評価・見直しを行い、新たに防災対策・安全確保策等を定めた防災指針を
策定しています。

背 景

•都市計画制度を活用した土地利用の誘導・規制を適切に図るなど、将来にわたって持続可能
な都市経営を実現するための取組を進めています。

•既存施設の有効活用や魅力的な公共空間の創出等、歩いて楽しめる（ウォーカブルな）まち
なかづくりを進め、誰もが心地よく暮らし続けることが可能なまちづくりを推進しています。

•公園や緑地は、市民の健康増進やレクリエーション、コミュニティ形成、都市環境の改善に
貢献する重要な役割を果たしており、効率的な維持管理が重要です。

現 状 分 析

•各地域の特徴を生かし、土地利用上の機能分担・連携を図ることを前提に、都市機能を集約
させ、拠点づくりを強化することが必要です。

•市街地においては、公共交通や道路・公園などのインフラ施設が整備されている一方で、農
地や平地林などの低未利用地も散見されます。

•公園遊具・施設の老朽化や公園台帳の再整理が必要であることや、管理コストの削減などが
課題となっています。

課 題

項目名

日光東町地区および西町
地区における道路高質化
整備延長(ｍ)（累計）

基準
(Ｒ６)

－

Ｒ８

200

Ｒ９

400

Ｒ１０

600

Ｒ１１

800

Ｒ１２

1,000

【コンパクトシティについて】
国土交通省「都市再生特別措置法について」に基づき作成 

コンパクト・プラス・ 

ネットワーク 

持続可能な都市経営のため 

（財政・経済） 

地球環境、自然環境のため 
安全・安心な 

生活環境のため 

高齢者の生活環境・ 

子育て環境のため 

人口規模・密度の維持 

限られた資源の集中的・効率的な利用で 

持続可能な都市・社会を実現 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
まちなかウォーカブル推進

事業 
官民連携の取組により、整備内容の検討を行います。 都市計画課 

２ 街なみ環境整備事業 
日光東町地区・西町地区における道路の高質化に取

り組みます。 
都市計画課 

 

 
No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
まちなかウォーカブル推進

事業 

今市中心市街地における居心地が良く歩きたくなる

まちなかの創出及び駐車場整備・道路美装化に取り

組みます。 

都市計画課 

２ 街なみ環境整備事業 
日光東町地区・西町地区において、景観計画に基づ

き、建築した建物の修景費用を一部助成します。 
都市計画課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 居住誘導促進事業 
低未利用地の活用に向け、進入路を整備するなど民

間開発を促し、居住誘導の促進に取り組みます。 
都市計画課 

２ 居住誘導区域に対する支援 
居住誘導区域内への居住を促すため、市民や開発事

業者に対する新たな支援制度を導入します。 
都市計画課 

 

関連する個別計画 

 

計画名 策定年月 計画期間 

第２次日光市都市計画マスタープラン Ｒ８．３ Ｒ８～Ｒ２７ 

日光市立地適正化計画 Ｒ８．３改正 Ｒ３～Ｒ２２ 

日光市景観計画 Ｒ３．１０改正 Ｈ２０～ 

 

ＳＴＥＰ１ 居心地が良く歩きたくなる歩行空間の整備

•市民や観光客の安全性と周遊性の向上を図るため、都市拠点における道路の高質化など、歩行空間の整備
を図ります。

ＳＴＥＰ２ 既存ストックの有効活用と魅力的な公共空間の創出

•都市拠点における既存施設の有効活用や魅力的な公共空間の創出を図ります。

ＳＴＥＰ３ 居住誘導区域内への居住誘導の促進

•事業拠点内に転居したくなる環境を整備し、市民や開発事業に対する支援制度を創出するなど、立地適正
化計画に基づく居住誘導を促進します。
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第４節 便利で住みよい、居住環境のまちづくり 

第２項 道路・上下水道 
 

 暮らしを支える公共インフラの強化  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業進捗の目安】 

 

•市民生活や観光産業において重要な役割を担っている道路や上下水道施設は、老朽化した施
設が多く存在し、点検・調査や修繕・更新の必要性が高まっています。

•安全確保や円滑な交通、物資の運搬など、必要に応じて改善や拡充を計画的に進めています。

•拠点へのアクセス道路が混雑することから、安定した生活交通が求められています。

背 景

•道路施設は重要なインフラであり、維持すべき施設が多く適切なメンテナンスに苦慮してい
ます。

•道路整備においては、安全確保や円滑な交通、物資の運搬などの問題点を抽出し、８９路線、
９７区間、延長約８７キロメートルを整備対象として選定しています。

現 状 分 析

•市民の生活道路及び観光産業や防災拠点等へアクセスする連絡道路が一律であり、特に観光
シーズンには混雑が顕著となっています。

•狭あいな幹線道路や歩道が無い通学路の安全性と円滑な交通の確保が課題となっています。

•効果的な交通ネットワークの整備及び強化を図るため、保全、改善、拡充する路線の選定が
重要です。

•維持すべき施設が多大であり、少子高齢化や厳しい財政状況の中、適切な交通ネットワーク
を確保するため、より効果の高い施策や予算を平準化した効率的な保全計画が必要です。

•耐用年数を超過し老朽化が進行した上下水道施設の更新が急務となっています。

課 題

項目名

主要幹線道路整備道路
改良延長（ｍ）（累計）

基準
(Ｒ６)

ー

Ｒ８

300

Ｒ９

600

Ｒ１０

900

Ｒ１１

1,200

Ｒ１２

1,500

（出典：国土交通省） 

《「集中」と「対流」の概念のイメージ》 《「対流」を促す面的な交通ネットワークのイメージ》 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 道路メンテナンス事業 
道路、橋りょう、トンネルの定期点検・診断を実施

します。 
維持管理課 

２ 
公共施設等適正管理推進 

事業 
老朽化した舗装、側溝等の補修に取り組みます。 維持管理課 

３ 老朽施設更新事業 
耐用年数や使用状況等による上下水道施設の劣化診

断及び修繕、改築工事を実施します。 

水道課 

下水道課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 道路メンテナンス事業 
地域の特性に合わせた整備方法や費用対効果を考慮

した修繕計画の見直しと更新を行います。 
維持管理課 

２ （仮称）道路整備計画事業 

都市計画マスタープランを踏まえ、幹線道路の整備

計画や狭あいな道路の拡幅及び通学路の歩道整備計

画、橋梁長寿命化修繕計画などを補完する路線の拡

充計画を策定します。 

建設課 

維持管理課 

３ 老朽管更新事業 

衛星を活用した漏水調査解析に基づく現地調査に加

え、ＡＩによる管路劣化度診断により、老朽管更新

計画を見直します。 

水道課 

 

  

ＳＴＥＰ１ インフラの計画的保全

•道路施設及び老朽管について、デジタル技術を活用した効率的かつ効果的な点検を実施し、適正な保全に
努めます。

ＳＴＥＰ２ 地域の特性に合わせたインフラ整備計画の見直しと推進

•インフラの性格に適応した保全、改善及び拡充を検討し、橋梁長寿命化修繕計画などの既存計画を見直す
とともに、道路整備計画を策定します。
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 道路メンテナンス事業 修繕計画に基づく補修工事を行います。 維持管理課 

２ 

社会資本総合整備交付金 

事業 

市単独道路改良事業 

拠点間の連携・交流を支える幹線道路の整備に取り

組みます。 

また、狭あいな生活道路の拡充や通学路の歩道整備

に取り組みます。 

建設課 

維持管理課 

３ 老朽管更新事業 老朽管更新計画に基づき布設替工事を行います。 水道課 

 

関連する個別計画 

 

計画名 策定年月 計画期間 

個別施設計画（小型構造物） Ｒ７．１ Ｒ６～Ｒ１０ 

日光市橋梁長寿命化修繕計画 Ｒ７．３ Ｒ７～Ｒ１５ 

日光市トンネル長寿命化修繕計画 Ｒ７．３ Ｒ７～Ｒ１５ 

日光市舗装長寿命化修繕計画 Ｒ７．３ Ｒ７～Ｒ１５ 

日光市新水道ビジョン Ｒ４．３ Ｒ４～Ｒ１３ 

日光市公共下水道事業ストックマネジメント計画（第２期） Ｒ７．２ Ｒ７～Ｒ１１ 

日光市老朽管更新計画 Ｒ８．３ Ｒ８～Ｒ１２ 

 

ＳＴＥＰ３ 効率的なインフラネットワークの構築

•計画的な整備を進めるとともに、効率的なインフラネットワークを構築し、スムーズで安全な交通の流れ
を実現することで、人や物資の効率的な移動を支えます。



第４章 まちづくりの基本施策 

82 

 



第４章 まちづくりの基本施策 

83 

第４節 便利で住みよい、居住環境のまちづくり 

第３項 住環境 
 

 地域資源を生かした住環境づくり  
 

 
《日光市の区分別空き家戸数（令和７年２月２８日現在）》 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業進捗の目安】 

 

•日光市では、住環境の改善と維持を目標として、第２次空家等対策計画を策定し、空家等対
策の方向性を定め、各施策を実施しています。

•公共施設マネジメント計画や公営住宅等長寿命化計画に基づき、市営住宅の経年劣化による
修繕や更新、耐用年数が超過した住宅の集約化を進めています。

•民間分譲地では、道路などの公共用地が私有地として残されている場合があり、老朽化によ
る管理や利用に関し問題が生じています。

背 景

•空き家の状況把握をするため、空き家の全戸調査を実施しました。また、活用可能な空き家
を日光市空き家バンクに掲載し利活用につなげています。

•活用できない特定空家等や不良住宅に該当する空き家は、除却の支援を行うことで倒壊や資
材の飛散など、周囲に悪影響を与える空き家の解体を推進しています。

•市営住宅の老朽化に伴い、空き室の計画的な修繕や耐用年数が超過した住宅の集約化、入居
率の低い住宅の活用方法の見直しを図っています。

現 状 分 析

•利活用可能な空き家の老朽化に伴い、管理が不十分な物件が増え、地域の景観や安全性に悪
影響を及ぼしています。

•空き家を長年放置すると、特定空家等や不良住宅になる恐れがあります。これを予防するた
め、空き家の適正管理や、売却・商業利用などの積極的な利活用が求められます。

課 題

項目名

活用可能物件（Ｂランク）
所有者に対する年間案内
件数（累計）

基準
(Ｒ６)

ー

Ｒ８

760

Ｒ９

1,520

Ｒ１０

2,280

Ｒ１１

3,040

Ｒ１２

3,800

区分別空き家戸数 全 3,891 戸 （出典：日光市調査） 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
空き家所有者への周知 

活動強化 

空き家バンクの案内を送ることで、所有する空き家の利

活用に対する関心を高め、今後の利活用を促します。 
建築住宅課 

２ 
空き家バンクのニーズの

把握 

空き家バンクのホームページ等を活用し、購入等希望者

のニーズを把握するとともに、把握したニーズを集約

し、案内等での啓発に活用します。 

建築住宅課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
相談支援と空き家バンク

のマッチング促進 

空き家の状態に応じた、利活用の提案や除却の提案、適

正管理の支援等を行います。 

活用可能な空き家については、空き家バンクへの登録を

促し活性化させることで、掲載物件と利活用希望者のマ

ッチングを促進します。 

建築住宅課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
空き家バンク掲載物件の 

魅力向上 

空家等管理活用支援法人や民間事業者等を活用したリノ

ベーションの提案、ニーズに沿った改修の所有者への提

案などにより、掲載物件の魅力向上を推進します。 

建築住宅課 

２ 
不良住宅や特定空家等の

除却支援 

不良住宅や特定空家等など、活用できない空き家の解体

を支援し、周辺環境の悪化を招く恐れのある住宅等の除

却を推進します。 

建築住宅課 

 

関連する個別計画 

 

計画名 策定年月 計画期間 

第２次日光市空家等対策計画 Ｒ５．２ Ｒ５～Ｒ９ 
 

ＳＴＥＰ１ 空き家利活用の啓発強化

•空き家調査で判明した利活用可能な空き家の所有者へ、直接、空き家バンクの案内を送付する等のアプロ
ーチを行い、空き家の利活用を促します。

ＳＴＥＰ２ 空き家の状態に応じた提案によるマッチング促進

•空家等管理活用支援法人と連携して相談体制を充実させ、空き家の利活用や除却等、状態に応じた提案・
支援を行うことで、空き家バンクを活性化させるとともにマッチングを図ります。

ＳＴＥＰ３ 活用可能な空き家の魅力向上と不良住宅等の除却推進

•空き家バンク掲載物件のマッチングを促進させるため、物件の魅力の向上を図ります。

•老朽化し居住に著しく適さない不良住宅等、周辺環境の悪化を招く恐れのある住宅等の除却を推進します。
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第４節 便利で住みよい、居住環境のまちづくり 

第４項 地域交通 
 

 効率的かつ効果的な地域交通体系の実現  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業進捗の目安】 

 

•日光市では、令和５年３月に地域公共交通計画を策定し、地域特性に応じた交通サービスの
構築を目指しています。

•少子高齢化や人口減少に伴い、今後、移動手段を持たない「交通弱者」が増加してくること
が予想されます。

背 景

•日光市には鉄道４社５路線のほか、市営バスは１２路線運行されており、デマンドバスも小
来川、落合、猪倉地区で運行されています。

•地域内交通としては、「今市南部地区デマンドタクシー」があります。関係７自治会が運営
協議会を設立し、自主的な運営がされている先進事例として位置付けています。

•第三セクター鉄道（わたらせ渓谷鐵道、野岩鉄道）に対しては、重要なインフラを維持する
ため、沿線自治体と協調補助を行い、沿線の魅力創出、地域振興、交流人口拡大などに活用
します。

現 状 分 析

•日光市は、自家用車で生活する文化が強く根付いており、公共交通の認知度が低く、利用者
も少ないため、公共交通全般で採算が取れない状況が続いています。

•特に、バス運行においては、補助金の依存度が高い構造になっており、物価高騰や人件費の
増大、運転手不足などにより、路線の維持が難しい状況です。

課 題

項目名

公共交通に関する勉強会
等の開催回数

基準
(Ｒ６)

7

Ｒ８

12

Ｒ９

12

Ｒ１０

12

Ｒ１１

12

Ｒ１２

12
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 鉄道利用促進事業 

第三セクター方式で運営する、わたらせ渓谷鐵道、

野岩鉄道の支援を行うほか、日光市内の４社５路線

の鉄道の利用を促進します。 

都市計画課 

２ 生活路線バス利用促進事業 

低床バスの導入や小型車両への更新など、より利用

しやすくなるような環境整備を行い、利用促進につ

なげます。 

都市計画課 

３ 
モビリティマネジメント 

推進事業 

過度な自動車依存の生活スタイルを改め、環境負荷

が少ない公共交通機関の周知と利用を促進します。 
都市計画課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 生活路線バス対策事業 

身近な交通手段であるバス路線を維持するため、利

用状況に応じた運行ダイヤの最適化を行い、利便性

を向上させることで、利用者の増加を図ります。 

都市計画課 

２ 地域内交通支援事業 

既存の地域内交通の運営を行う協議会への補助を行

うとともに、地域における共助型生活交通など、新し

い移動スキームの構築を目指して支援を行います。 

都市計画課 

 

  

ＳＴＥＰ１ 地域交通の現状分析と継続的運行への対応

•地域交通の現状を分析し、赤字路線の収支改善を始め、既存路線の見直しや利便性の向上に取り組みます。
また、自動車に依存せず、公共交通機関の利用や徒歩など、多様な移動手段をスマートに利用する「モビ
リティマネジメント」の考え方を推進し、地域交通の普及に努めます。

ＳＴＥＰ２ 効率的かつ効果的な地域交通の確保

•誰もが利用しやすい効率的かつ効果的な地域交通とするため、バス路線の見直しや鉄道・バスの運行ダイ
ヤの調整を行うなど、市民も来訪者も移動しやすい地域交通を確保します。



第４章 まちづくりの基本施策 

87 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 交通空白地域対策事業 

広大な市域を抱える日光市において、それぞれの地

域特性に応じた交通体系の構築に向けて、公共交通

に限らず、移送サービスなどとの連携を目指すこと

で、交通空白の解消を目指します。 

都市計画課 

社会福祉課 

高齢福祉課 

２ 地域交通網形成事業 

鉄道、バス、タクシーなどの公共交通の連携のほ

か、地域住民の互助による移動支援などを促し、こ

れらの移動サービスが有機的に連携することで地域

交通網の構築を目指します。 

都市計画課 

 

関連する個別計画 

 

計画名 策定年月 計画期間 

日光市地域公共交通計画 Ｒ５．３ Ｒ５～Ｒ９ 

 

  

ＳＴＥＰ３ 複合的な交通体系の構築

•既存の地域交通のストックを最大限に活用し、交通体系の複合や、拠点間の連携による地域交通のネット
ワークを構築します。
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第４節 便利で住みよい、居住環境のまちづくり 

第５項 資源循環 
 

 資源循環型社会の構築と廃棄物の適正な処理処分の推進  
 

 
 

《資源循環の３Ｒ＋２Ｒ》 

 

 

 

 

 

 

 

   （出典:栃木県資源循環推進計画） 

【事業進捗の目安】 

 

•資源循環型社会の構築を目指し、これまでの３Ｒ（リデュース：発生抑制、リユース：再利
用、リサイクル：再生利用）に加え、リフューズ：断るとリペア：修理を加えた５Ｒの取組
を推進しています。

•可燃ごみの有料化や資源物の分別収集・リサイクルの実施など、制度の枠組みが整備されつ
つあり、ごみの適正処理や効率的な資源物回収が進められています。

背 景

•ごみ処理手数料の有料化や、再資源化の推進等により、ごみ排出の削減に取り組んでいます。

•日光市が収集・処理したごみ総量は減少していますが、市民一人１日あたりのごみ総排出量
は、ほぼ横ばいの状態が続き、県内他市と比較して多い状況です。

現 状 分 析

•観光地という特性上、物の生産、流通、消費の流れの中で、市民、事業者、滞在者などがご
み発生の各段階から減量化、資源化等の取組を協働で進めていくことが重要です。

•クリーンセンター及びリサイクルセンターは、安定した施設の稼働が求められることから、
計画的に定期点検・整備及び設備更新等を実施していく必要があります。

•し尿処理場環境センターについては、建物及び設備が全体的に老朽化していることから、施
設の在り方等、将来の方向性について検討を進める必要があります。

•市民や観光客等に清潔で快適な環境を提供するために、ごみが散乱しない美しいまちづくり
が求められています。

課 題

項目名

アプリ・ＳＮＳ等による
お役立ち情報等配信件数

基準
(Ｒ６)

8

Ｒ８

12

Ｒ９

12

Ｒ１０

12

Ｒ１１

12

Ｒ１２

12

＋ ２ Ｒ 

Ｒｅｆｕｚｅ（リフューズ） 

不必要なものを買ったり、もらったりしないようにする 

Ｒｅｐａｉｒ（リペア） 

壊れたものをすぐに捨てず、修理して長く使う 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
資源・ごみ分別促進アプリ

「さんあ～る」運営事業 

ごみの適切な分別を推進し、再資源化を促進す

るため、ごみの収集日の確認や資源物とごみの

分別方法などを検索できる資源・ごみ分別促進

アプリ「さんあ～る」を配信します。 

資源循環推進課 

2 食品ロス削減推進事業 

日光市内の協力店で、廃棄されてしまう食品を

割安で購入できるマッチングサービス「ごはん

のわ」の運営及び周知啓発を行います。このほ

か、家庭に向けて食品ロス削減に関する周知啓

発を行います。 

資源循環推進課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
ごみ減量・再資源化推進 

事業 

家庭の廃食用油のリサイクルを図るため、拠点

回収を行います。また、生ごみの減量化と再資

源化を図るため、生ごみ処理機器やコンポスト

容器の設置費に対する補助金を交付します。 

資源循環推進課 

 

 
No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 環境美化事業 

資源物回収報償金制度、年２回の全市クリーン

大作戦、クリーンパートナー制度等の事業によ

り環境美化活動を推進します。 

資源循環推進課 

２ 不法投棄監視活動事業 

廃棄物監視員などによる監視活動を強化し、不

法投棄を防止するとともに、不法投棄された廃

棄物の撤去・回収に取り組みます。 

資源循環推進課 

 

関連する個別計画 

ＳＴＥＰ１ 市民への周知啓発の実施

•家庭におけるごみの分別・再資源化や事業所から廃棄される食品（食品ロス）問題に対する意識向上を図
るため、ごみの分別・減量化に関する情報発信やマッチングサービスを利用した食品ロス対策事業に取り
組みます。

ＳＴＥＰ２ ごみ削減・再資源化の推進

•家庭ごみ等の減量化・再資源化を進めるために、環境に配慮した取組を進めます。

ＳＴＥＰ３ 地域との連携による環境美化の強化

•地域住民や団体との連携を強化した環境美化活動の推進及び不法投棄の監視活動を行います。
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計画名 策定年月 計画期間 

第２期日光市一般廃棄物処理基本計画 Ｈ３０．３ Ｈ３０～Ｒ９ 

第２次日光市環境基本計画 Ｒ１．１２ Ｒ２～Ｒ１１ 
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第４章 まちづくりの基本施策 

 

 

第５節 

 強じんな地域社会を構築する、 

安全・安心のまちづくり 

 

① 防災・危機管理 

② 消防・救急 

③ 生活安全 

※成果指標については、２７及び２８頁を参照 

成果指標：自然災害・ 

基準値  Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ 

４４．６  ４５．０ ４６．０ ４７．０ ４８．０ ５０．０ 

成果指標：事故・犯罪 

基準値  Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ 

３９．１  ４１．０ ４３．０ ４５．０ ４７．０ ５０．０ 
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共助の力

公助の力自助の力

第５節 強じんな地域社会を構築する、安全・安心のまちづくり 

第１項 防災・危機管理 
 

 自助力・共助力の強化と地域防災力の向上  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【事業進捗の目安】 
 

 

•防災情報等の伝達体制やハザードマップの整備が進んでいます。

•日光市は、広大な市域を有しているため、地形や気象条件などに加え、過疎化や高齢化の進
行などに伴う災害リスクが地域によって大きく異なります。

•激甚化、頻発化する災害において、改めて自助・共助の重要性が認識されています。

背 景

•防災行政情報システムの維持管理やＳＮＳ等を活用した情報伝達体制の強化を図っています。

•ハザードマップの活用について周知啓発を図るとともに、見直しと更新を行っています。

•出前講座、防災訓練など、あらゆる機会を捉え防災意識の醸成を図っています。

•防災士の資格取得に要する費用を助成し、地域防災活動のリーダーを養成しています。

現 状 分 析

•情報伝達体制やハザードマップを効果的に活用することに加え、市民が迅速に行動できる仕
組みを再構築するとともに、自助・共助・公助の考え方を踏まえた防災に対する市民の理解
及び意識の向上に取り組む必要があります。

•地域特性に応じた地区防災計画を策定することが必要です。

•災害時には、公的支援に加え、地域コミュニティによる防災活動が重要であることから、自
主防災組織の育成を図るとともに、地域特性や組織規模などに応じた効果的な連携体制の構
築が求められています。

課 題

項目名

地区防災計画策定数
（累計）

基準
（Ｒ６）

10

Ｒ８

20

Ｒ９

25

Ｒ１０

30

Ｒ１１

35

Ｒ１２

40

地 域 自主防災組織 連合組織 

今市地域 １０１ ５ 

日光地域 ４８ － 

藤原地域 ３７ ２ 

足尾地域 － １ 

栗山地域 １７ － 

合 計 ２０３ ８ 

連携 

地域防災力の向上 自主防災組織等の現状（Ｒ７年４月１日現在） 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 防災意識向上事業 
各種防災訓練や出前講座、自主防災組織を対象と

した研修会を実施します。 
総務課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 防災士養成事業 
防災士の資格取得の促進や、フォローアップ研修

等を実施します。 
総務課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 地区防災計画策定事業 
地区防災計画策定マニュアルを活用し、自治会等

の特性に応じた指導、助言を行います。 
総務課 

 

関連する個別計画 

 

計画名 策定年月 計画期間 

日光市地域防災計画 Ｈ２０.３ Ｈ１９～ 

日光市国土強靭化地域計画 Ｒ８．３ Ｒ８～ 

 

ＳＴＥＰ１ 自助力の向上

•自助・共助・公助の重要性や、災害リスク、市民の取るべき避難行動の理解促進を図ります。

ＳＴＥＰ２ 防災リーダーの養成

•防災士が地域防災活動のリーダーとして活躍できるように支援します。

ＳＴＥＰ３ 共助力の向上

•地区防災計画の策定を支援し、地域防災力の向上を図るとともに、市民の共助力の高さや災害リスクの低
さを市外にＰＲします。
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第５節 強じんな地域社会を構築する、安全・安心のまちづくり 

第２項 消防・救急 
 

 効率的かつ安定的な消防・救急体制の確保・強化  
 

 

《ＤＸ化イメージ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業進捗の目安】 

 

•近年、激甚化、頻発化する災害に対し、迅速かつ効果的な対応が求められています。これら
の災害に対応するため、引き続き消防団員の維持・確保を行うとともに、消防職員の訓練強
化、消防車両や資機材の整備、救急救命士の養成など、救急業務の強化が重要です。

•消防業務のＤＸ化が進む中、新しい課題に効果的に対応するための消防・救急体制の強化・
充実が求められています。

背 景

•救急救命士の新規養成については、救急救命士の社会への貢献度ややりがい等の魅力を学習
会やシミュレーション訓練時に伝え、多くの消防職員が救急救命士を目指すきっかけとして
います。

•災害現場の情報伝達や映像の共有体制について、調査・研究を行っています。

現 状 分 析

•救急救命士の特定行為処置の拡大に伴う重責や、出動件数及び活動時間の増加に伴う労務負
担の増加などにより、新たな資格取得者の確保が難しく、救急救命士の不足が懸念されます。

•業務の効率化を図る消防ＤＸの推進にあたり、新しいデジタル技術を習得するための教育や
訓練等が必要となります。

課 題

項目名

救急救命士資格取得者数
（累計）

基準
（Ｒ６）

80

Ｒ８

84

Ｒ９

86

Ｒ１０

88

Ｒ１１

90

Ｒ１２

92

災害現場 

✙ 医療機関 ✙ 

モバイル端末を使用し 

医療機関へ情報伝達 

情報伝達 

119 通報 
モバイル端末

を使用した現

場映像共有 

救急隊活動 

情報共有 

院内関係者へ情報共有 

受入確認 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 救急救命士養成事業 

専門知識や技術を持った救急救命士を養成

するとともに、継続的な育成として医療機関

での実習や高度救命処置の資格取得及びセ

ミナーへの参加を実施します。 

消防本部警防課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
高規格救急車及び救急資器材

等の整備事業 

高度な救命処置に対応できるよう、最新の高

規格救急車や救急資器材を整備します。 
消防本部警防課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 救急活動ＤＸ化整備事業 

救急現場活動でのモバイル端末によるデジ

タル化を図り、情報聴取時の傷病者への負担

軽減と医療機関へ正確な情報伝達及び帰署

後の隊員の労務削減及び疲労軽減につなげ

ます。 

消防本部警防課 

２ 

高機能消防指令センター・ 

消防救急デジタル無線設備 

機器整備・更新事業 

高機能消防指令センター・消防救急デジタル

無線設備機器等を更新します。また、災害現

場と映像音声通信等が行えるシステムを導

入します。 

消防本部通信 

指令課 

 

ＳＴＥＰ１ 救急救命士の養成等の充実

•高度な救命処置に対応できるよう、救急救命士の養成と継続的な教育を実施します。

ＳＴＥＰ２ 高規格救急車及び救急資機材等の整備

•年々増加する救急要請に対応できるよう、高規格救急車や救急資機材等を整備します。

ＳＴＥＰ３ 消防・救急活動のＤＸ化

•消防・災害現場において正確な情報聴取や伝達ができるよう、効率的な消防・救急体制を強化します。
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《生活安全のイメージ》 

第５節 強じんな地域社会を構築する、安全・安心のまちづくり 

第３項 生活安全 
 

 生活の安全性と安心感の向上  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

【事業進捗の目安】 

 

•日光市における犯罪は依然として発生しており、特に住宅を対象とした窃盗が増加していま
す。

•こどもや高齢者は、急な飛び出しや身体的機能の低下などを要因として、交通事故が多い状
況です。

•消費者の権利を保護し、健全な消費生活を送るための制度は整備されていますが、知識・社
会経験が不足する若い世代や高齢者は、悪質な消費者被害に遭うリスクが高い傾向にありま
す。

•様々な事業活動に伴う大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭などが、市民の生活に影響を
及ぼすことが懸念されています。

背 景

•犯罪から市民を守るため、警察や自主防犯団体とともに防犯意識の向上を図る事業を推進し
ています。

•警察や関係団体と連携し、交通安全意識の向上を図るとともに、高齢者の運転免許証の自主
返納を促進しています。

•特殊詐欺被害に狙われやすい世代を中心に、被害防止のための出前講座やＷＥＢ講座を開催
しています。

•生活環境を保全するため、栃木県と連携して法令等に基づく調査や指導を実施しています。

現 状 分 析

•高齢化により自主防犯団体等の活動人数が減少しており、犯罪を抑止する環境整備への取組
が求められています。

•交通事故からこどもや高齢者を守るため、事故を未然に防ぐ重点的な取組が必要です。

•消費生活に関する教育は、学校教育だけでなく、家庭内で行っていくことが重要です。

課 題

項目名

交通安全教室の開催回数
（累計）

基準
（Ｒ６）

161

Ｒ８

166

Ｒ９

169

Ｒ１０

172

Ｒ１１

175

Ｒ１２

178

消費生活 

防 犯 交通安全 

生活環境 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 交通安全啓発事業 
交通安全意識の向上を図り、交通ルールを習得す

るため、交通安全教室を開催します。 
生活安全課 

２ 消費者被害防止啓発事業 
消費生活相談員など、専門家による消費者教育に

関する講座を定期的に行います。 
生活安全課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 安全で安心なまちづくり事業 
防犯に関する知識を深め、自主防犯団体の活動を

推進するため、専門的な研修会を実施します。 
生活安全課 

２ 自主防犯団体支援事業 
自主防犯団体の活動を支援するため、パトロール

用品の貸与を行います。 
生活安全課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 消費者教育推進事業 
オンラインでの消費者教育プログラムを配信し、

若年層への消費者教育を行います。 
生活安全課 

２ 地域防犯推進事業 
防犯カメラの設置を促進するため、自治会等にお

ける防犯カメラの設置に対し助成を行います。 
生活安全課 

 

関連する個別計画 

 

計画名 策定年月 計画期間 

第２次日光市消費生活基本計画 Ｒ５.３ Ｒ５～Ｒ９ 

 

  

ＳＴＥＰ１ 教室等の開催

•交通安全・防犯教室や消費生活に関する定期講座の充実及び参加者の増加を図ります。

ＳＴＥＰ２ 市民団体等の活動促進

•自主防犯団体や消費者団体の活動を支援し、活性化を図ります。

ＳＴＥＰ３ 安全で安心な環境整備

•オンラインでの消費者教育プログラム配信環境の整備や自治会等における防犯カメラの設置などを通じて、
安全安心な環境を整備します。
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第５章 

まちづくり推進の視点 
 

 

第１節 その次の価値と共感を追求し続ける、シティプロモーションの視点 

〇 シティプロモーション 

第２節 まちの元気を共に創る、地域づくりの視点 

〇 地域づくり 

第３節 多様な価値観を尊重し、協力し合う社会づくりの視点 

〇 人権尊重・男女共同参画社会 

第４節 共に地域社会を創る、多文化共生・国際理解の視点 

〇 多文化共生・国際理解 

第５節 新しいまちの創造に向けた経営基盤を確立する、行政経営の視点 

〇 行政経営 

第６節 総合計画の着実な推進の視点 

〇 総合計画の着実な推進 
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第１節 その次の価値と共感を追求し続ける、シティプロモーションの視点 

シティプロモーション 
 

 みんなの「いいね！」で磨き上げる日光の魅力  
 

多様化する価値観に応え、日光のイメージをアップデートし続ける取組として、市民との協働により「その

次の価値」を創造・発信するシティプロモーションを展開します。 

これにより、日光市内外から「住み続けたい」、「行ってみたい」、「住んでみたい」と感じてもらえる魅力あ

ふれるまちづくりを推進し、「まちづくり人口」の獲得を目指します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•日光市は認知度が高い反面、固定化されたイメージからの転換を図る必要がありました。

•このため、新ブランディング「ＮＥＷ ＤＡＹ，ＮＥＷ ＬＩＧＨＴ．日光」を令和３年度に
発表しました。

•このコンセプトの下に展開するプロモーション活動は、既成概念に捉われず、市民が推奨す
る価値を生かし、市民と共に「選ばれる日光」を創る市民参加型のプロジェクトです。

背 景

•プロジェクトとして、日光の魅力を再発見する取組や、日光の新たな魅力を創造・発信する
取組を展開しています。

現 状 分 析

•ブランディングの認知度を向上し、イメージの転換を図る必要があります。

•市民が再発見・創造した価値が、市民共有の価値と認識されていないため、日光市全体でプ
ロモーションに取り組む機運を高める必要があります。

•創造した価値と市外から見た日光市の評価が結びついていないため、評価を市民にフィード
バックする仕組みが必要です。

課 題

《シティプロモーションの概念図》 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
ＰＲチームによる魅力発信 

事業 

ＰＲチームを組織し、これまで蓄積してきた資源を

日光市外にアピールする視点で絞り込み、日光市公

式Ｉｎｓｔａｇｒａｍを活用して魅力発信を行いま

す。 

チームメンバーには、写真撮影や記事作成などのス

キルアップ研修を併せて実施します。 

秘書広報課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
商品・コンテンツ価値向上 

事業 

ＳＴＥＰ１で絞り込んだ資源をもとに、付加価値を

付けた商品・コンテンツの開発を行うとともに、プロ

モーションサイトや動画等、様々な媒体を用いたＰ

Ｒを展開します。また、日光市との協定締結企業・大

学等と連携するなど、価値向上のための事業を実施

します。 

秘書広報課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
「（仮称）褒められプロモー

ション」実施事業 

ＳＴＥＰ２で価値を高めた商品・コンテンツについ

て、発信やシンポジウム・報告会などに併せ、市民と

日光市外の方が交流する機会を創出することで、次

の価値の創造につなげます。 

秘書広報課 

２ マーケティング調査事業 
ＳＴＥＰ１～３までの分析・評価と、将来の方向性の

検討に向けた市場調査を実施します。 
秘書広報課 

 

ＳＴＥＰ１ 日光市外にアピールできる価値の創造

•市民それぞれの自慢の場所・モノ・コトを日光市外にアピールする視点で絞り込みます。

•絞り込んだ地域資源の魅力を発信し、日光市内外の評価により更に絞り込み、磨き上げを行います。

ＳＴＥＰ２ 「選ばれる日光」を目指した商品・コンテンツの開発

•市民が推奨する価値を取り入れ、まちづくりや産業振興につながる商品・コンテンツの開発を行います。

•開発した商品・コンテンツを活用し、様々な媒体や場面において「選ばれる日光」を目指したプロモーシ
ョンを展開します。

ＳＴＥＰ３ 「褒められプロモーション」で魅力創出の好循環へ

•市外の方が日光を選んだ評価のポイントを分析し、市民に分かりやすくフィードバックする「褒められプ
ロモーション」により、市民の日光への愛着を育むとともに、外部からの評価を商品・コンテンツの開
発・改良に生かすサイクルを生み出します。

•常に新しい魅力を生み、発信し続けることによって、「まちづくり人口」の獲得につなげます。
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関連する個別計画 

 

計画名 策定年月 計画期間 

日光市情報発信戦略 Ｒ７．２ Ｒ７～ 
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第２節 まちの元気を共に創る、地域づくりの視点 

地域づくり 
 

 一人ひとりのチカラをつなげて創る活力あるまち  
 

社会情勢の変化に伴い、様々な分野において多様化・複雑化している地域課題に対応し、活力あるまちづく

りを進めていくためには、地域の特性や特徴を生かした市民の自主的な活動を推進していくことが重要です。 

このため、各分野でまちづくりを担う人づくりを進めるとともに、市民、団体、民間企業、行政など多様な

主体の連携による、持続可能なまちづくりを進めます。 

また、市民が、地域とのつながりを深く感じ、日光への愛着を高めながら、地域課題の解決と活性化に取り

組めるよう、様々な場面で、一人ひとりの主体的な行動と、互いを支え合う協力の輪を広げ、地域全体の活力

を創出します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•少子高齢化や人口減少が進行し、自治会を始めとする地域活動の停滞が危惧されています。

•地域内での関係が希薄化し、自治会加入率の低下やまちづくりの担い手不足が生じています。

•市民ニーズが多様化・複雑化しており、画一的な行政サービスだけでは、地域課題に対する
きめ細かな対応が困難になってきています。

背 景

•日光市民活動支援センターと連携した地域リーダー育成のための講座など、各分野において、
まちづくりの担い手育成に取り組んでいます。

•日光市内９つの区域に設置された、地域まちづくり協議会を始め、各分野においても、地域
の拠点として、それぞれの課題解決に向けた組織が設置されるなど、地域住民主体のまちづ
くりに向けた取組が始まっています。

現 状 分 析

•まちづくりの担い手育成は、中長期的に取り組むことが重要であり、特に将来を担う若い世
代に対して、まちづくりへの関心や日光への愛着を育む取組を進めていくことが必要です。

•まちづくりに取り組む各種組織は、人口減少や担い手の高齢化、拠点の不足など、今後の運
営に様々な不安を抱えており、継続的な活動と持続的な運営に向けた支援が必要です。

課 題

《目指すべき地域の姿へ》 

  

 

 

自治会 
ＰＴＡ・ 

学校運営協議会 

 

 

 
民生委員 

児童委員 

商工・観光 
団体  市民活動団体 

ＮＰＯ法人 企業 

 

 

 

 
 

防災 交流 
見守り 

賑わい 

市の役割：地域まちづくり協議会による課題解決の支援 

市の役割：ボランティ

アやまちづくり体験の

機会創出 

 市民活動団体 

ＮＰＯ法人 

まちづくり団体 

市の役割：活動の支

援、地域のつながり

や魅力の向上 

地域まちづくり協議会 
 こども会 

買い物 
支援 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 中高生ボランティア体験事業 

地域の社会貢献活動への興味・関心を高めると

ともに、将来の活動参加を促すため、市内の中学

生・高校生が市民団体の活動を体験する機会を

設けます。 

地域振興課 

２ 地域魅力創出のための若者会議 

地域への愛着心を育むため、市内在住・在学等の

高校生と大学生が、地域で活動する大人や団体

と関わりながら、日光市の未来を考え、行動する

場を設けます。 

地域振興課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
地域まちづくり協議会支援事業

（運営支援） 

課題を把握し、地域の特性に応じて解決に取り

組む協議会の活動を支援します。 
地域振興課 

２ まちづくり活動支援事業 

自治会、市民活動団体等の自主的な活動を支援

し、地域コミュニティの活性化を図るとともに、

地域のつながりや魅力を高めます。 

地域振興課 

                    

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
地域まちづくり協議会支援事業

（事業支援） 

各協議会が定める計画に基づく、地域住民を始

め、多様な主体が参画する互助・共助の事業や地

域課題解決のための事業を支援します。 

地域振興課 

   

ＳＴＥＰ１ まちづくりにつなげる「人」づくり

•まちづくりの担い手を育成するため、様々な分野において、まちづくりへの関心や意識、日光への愛着の
醸成を図る機会を創出しながら、人づくりに取り組みます。

ＳＴＥＰ２ 地域の特性・特徴を生かした共生の「地域」づくり

•広大な市域の中で、それぞれの地域・地区が持つ特性や特徴を最大限に生かしながら、共生の視点を持っ
て、特色ある地域づくりを進めます。

ＳＴＥＰ３ みんなと共に創る「まち」づくり

•まちづくりの段階や内容に応じて、「自分でできること」から「地域と一緒に」「日光市と一体となっ
て」など、協働・共創のまちづくりを進めることで、地域課題の解決や賑わいづくりにつなげます。
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第３節 多様な価値観を尊重し、協力し合う社会づくりの視点 

人権尊重・男女共同参画社会 
 

 互いに尊重し、誰もが輝き活躍できるまちの実現  
 

多様な価値観を尊重し、協力し合う社会を実現するためには、全ての人々の平等と尊重を基本に据え、固定的

な性別役割分担意識の解消や多様な活躍の場を創出する取組が重要です。そのため、人権尊重と男女共同参画の

理念を基盤とし、教育や啓発活動を通じて意識改革を進めるとともに、相談体制の充実や多様な人材の参画を図

り、多様な意見を踏まえた政策を推進することで、協力し合う社会の形成を目指します。 

 

 
 

 

 
 

•国際化・少子高齢化・情報化社会の進展などに伴い、人権問題は複雑化・多様化しています。

•ジェンダー平等を推進するための国際的な枠組みが重要視されており、これを踏まえた具体
的な取組が求められています。

•福祉のほか、教育や雇用など幅広い分野におけるこども施策の策定・実施・評価について、
対象となるこども・若者の意見を反映させるための措置を講じることが義務付けられていま
す。

背 景

•人権施策を総合的かつ計画的に展開し、人権教育・啓発による人権意識の醸成や、相談・支
援体制づくりに努めています。

•女性の活躍応援セミナーの開催や、男性の家事参加促進のための周知啓発を行い、女性の活
躍推進に取り組んでいます。

•日光市子どもの権利に関する条例に基づき、市政等へのこどもの意見表明及び参加の促進に
取り組んでいます。

現 状 分 析

•社会構造の変化、価値観の多様化への適応が求められます。

•誰もがそれぞれの希望に応じて活躍できる環境づくりを推進する必要があります。

•こども・若者の意見を施策に反映させるため、対象とする施策の選択と、反映するための具
体的な方法の検討を進める必要があります。

課 題

48.0 

42.9 

16.2 

77.9 

72.1 

35.6 

30.8 

46.3 

8.4 

12.0 

6.2 

8.5 

4.5 

1.1 

4.7 

10.2 

17.8 

33.0 

12.6 

11.2 

家庭生活で

職場で

学校教育の場で

政治の場で

社会全体で

男性の方が優遇されている 平等になっている 女性の方が優遇されている わからない・不明

《男女の地位の平等感》 

（出典：令和６年度男女共同参画に関する市民アンケート調査） 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
男女共同参画意識の醸成 

事業 

市民一人ひとりが家庭、学校、地域などのあら

ゆる場面において男女平等の視点を持つこと

ができるよう、学習機会の創出や広報・啓発活

動を行います。 

総務課 

２ 人権教育推進事業 

児童生徒を含む市民一人ひとりに、多様な人権

について考える研修会等を実施するとともに、

人権意識の啓発を担う指導者を養成します。 

また、小中学校教職員向けに、ＬＧＢＴＱ当事

者による研修会を実施するとともに、研修後の

取組を伴走支援します。 

総務課 

学校教育課 

生涯学習課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 働きやすい職場環境づくり 

市内事業者に対し、健康で安心して働ける職場

環境を整える支援を行います。 

誰もが能力を発揮し、仕事と家庭を両立できる

環境をつくるため、ライフスタイルに応じた多

様な働き方や男性の家事・育児への参画を推進

します。 

総務課 

２ 
こども・若者の意見形成 

支援事業 

こども・若者が自分の意見を表明し、積極的に

社会参画できるよう、意見形成や表明に関する

学びや体験機会の充実を図ります。 

子ども家庭支援課 

 

 

  

ＳＴＥＰ１ 多様な価値観を理解し合い、お互いに認め合う意識の醸成

•人権意識の高揚を図るため、多様な人権について考える啓発や体験学習を実施します。

•責任を分かち合えるよう、互いの役割や立場について考える教育や学習の機会を設けます。

ＳＴＥＰ２ 誰もが自分らしい生き方を選択できる環境づくり

•誰もがあらゆる分野に参画できる社会環境の整備を推進します。

•こども・若者が意見を表明し、社会に参画することを支援するとともに、必要な環境づくりを進めます。
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 女性の活躍推進事業 

女子中高生を対象に、デジタル分野のキャリア

の選択肢を伝えるデジタル学習体験イベント

を実施します。 

体験後は、ＳＷ２Ｐ日光において継続的に交流

するとともに、スキル指導等を通じて、更なる

成長を支援します。 

総務課 

２ 
こども・若者の権利の 

保障・意見反映推進事業 

こども・若者を対象とした施策について、こど

も・若者が理解しやすい説明を行うとともに、

意見表明の方法を示すガイドライン等の作成

を推進します。 

子ども家庭支援課 

 

関連する個別計画 

 

計画名 策定年月 計画期間 

第３次日光市人権施策推進基本計画 Ｒ５．３ Ｒ５～Ｒ９ 

男女共同参画プラン日光（第３期計画） Ｒ８. ３ Ｒ８～Ｒ１２ 

日光市こども計画 Ｒ８．３ Ｒ８～Ｒ１１ 

 

  

ＳＴＥＰ３ 誰もが輝き活躍できるまちづくり

•誰もが多様な生き方を選択し、活躍することができる機会を創出します。

•こども・若者について、日光市の取組や施策の理解を深める取組を推進するとともに、意見表明を行うた
めの環境整備を進めます。
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第４節 共に地域社会を創る、多文化共生・国際理解の視点 

多文化共生・国際理解 
 

 外国人市民が暮らしやすい生活環境の整備  
 

外国人を一時的滞在者としてだけではなく、生活者・地域住民として受け入れる視点が必要です。外国人市民

が抱える課題への総合的な支援に加え、彼らが地域コミュニティに参加しやすくするため、外国人と日本人双方

への意識向上や理解促進の取組などを展開していきます。外国人市民の現状やニーズの把握を行うとともに、日

本語教室のほか、日光の暮らしを学び感じられる情報を提供します。また、地域や企業、学校、国・県などと連

携することで、外国人が暮らしやすい生活環境を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•近年、外国人市民の数は増加傾向にあり、日光市では、特にベトナム、ネパールなどからの
移住者が多くなっています。今後も外国人労働者の受入れを拡大するなど、国の施策に伴う
外国人の増加が予想され、地域社会における多文化共生の重要性が高まっています。

•社会的な多様性を尊重し、外国人を含む全ての市民が平等に参加できる社会を実現するため
には、教育や啓発活動を通じて、異文化理解を促進し、偏見や差別を解消する取組が不可欠
です。

背 景

•日光市国際交流協会と連携し、外国人市民向けの日本語教室や交流イベントが定期的に開催
され、互いの文化を理解し合う場が提供されています。

•国際理解推進員や国際交流員による国際理解教室や英語教室など、日本人向けの教室を開催
し、外国人市民との交流や相互理解の促進を図っています。また、市役所の窓口での相談を
始め、通訳の補助など、外国人市民への支援を行っています。

•外国人の児童生徒に対し、指導助手を配置し、日本語の理解をサポートするなど、学校生活
全般について支援しています。

現 状 分 析

•外国人市民の生活や就労などに関する情報が不足しており、適切な支援を行うためには、外
国人市民の実態を把握する必要があります。

•国際交流や国際理解などを促進するための交流イベントや教室の参加者が一部にとどまって
いるため、外国人市民が地域社会に溶け込むための相互理解の促進が必要です。

課 題

SDGs SDGs SDGs 

学校 
外国人市民 企業 

 

庁内連携体制 

子育て支援

教育 

行政手続き 就労 就学 

参加

情報提供・支援 

相談・手続き

日光市 栃木県・国 

産業 

健康 防災 

《目指す多文化共生社会》 
 地域コミュニティ 



第５章 まちづくり推進の視点 

112 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
外国人市民生活支援 

事業 

日光市国際交流協会と協力し、外国人市民の生活環境の現

状と課題を把握し、問題解決に向けた情報発信や外国人向

けへの相談体制の強化を図ります。 

生活安全課 

２ 国際理解推進事業 

外国人市民として増加傾向にある東南アジア地域出身の

国際理解推進員が不足しているため、日光市国際交流協会

や日光市内企業に情報提供を募り、協力者を確保します。 

生涯学習課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
外国人市民生活支援 

事業 

生活環境問題の解決に向けた情報を提供するため、情報や

相談にアクセスできる体制を構築します。 
生活安全課 

２ 国際理解推進事業 

東南アジア地域を中心とした多様な国籍の国際理解推進

員を日光市内の小中高等学校や児童クラブなどに派遣し、

こどもたちが国際理解を深められる機会を提供します。 

生涯学習課 

３ 国際交流事業 

国際感覚豊かな人材の育成を目指し、海外姉妹都市である

ラピッド市と中学生・高校生の相互派遣を行うなど、国際

交流の機会を創出します。 

生活安全課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
外国人市民生活支援 

事業 

生活環境問題の解決に取り組むため、庁内の連携体制を強

化するとともに、外国人市民の社会参加を進めるため、日

本語教室などへの参加を促し、多文化理解を促進します。 

生活安全課 

２ 国際理解推進事業 

日光学まつり・生涯学習フェスタで「グローバルカフェ」

を実施し、外国人と日本人が交流のできる機会を提供しま

す。 

生涯学習課 

 

ＳＴＥＰ１ 外国人市民の現状の把握と課題の収集

•外国人市民の生活や就労実態等の課題を把握するため、地域や企業と連携して情報収集を行います。

•各種教室等の参加者に対し、アンケートを行うなど生活の困りごとについて把握するとともに、市民とし
て増加傾向にある東南アジア地域出身の国際理解推進員の確保を進めます。

ＳＴＥＰ２ 外国人市民への情報発信、提供の強化と国際理解促進

•収集した情報をもとに、外国人市民にとって必要な情報の提供方法を検討し情報発信を強化するとともに、
多様な国籍の国際理解推進員を派遣することで、国際理解教室の充実を図ります。

ＳＴＥＰ３ 多文化共生の理解促進と庁内の連携体制の強化

•国際理解を幅広い世代、地域に浸透させるため、イベントなどを通じ、外国人との交流の機会を設けます。
さらに、庁内各部署で連携し外国人の希望、要望に円滑に対応できる体制を強化します。
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第５節 新しいまちの創造に向けた経営基盤を確立する、行政経営の視点 

行政経営 
 

 新しいまちの創造に向けた経営基盤の確立  
 

第３次総合計画に掲げる施策を着実に推し進め、健やかで希望に満ちた日光市を創り上げるためには、安定

した経営基盤を確立しなくてはなりません。変化する社会経済状況に対応しながら、行政サービスを持続させ

るためには、時代に即した人材の確保と育成を推進し、職場環境の整備や財政健全化について取り組む必要が

あります。また、人口減少が進展する中、デジタル技術を活用することで効果的、効率的な行政サービスの提

供を実現することが求められています。 

第２次総合計画では行政改革の視点で基本施策を効果的、計画的に推進してきました。第３次総合計画にお

いては、ソーシャル・ウェルビーイング・シティへの変革を目指すため、行政経営の視点に転換を図り、新し

いまちの創造に向けた経営基盤の確立に取り組みます。 

 

 

《行政経営のイメージ図》 

 

 

 

 

 

 

 

•日光市は、市町村合併以降、財政規模が増加傾向にあります。また、その構造も物件費や扶
助費など、経常的な支出の割合が増えており、財政の硬直化が進行している状況です。

•第２次総合計画の後期基本計画に位置づけた「健全な行政運営を確立する、行政改革の視
点」に基づき、「持続可能なまちづくりに向けた行財政基盤の確立」に取り組んできました。

背 景

•合併により増加した職員数を計画的に削減するため、職員定員適正化計画に基づく定員管理
を行い、職員数の適正化を推進しています。

•国が定めるデジタル戦略や急速に進化するデジタル技術に的確に対応するため、「日光市デ
ジタル戦略」に基づき、電子申請システムの導入や庁内ネットワークの再構築など、市民サ
ービスの向上と行政事務の効率化に取り組んでいます。

現 状 分 析

•安定した経営基盤を確立するためには、職員や公共施設などの経営資源の有効活用に向け、
行財政改革を推進する必要があります。

•まちづくり人口の減少や人口構造の変化により、将来の日光市を支える世代の減少が想定さ
れる中、デジタルの力を活用して、業務効率化を推進していく必要があります。

•国の動向を踏まえ、２０５０年カーボンニュートラルの達成に向けて取り組んでいく必要が
あります。

課 題
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 限られた人的資源の有効活用 

業務の効率化や行政事務の適正化を進める

ことで人件費の圧縮を図りながら、人材の確

保と育成及び職員の適正な配置により、効果

的、効率的な行政サービスを提供します。 

人事課 

事業所管課 

２ 
財源の確保と受益者負担の 

適正化 

ふるさと納税の拡充や企業立地の促進を図

るとともに、行政サービスに対する受益者負

担の適正化を推進します。 

財政課 

秘書広報課 

商工課 

３ 公共施設の適正管理 

施設の利用実態や維持管理費を踏まえ、早期

に施設の在り方を具体的に定めるとともに、

存続する施設の長寿命化や維持管理費の低

減を図ります。 

資産経営課 

４ 大規模事業のしゅん別 

長期財政の収支見通しの推計を踏まえ、今後

想定される大規模事業について、実施の可否

についての検討を進めます。 

事業所管課 

５ 財政健全化取組の推進 

あらゆる可能性を追求し財源を確保すると

ともに、後年度の財政負担軽減のため、地方

債の借入抑制など、将来を見据えた取組を進

めます。 

財政課 

 

  

ＳＴＥＰ１ 健全な財政基盤の実現に向けた取組

•人件費や物件費の低減、地方債の借入抑制など、健全な財政基盤の実現に向けた行財政改革を着実に推進
することで、経常収支比率９６％未満を目指します。
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 働きやすい職場環境の整備 

職員のエンゲージメント※1 が高い意欲的な

職場づくりを推進するため、時代に即した職

場環境を整備します。 

人事課 

２ 公共施設の有効活用 

施設の特徴や優位点を生かした積極的な誘

致活動や施設の用途変更など、あらゆる資源

の利活用を促進します。 

資産経営課 

３ 業務効率化の推進 

業務プロセスの見直しを徹底し、効果的にデ

ジタル技術を活用することにより、業務効率

化の推進を図ります。 

デジタル戦略課 

４ 情報セキュリティの徹底 

市民が安心して行政サービスを受けられる

よう、デジタル技術の進捗などに合わせ、セ

キュリティポリシーの改訂を適切に行うと

ともに、研修などを通して職員の情報セキュ

リティに関する知識の向上を図ります。 

デジタル戦略課 

５ 
電力のクリーンエネルギー化

の推進 

電力購入契約（ＰＰＡ※２）やリース方式など

を活用し、公共施設や未利用地等における創

エネルギーの推進を図ることで、使用する電

力のクリーンエネルギー化に取り組みます。 

環境森林課 

資産経営課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 職員の組織に対する帰属意識や貢献意欲 

※２ 自治体や企業など、エネルギーを利用する消費者側が、発電事業者に土地や屋根などの設置スペースを提供する代わりに、

発電事業者が初期費用やメンテナンス費用を負担し、発電された電力を消費者が有償で購入する契約 

ＳＴＥＰ２ 安定した行政基盤の構築に向けた取組

•持続可能な行政サービスの提供に向け、デジタル技術を活用した業務プロセスの見直しや働きやすい職場
環境の整備などに取り組み、業務効率化と安定した行政基盤の構築を進めます。
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ デジタル活用領域の拡大 

市民の誰もがデジタルによる恩恵を享受す

ることができる誰一人取り残されないデジ

タル社会の実現に向け、デジタル技術やデー

タの活用などデジタル活用領域の拡大によ

り「市民の声がデジタルで届く市役所」を目

指します。 

デジタル戦略課 

２ 健康経営の推進 

健康経営優良法人の認定取得を目指し、職員

の健康増進や業務能率向上につながる取組

を推進することで、職員のウェルビーイング

を高め、持続可能な組織運営を行います。 

人事課 

３ ゼロカーボンシティの実現 

「日光市地域循環によるゼロカーボンシテ

ィ実現条例」に基づき、日光市に関わる全て

の人が協働して脱炭素化に取り組むととも

に、地域価値※１の向上を図り、豊かな自然環

境を未来につなげます。 

環境森林課 

 

関連する個別計画 

 

計画名 策定年月 計画期間 

（仮称）第２期日光市デジタル戦略 Ｒ８．３ Ｒ８～Ｒ１２ 

第３次日光市職員定員適正化計画 Ｒ８．３ Ｒ８～Ｒ１７ 

第３期日光市特定事業主行動計画前期計画 Ｒ８．３ Ｒ８～Ｒ１２ 

第３期日光市人材育成基本方針 Ｒ８．３ Ｒ８～Ｒ１７ 

日光市公共施設マネジメント計画実行計画（第２期） Ｒ６．９ Ｒ６～Ｒ１５ 

第４期日光市役所環境配慮率先行動計画 Ｒ８．３ Ｒ８～Ｒ１２ 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 日光市地域循環によるゼロカーボンシティ実現条例において、「自然景観、自然環境、歴史、文化その他地域の持つ魅力及

び質をいう。」と定義 

ＳＴＥＰ３ 魅力を磨き、未来を拓く取組

•健やかで希望に満ちた新しい日光市の創造に向け、経営視点を持ちつつ、持続可能な行政サービスを提供
するよう行財政改革に取り組むとともに、日光市の魅力や可能性を生かした取組を推進します。
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第６節 総合計画の着実な推進の視点 

総合計画の着実な推進 
 

 地域幸福度を活用した計画の推進  
 

総合計画を着実に推進するためには、まちづくりに関わる一人ひとりが、総合計画の理念を正しく理解する

ことが肝要です。このため、庁内においては、重要施策への理解を深め適切な事業立案につなげるよう、研修

等を通じて職員の政策形成能力の向上を図るとともに、市民については、講座の開催等により周知啓発を徹底

し、総合計画への理解を深めます。 

また、施策の進捗管理や検証にウェルビーイング指標を活用することで、総合計画の成果を客観的に把握す

るとともに、その結果を市民と共有することで、日光市の取組の実効性と透明性を高め、公と民が一体となっ

た計画的なまちづくりを推し進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•総合計画は、日光市の最上位計画として位置づけられ、各種個別計画と整合性を図りながら
策定されています。

•市政施行から２０年が経過し、当初の想定を超えて定住人口の減少が続く中、関係人口や活
動人口の概念を加えたまちづくり人口の充実を目指し、「まちづくりの重点施策」、「まち
づくりの基本施策」、「まちづくり推進の視点」に掲げる重要施策に取り組んできました。

背 景

•第２次総合計画の後期基本計画では、定住人口の減少に対応するため、「産業振興」、「互
助・共助」、「教育」に関するプロジェクトを積極的に展開しています。

•施策の推進にあたっては、具体的なアクションプランとして実施計画を策定し、個別事業の
「選択」と「集中」により効果的かつ効率的な事業展開を図っています。

現 状 分 析

•第２次総合計画では、重要施策の効果を測る成果指標が設定されておらず、総合計画全体の
成果の評価が困難なため、施策に対する市民の満足度を測る仕組みの構築が必要です。

•情報公開と計画進捗の共有が不十分なため、各種施策を展開する際に市民の理解と協力を得
ることが難しい状況です。

課 題

基本計画 
施策の体系、重要施策、 

主要事業、成果指標など 

基本構想 
日光市の将来像 

施策の大綱 

実施計画 
個別事業 

※毎年度見直しを行うローリング方式 

基本構想

基本計画

実施計画

令和８年 令和12年 令和17年

主要事業・成果指標 主要事業・成果指標

10年間

前期：5年間 後期：5年間

2年間 2年間

《総合計画の構成・計画期間》 
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No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 職員研修の充実 
研修を通じて、総合計画の理念や重要施策等の理解

を深めるとともに、政策形成能力の向上を図ります。 
総合政策課 

２ 市民向けの周知の取組 

説明会や資料配布、出前講座、懇話会等を通じて総合

計画の理念や施策を市民に広く周知します。これに

より、理解促進と意見交換を行い、日光市全体での計

画的なまちづくりを推進します。 

総合政策課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 実施計画の着実な推進 

重要施策や主要事業を実現するための具体的取組を

設定し、定量目標による進捗管理を行うとともに、地

域幸福度に準じたアウトカム指標により施策の達成

度を検証します。 

総合政策課 

 

 

No. 事業名 事業内容 所管課 

１ 
総合計画の主要施策等に 

関するアンケート調査 

中学生以上の市内在住者及び日光市に関心または関

わりのある市外在住者を対象としたアンケート調査

を継続して実施し、総合計画の施策に対する満足度

やまちづくりに対する意識、地域幸福度等を把握す

ることで、取組の効果を検証します。 

総合政策課 

２ 
（仮称）まちづくり施策の

通信簿 

アンケート調査で検証した施策の進捗状況や成果に

関し、施策の通信簿として市民へ定期的に公表する

ことで、日光市の取組の透明性を高めるとともに、市

民や関係団体等と一体となって計画的なまちづくり

に取り組みます。 

総合政策課 

ＳＴＥＰ１ 基本構想及び前期基本計画の周知

•市民や関係団体等に対して、基本構想や前期基本計画の内容を広く周知し、理解を深めるための講座や広
報活動を強化します。

ＳＴＥＰ２ 前期基本計画及び実施計画の一体的な推進

•前期基本計画と実施計画を一体的に推進し、計画の整合性を保ちながら、具体的な施策を効果的に展開す
ることより、計画の実効性を高めます。

ＳＴＥＰ３ 情報公開と計画進捗の共有

•計画の進捗状況や成果を定期的に公開し、市民や関係団体等と共有することで透明性を確保し、市民の理
解と協力のもと、公民一体のまちづくりに取り組みます。
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関連する個別計画 

 

計画名 策定年月 計画期間 

第３期日光市まち・ひと・しごと創生総合戦略 Ｒ８．３ Ｒ８～Ｒ１２ 

 

  



第５章 まちづくり推進の視点 

120 

 



巻末資料 

121 

施策の体系 

 

 

＊議案提出時に挿入します。 



巻末資料 

122 

第３次日光市総合計画の策定経過 

 

 

＊議案提出時に挿入します。 



巻末資料 

123 

日光市総合計画策定審議会委員 

 

 

＊議案提出時に挿入します。 
 

 



 

- 1 - 

 

 
日光市教育施策の大綱 

（第３期） 
 

 

Ⅰ 策定の趣旨 

  日光市教育施策の大綱（以下「大綱」という。）は、平成２７年４月１日に改正
された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１条の３第１項の規定に基づ
き、当市の教育、学術、文化等の振興に関する施策について、その目標や施策の根本
となる方針を定めるものです。 

また、この大綱は、教育行政に関する市⺠の意向をより⼀層反映させるため、「総合
教育会議」において協議・ 調整した上で策定します。 

 

Ⅱ 策定にあたっての考え方 

  大綱の策定にあたっては、まちづくりの総合的指針である第３次日光市総合計画の
基本構想及び前期基本計画における基本施策を以って大綱の基本目標とします。 

 

Ⅲ 計画期間 

  この大綱の計画期間は、令和８年度から１２年度までの５年間とします。 
 

Ⅳ 基本目標と施策の方向性 

基本目標  

「地域の未来を担う人を育てる、教育のまちづくり」 

歴史や文化、自然など地域の資源や特色を生かした学びを展開することで、こどもから大

⼈まで幅広い世代の市⺠が地域とつながり、地域への愛着と誇りを持ちながら、個々の特性

や能力を活かした主体的な学びができる環境づくりに取り組みます。 

また、市⺠の誰もがスポーツに親しむことができるよう、多様なニーズに対応した地域の

スポーツ活動を推進します。 
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施策の方向性  

第 1 項 学校教育 

「未来を担うこどもを育てる質の高い教育環境づくり」 

将来に渡って多様な⼈間関係を構築できる学習集団を確保し、小中⼀貫教育を基盤とした
教育活動の充実を図ることで、多様なこどもたちの「深い学び」を確かなものとするととも
に、質の高い教育環境づくりを進めることで、「未来を担い、主体的に学ぶ児童生徒の育
成」に取り組みます。 

第 2 項 社会教育 

「地域を学び、地域とつながり活躍できる人材の育成」 

地域への愛着心を持って、「地域を学び、地域とつながり、社会教育の実践に生かす担い
手」の育成に取り組みます。 

第 3 項 文化財 

「地域の文化財を支え、次世代へ継承する担い手の育成」 

文化財に関するコンテンツの充実や情報発信の強化、担い手の育成など「地域総がかり
で計画的に保存と活用を推進し、次世代へ継承すること」を目指します。 

 

第 4 項 スポーツ 

「いつまでも身近な地域でスポーツに親しめる環境づくり」 

スポーツ機会及び活動環境の充実に取り組むことで、「誰もがいつまでも身近な地域で
スポーツに親しめるまち」を目指します。 

 


